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予 算 決 算 委 員 会 記 録 

 

令和５年９月１５日（金曜日） 

  午前１０時００分開会 

  場所：第１委員会室 

 

１．本日の会議に付した案件 

 １．令和５年第３回玉名市議会定例会付託案件 

  議第６９号 専決処分事項の承認について 

専決第９号 令和５年度玉名市

一般会計補正予算（第３号） 

  議第７０号 令和４年度玉名市一般会計歳入

歳出決算 

  議第７１号 令和４年度玉名市国民健康保険

事業特別会計歳入歳出決算 

  議第７２号 令和４年度玉名市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算 

  議第７３号 令和４年度玉名市介護保険事業

特別会計歳入歳出決算 

  議第７４号 令和４年度玉名市浄化槽整備事

業特別会計歳入歳出決算 

  議第７５号 令和４年度玉名市水道事業会計

決算 

  議第７６号 令和４年度玉名市公共下水道事

業会計決算 

  議第７７号 令和４年度玉名市農業集落排水

事業会計決算 

  議第７８号 令和５年度玉名市一般会計補正

予算（第４号） 

  議第７９号 令和５年度玉名市国民健康保険

事業特別会計補正予算（第２号） 

  議第８０号 令和５年度玉名市介護保険事業

特別会計補正予算（第２号） 

 

２．出席委員（２０名） 

 委  員  長    多田隈 啓 二 君 

 副 委 員 長    一 瀬 重 隆 君 

 委     員    大 野 豊 重 君 

 委     員    中 村 慎 吾 君 

 委     員    浜 田 繁次郎 君 

 委     員    瀬 崎   剛 君 

 委     員    田 浦 敏 晴 君 

 委     員    山 下 桂 造 君 

 委     員    立 川 信 之 君 

 委     員    坂 本 公 司 君 

 委     員    𠮷 田 真樹子 さん 

 委     員    北 本 将 幸 君 

 委     員    德 村 登志郎 君 

 委     員    西 川 裕 文 君 

 委     員    江 田 計 司 君 

 委     員    近 松 惠美子 さん 

 委     員    前 田 正 治 君 

 委     員    作 本 幸 男 君 

 委     員    森 川 和 博 君 

 委     員    中 尾 嘉 男 君 

 

３．欠席委員（１名） 

 委     員    松 本 憲 二 君 

 

４．欠  員（１名） 

 

５．事務局職員出席者 

 係     長    小 畠 栄 作 君 

 書     記    森 川 留美子 さん 

 書     記    古 閑 俊 彦 君 

 書     記    德 永 優 貴 君 

 

６．説明のため出席した者 

 副  市  長    村 上 隆 之 君 

 監 査 委 員    元 田 充 洋 君 

 監 査 委 員    坂 本 直 子 さん 

 総 務 部 長    𠮷 田 勇 人 君 

 企画経営部長    宮 本 圭一郎 君 

 市民生活部長    松 田 智 文 君 

 健康福祉部長    瀬 崎 しのぶ さん 

 産業経済部長    井 上 康 博 君 
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 建 設 部 長    田 代 史 典 君 

 建設部首席審議員    平 田 道 生 君 

 企 業 局 長    荒 木   勇 君 

 教 育 部 長    藤 森 竜 也 君 

 議会事務局長    糸 永 安 利 君 

 総 務 課 長    前 田 弘 信 君 

 秘 書 課 長    外 村 靖 国 君 

 財 政 課 長    木 村 隆 宏 君 

 人権啓発課長    濱 治 裕 子 さん 

 防災安全課長    二 瀬 哲 也 君 

 企画経営課長    石 貫 誠 哉 君 

 地域振興課長    平 川 伸 治 君 

 管 財 課 長    渡 邉 一 正 君 

 契約検査課長    池 本 秀 一 君 

 情報政策課長    大 石 晋 史 君 

 市 民 課 長    古 賀 祐一郎 君 

 税 務 課 長    冨 安   崇 君 

 環境整備課長    塚 本 昭 広 君 

 岱明市民生活課長    小 山   博 君 

 横島市民生活課長    境   順 一 君 

 天水市民生活課長    小 山 恭 徳 君 

 総合福祉課長    小 山   聡 君 

 くらしサポート課長    平 田 光 紀 君 

 高齢介護課長    中 川 由 美 さん 

 保険年金課長    松 下   匡 君 

 保健予防課長    村 上 洋 治 君 

 子育て支援課長    中 野 光 昭 君 

 農業政策課長    前 田 竜 哉 君 

 水産林務課長    小 川 昭 彦 君 

 農地整備課長    丸 山 隆 一 君 

 商工政策課長    神 永 和 典 君 

 観光物産課長    伊 藤 恵 浩 君 

 土 木 課 長    田 上 幸 二 君 

 土木課審議員    宇 野 貴 善 君 

 都市整備課長    中 尾 賢 治 君 

 都市整備課審議員    中 川 英 昭 君 

 営 繕 課 長    平 川 裕 一 君 

 上下水道総務課長    津 川 隆 一 君 

 上下水道工務課長    田 上 武 靖 君 

 教育総務課長    西 原 正 信 君 

 文 化 課 長    瀬 﨑 陽一郎 君 

 コミュニティ推進課長    西 川 慶一郎 君 

 スポーツ振興課長    小 山 晃 生 君 

 議会事務局次長    松 野 和 博 君 

 会 計 管 理 者    土 村 正 成 君 

 農業委員会事務局長    二階堂 正一郎 君 

 監査委員事務局長    園 田 寿 寛 君 

 その他関係職員 

 

午前１０時００分 開会 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） 皆さん、おはようご

ざいます。 

 委員会を始める前に申し上げます。委員会はイ

ンターネット配信をしておりますので、各位並び

に執行部におかれましては、個人情報等の発言に

は、十分御注意願います。 

 審査に当たって発言の際には、必ず挙手をされ、

指名をしますので、委員においてはマイクスタン

ドのボタンを押して氏名を述べられてから発言し、

終わりましたら再度ボタンを押してください。 

 執行部においては、ワイヤレスマイクのスイッ

チを入れ、所属と氏名を述べられてから発言し、

終わりましたらスイッチをお切りください。 

 また、委員が質疑される際には、資料の名称及

びページ番号等を必ずお伝えいただくようお願い

します。 

 審査の順序、方法は、別紙の議案審査進行表に

従って行ないます。各担当課からの説明は事前に

配付しております主要な施策説明書及び補正予算

資料を基に行なわれますが、必要最小限の事業に

絞っての説明となります。 

 ただし、決算書及び予算書等の内容は、全て審

査の対象であることを申し添えます。 

 なお、一般会計補正予算における各事業の財源

となるべく歳入については、各事業の歳出の説明
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と併せて、対応する歳入を各担当課が説明します。

よって、財政課は財政課所管の歳入のみの説明と

なります。 

 最後にスムーズな議事進行のため、委員におか

れましては、決算に関係ない質疑は慎むこと。執

行部におかれましては、説明時間は審査案件ごと

１０分以内を目安にお願いします。 

 それでは、ただいまから予算決算委員会を開会

します。 

 今期予算決算委員会に付託されております案件

は、議案１２件です。 

 それでは、議第７０号令和４年度玉名市一般会

計歳入歳出決算を議題といたします。 

 執行部から歳入について、１０分以内での説明

を求めます。 

○会計管理者（土村正成君） おはようございま

す。会計管理者の土村です。 

 一般会計の歳入歳出につきましては、私から御

説明させていただきます。 

 時間の都合もございますので、簡易的な説明に

なるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず最初に一般会計の収支の状況を

御覧いただき、その後に歳入の説明をさせていた

だきたいと思います。 

 一般会計歳入歳出決算書の３４０ページ、実質

収支に関する調書を御覧ください。 

 実質収支に関する調書には、一般会計の歳入歳

出の総額などを１,０００円単位にて記載してお

ります。 

 上から順に歳入総額３６７億２,６９７万１,０

００円。歳出総額３５２億５,６７１万８,０００

円。歳入歳出差引き額１４億７,０２５万３,００

０円。翌年度へ繰り越すべき財源５,３７３万１,

０００円。実質収支額１４億１,６５２万２,００

０円となっております。 

 それでは、次に歳入について説明いたします。 

 決算書の２ページを御覧ください。 

 ２ページから７ページまでが１款市税から２２

款市債までの歳入の款項ごとの円単位での決算額

となっています。 

 歳入の説明は、款項ごとの決算額の読み上げは

省略し、合計額を読み上げ、不納欠損額と収入未

済額が生じている項目のみ説明させていただきま

す。 

 歳入合計の記載がある６ページと７ページを御

覧ください。 

 一番下の段の歳入合計欄です。左から予算現額

３７１億４,４１１万６,４３７円。調定額３７２

億３５７万７,８７７円。収入済額３６７億２,６

９７万１,３７９円。不納欠損額２,１３４万８,

０４１円。収入未済額４億５,５２５万８,４５７

円。一番右の項目は、予算現額と収入済額との比

較になっています。 

 次に、不納欠損額と収入未済額がある項目につ

いて、ページを戻りながら説明いたします。今御

覧いただいています６ページから７ページにあり

ます２１款諸収入で不納欠損額が１４万４,７５

０円。収入未済額が１億７,０８５万３３３円と

なっています。 

 戻りまして４ページと５ページを御覧ください。 

 中段よりも少し上、１３款分担金及び負担金で、

収入未済額が１５０万３,３７８円、１４款使用

料及び手数料で収入未済額が１,９１３万２,１９

０円。 

 戻りまして２ページと３ページを御覧ください。 

 一番上の段、１款市税で不納欠損額が２,１２

０万３,２９１円。収入未済額が２億６,３７７万

２,５５６円となっています。 

 以上で款項ごとの歳入の説明を終わりますが、

目や節ごとの決算額の詳細は１４ページから６１

ページまでの事項別明細書に記載していますので、

御参照いただき、御審議いただきますようお願い

いたします。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

を終わりました。 
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 これより、質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議はありませんか。 

○委員（山下桂造君） 市民税、これの納めなく

ていい人の世帯の割合ってどのぐらいになります

か、玉名市内で。 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です。 

 納めなくていい人の割合。 

○委員（山下桂造君） 収めなくていい人という

か、結局収入が少なくて免除になる世帯数はどの

ぐらいあるのかとか。 

○税務課長（冨安 崇君） 概数ですけども、お

よそ概数で言いますと６４％の方が納めなくてい

いという形にはなります。 

○委員（山下桂造君） すいません、聞き間違え

たので。６４％が納めなくていい、納めている。 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です。 

 大体課税対象者が３万人ございます。課税とな

られる方がですね。全人口から換算して出します

と大体６４％の方が非課税という、当然ゼロ歳か

らの人も入っておりますので。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（大野豊重君） 分かります。すいません

ちょっと聞き方が悪かったので、要するに全人口

のうちの３万人が払っているということで、オー

ケーです。大丈夫です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 市民税の収入未済額については、これ昨年も質

問したんですけども、ずっと５年、６年ちょっと

追いかけてみたんですけども、これは減少ずっと

減少傾向にあるということでよろしいんですが、

ただその中の不納欠損なんですけれども、ここ４

年、５年見てみると、特に前年度、令和３年度が

大体８８０万円ぐらいの不納欠損で、令和４年度

が１,３００万円ということで、前年対比でいく

と大体５００万円ほど不納欠損が増えているんで

すけども、この主な何か要因というのがもし分か

ればお願いします。 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です。 

 不納欠損につきましては、所在が不明であった

り財産がなかったりということで、その年々で執

行停止から３年すると欠損しますので、その年々

の収入によって変わってきたり、財産があったり

なかったり、その調査次第で変動することには

なってきます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） はい、分かりました。あ

りがとうございます。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（大野豊重君） 引き続き。 

○委員長（多田隈啓二君） どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 引き続き、あと貸付金の元利収入のところなん

ですけれども、これも収入未済は毎年少しずつこ

うだんだん減ってきてて、前年の令和３年から１

億切って、違うか、それは収入済みのほうか、収

入未済のほうなんですけども、不納欠損が上がっ

てきたときに大体この収入未済が減ってきている

んですけども、もうこれは仕方がないというもの

なんですかね、もしくはその大体どれぐらいでこ

の収入未済が完結するのか。その辺りの何か予測

というのがもしあれば、教えていただければと。 

○人権啓発課長（濱治裕子さん） 人権啓発課長

の濱治です。 

 住宅新築資金の件でしょうか。 

○委員（大野豊重君） はい、そうです。 

○人権啓発課長（濱治裕子さん） この未済額で

上がってきているのは、今、滞納分、もうほとん

どの方は終わっているんですけれども、令和５年

の３月末現在で４６件分、２８人の滞納分がまだ、

この１億２,９００万円残っております。 

 不納欠損は令和３年度に行なっているんですけ

れども、その分というのは、これ住宅新築資金っ

て契約に基づく債権ですので、年数がたっただけ

では、不納欠損できないこととなっております。 

 その令和３年度に行なった分については、相続
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人を調査し、請求できる相手がいないということ

で不納欠損しております。 

 今現在この残っていらっしゃる２８人について

は、お支払い、本当もう少額ずつなんですけれど

も支払いをしていただいているので、不納欠損は

行なっておりません。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 前年度から比べると大体２件、２減したという

ことでよろしいんですかね。 

○人権啓発課長（濱治裕子さん） 完納になって

いらっしゃる方がそうですね、毎年２件ずつほど、

もう終了された方がいらっしゃいます。 

○委員（大野豊重君） はい、分かりました。あ

りがとうございます。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

 ほかに。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 一般会計決算書のですね、５７ページなんです

けど、ここに雑入がずっと書いてありますけど、

ずっと見よって何番目かな、上から何番目かな、

７番目ぐらいの子育て支援課の２,２４０万円ぐ

らいのがあるでしょう。 

 それ、一番下のほうの子育て支援課の副食費っ

て書いてあっとは、これは分かるけんよかです。

それと教育総務課の学校給食費というのも分かる

けんよかですけど、上のほうの子育て支援課の２,

２００万円というのは中身は何でしょうか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課

中野です。 

 昨年、支出誤りによって学童クラブの返還をし

ていただいております。土曜日の開所関係でです

ね、その分が１,５００万円ほどありますので、

その内容になっております。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） ２,２００万のうちの、

学童保育の施設の改修費が１,５００万ぐらいあ

るというわけですか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 土曜日の開所

をですね。 

○委員（前田正治君） あ、開所、開くのほう。

しょう。開くね、分かりました。 

○子育て支援課長（中野光昭君） はい。本来補

助として出さなくてよかった分を補助として出し

ていたというのがあります。２学童クラブ一緒に

開いたとき、本来は１学童クラブの補助でよかっ

たのを２学童分補助していたというのがあってい

ますので、その分についての返還を各学童クラブ

からしていただいているのがあります。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 じゃあ学童クラブとかですね、下の子育て支援

課の副食費とか、教育総務課の学校給食費とか、

これで未納分はどこを見れば分かっとですか。未

納分。まず、副食。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課

中野です。 

 雑入の副食費についてはですね、未納はござい

ません。 

○委員（前田正治君） 未納なし。はい。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） いやいや、なら学校給食。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 学校給食費の収入未済額におきましては、決算

書のほうには現れておりませんけど、収入未済額

として１１０万４,８０９円が収入未済額となっ

ているところでございます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 じゃあ、子育て支援課の副食費というのはもう

未納はなしというわけですね。なしと言いよらっ

たけんですね。そうすると給食費の未納について

はですね、これはいわゆる回収はどぎゃんふうに

しとらすとですかね。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 
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 回収におきましては、催告のほうを四半期程度、

未納の方に通知を行なっているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） それでは１１０万円の未

納があっとですけど、今に至るまで、今時点です

ね。このうちのどんくらいか回収してあっとです

か。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 今手元に令和５年度の執行状況の資料が手持ち

でございませんので、後でお答え申し上げます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 この学校給食費の未納については、市税は５年

の時効というのがあっですけど、学校給食費の時

効については、何年ば設定してあっとですか。

あっとでしょう。 

○教育総務課長（西原正信君） たしか５年で時

効が来るというふうに考えております。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 ５年。学校給食費の未納については、この決算

書で出てくる未納というのは今年、令和４年度か

ら初めて公会計にしたために、出てきとっとです

けど、１１０万円の未納分の取立て、取立てとい

うとちょっと語弊があっですけど、回収状況がよ

う分からんですけど、未納されている家庭のそれ

ぞれの個々の状況というのは、教育総務課のほう

じゃ何かつかまれとっとですか。 

 続けて、前田です。 

 公会計が始まるときに未納対策として、私はい

ろいろそれぞれで、きつかってという信号ば出し

よっとなっとらけん、何か対応ばせんといかんと

じゃないかというようなことを聞いたら、何か就

学援助とか何とかそういうことも勧めて行きます

よみたいな話があったっですけど、この未納のお

宅に対して実際にそういった何らかの手だてはさ

れたとこはあっとかなと思う。 

○教育総務課長（西原正信君） 今、前田委員が

おっしゃられるとおり、就学援助費の勧奨等も広

報たまな等に掲載し、厳しい御家庭におかれまし

ては、そういった対象要件等は必ずお伝えするよ

うにしているところでございます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 いや、だけん未納に対する対策ということで、

催告は今４か月に１回何かしよっとか何とか言わ

れたんですけど、やっぱそういったところは、何

らかのやっぱ対策をするというのが、公会計にし

た１つの私はメリットだと思うとですよ。 

 そこら辺までぴしゃっとして、公会計にした意

味があっとじゃないかなと思うとですけども、後

で回収状況もちょっと調べて教えてください。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） はい。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 全般的なところになるかもしれないんですけど、

意見書のほうの８ページ、経常収支比率が出てい

るんですけど、令和３年度が９５.７％で今年度

９７.７％で、また２％上がってきているんです

けど、これ要因的には入ってくる交付税とかの額

が減りよっとですか、それとも出ていくほうも増

えよっとですか。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課長の木村でご

ざいます。 

 委員が今おっしゃっているとおりですね、今年

度は２％ほど上昇しておりますけども、これにつ

きましては県内の自治体は全体的に同様でござい

まして、分母となります収入分ですね、交付税と

臨財債こちらのほうの減少がかなり大きく影響し

ております。分子の歳出の一般財源については、

昨年に比べて減少しておりますので、分母のほう

の影響ということでございます。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 結構ほかのと比べても高いじゃないですか。市
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町村は、やっぱ玉名市は厳しかっですか。この傾

向は来年度も行くって感じですかね、それともぎ

りぎり１００％行かんぐらいでとどめとけるとで

すか。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課長の木村でご

ざいます。 

 経常収支比率が高い状況でございますけれども、

これが上がらないようには努力をいたしていると

ころでございますけども、何せ依存財源とかそう

いったところの影響もございますもので、内部で

は歳出等の支出についてはなるべくその単独での

事業についてはよく考慮した上で予算化とかをい

たしているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（北本将幸君） いいです。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑はありま

せんか。 

 ちょっと１点だけ、多田隈です。 

 ４２ページなんですけど、６目土木費、県補助

金が１,１５７万２,０００円が、当初計画では

あったんですけども、補正で全額補正されており

ます。この計画が何だったのか、そしてなぜこう

全額補正されたのか、お伺いしたいと思います。 

○建設部長（田代史典君） 建設部長の田代です。 

 この１,１５７万２,０００円の減額、内容なん

ですけれども、まずですね、土砂災害危険住宅移

転促進事業補助金３件分の９００万円を当初予算

化しておりました。次が、がけ地近接等危険住宅

移転補助金、これが１件分で２０７万２,０００

円、それと民間建築物アスベスト対策支援事業補

助金２件分で５０万円を当初予算で計上しており

ましたけれども、令和４年度の申請がですね、ゼ

ロ件のために、全額補正で減額しております。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） 分かりました。あり

がとうございます。 

 ほかに質疑及び委員間討議ありませんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 決算書の２５ページをお願いします。この民生

費負担金の中で、児童福祉費負担金の中で、保険

給付利用者負担金が計上されていますけど、これ

の未納分というのはあるんでしょうか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課

中野です。 

 これについては未納分がございます。未納額が

一番上の段のやつでですね、未収額が４８万１,

３８０円です。２段目の滞納分が４０万４,２４

０円が未収となっております。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 滞納も含めた未納分というのは、回収はどぎゃ

んふうにしよんなっとですかね。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課

中野です。 

 まず、督促状を発送しまして、その後に催告書

等を送付しております。催告書等でも納めていた

だけない場合は、電話連絡等をやっております。 

 また特別徴収といいまして、児童手当から保険、

現年度分については徴収することができますので、

児童手当からのをいただいているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 児童手当から引き落とすのは、本人がよかです

よって言わんと引き落とされんわけでしょうね。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課

中野です。 

 現年度分についてはですね、許可なく引き落と

すことができます。滞納分については許可をいた

だいて引き落としているという形になります。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 前年度は滞納分じゃなかっですか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課

中野です。 

 現年度、令和４年度という。 
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○委員（前田正治君） 現年度。ちいと耳の悪

なった。分かりました。 

 そうやって回収したっちゃ、やっぱどうしても

回収しきらんという場合のこの保育料に対しての

いわゆる時効というのは発生すっとですか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課

中野です。 

 どうしても取れない場合はやはり時効が発生し

ますので、やっぱり不納欠損という形になると。 

○委員（前田正治君） はい、分かりました。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） はい。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありますか。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 市税のとこなんですけど、１４、１５ページの、

市税の中で一番大きな割合も占めているのが固定

資産税だと思うんですけど、家がいっぱい建ちよ

るけん、固定資産税も増えていっているのかなと

思うんですけど、やっぱり収入未済も結構あると

思うんですけど、この未済のやつとか不納欠損と

かになるやつってやっぱ、空き家とかのやつも多

いんですか。そういうわけじゃないです。あんま

り関係ない。 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です。 

 この未済の中身につきまして、空き家かどうか

というところまでのデータはございません。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 不納欠損をずっと、あん

ま変わらん、こんくらい毎年上がっていく感じ。

収入未済の。 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です。 

 そうですね、先ほどもその年々で違うというこ

とは申し上げたんですけども、滞納者の生活状況、

資力に応じまして、執行停止等対象になりました

ら、そこで執行停止をかけて、３年後に不納欠損

という形になりますので、その年々で若干の差異

はあると思います。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（北本将幸君） いいです。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です

けど、一番最初に山下委員から市民税の対象とな

らないパーセントを聞かれて６４％と申しました

けども、実質的には５１.６％ですので修正させ

ていただきます。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） はい。よろしいです

かね。大丈夫ですか。５１.６。 

 ここで執行部の入替えのため暫時休憩いたしま

す。 

 再開は１１時４５分から行ないます。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１０時３４分 休憩 

午前１１時４５分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） それでは休憩前に引

き続き委員会を開きます。 

 次に、一般会計歳出、１款議会費及び２款総務

費の審査を行ないます。 

 執行部から１０分以内の説明を求めます。 

○教育総務課長（西原正信君） 先ほど歳入のほ

うで、前田委員のほうから御質問がありましたと

きに、後で回答しますとしたことを。 

○委員長（多田隈啓二君） はい。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長西

原です。 

 令和４年度の収入未済額が１１０万４,８０９

円あると申し上げまして、その後幾ら回収が上

がっておりますかという質問だったかと思います

けど、現在９月１５日現在で６８万２,１３１円
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回収を行なっているところでございまして６１.

７％が回収されている状況でございます。 

 今後はですね、就学援助費等も勧奨しながら、

限りなくゼロに近くなるように収納率アップに努

めていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（多田隈啓二君） はい、よろしいです

か。 

○委員（前田正治君） 分かりました。 

○委員長（多田隈啓二君） 大丈夫ですか。 

 それでは執行部から１０分以内での説明を求め

ます。 

○会計管理者（土村正成君） 会計管理者の土村

です。 

 では、決算書の８ページを御覧ください。 

 ８ページから１１ページまでが歳出の１款議会

費から１４款予備費までの款項ごとの円単位での

決算額となっています。 

 説明では款項ごとの決算額の読み上げは省略し、

１０ページと１１ページの歳出合計を読み上げま

す。その後に主要な施策の成果に関する説明書を

用いて１款、２款の中から数件を抜粋し、事業の

成果を中心に主管課長から説明させていただきま

す。 

 歳出合計の記載がある１０ページと１１ページ

を御覧ください。 

 一番下の段の歳出合計です。左から予算現額３

７１億４,４１１万６,４３７円。支出済額３５２

億５,６７１万７,８９３円、翌年度繰越額２億４,

３８０万７,３４７円。不用額１６億４,３５９万

１,１９７円。一番右の項目は、予算現額と支出

済額との比較になっています。 

 これから御審議いただきます、１款議会費及び

２款総務費の決算額については８ページと９ペー

ジ上段に記載しているとおりで、読み上げは省略

させていただきます。 

 また、目や節ごとの決算額の詳細につきまして

は６２ページから１１５ページ中段までの事項別

明細書に記載していますので、別途御参照くださ

い。 

 なお、今回から歳出の事項別明細書は、予算書

と同様に事業別での記載をしております。 

 続きまして、令和４年度主要な施策の成果に関

する説明書の中から数件の事業を抜粋して主管課

長から順次説明いたします。 

 説明の後、御審議いただきますようお願いしま

す。 

 それでは、令和４年度主要な施策の成果に関す

る説明書を御準備ください。 

○総務課長（前田弘信君） 総務課長の前田です。 

 説明書１ページをお願いします。事業名は人材

育成事業、決算額は５４４万２,７４１円です。 

 事業の成果といたしましては、階層ごとの基礎

研修を２６８人が受講、研修専門機関などへの派

遣研修を９６人が受講し、職員のスキルアップに

つながりました。 

 以上です。 

○企画経営課長（石貫誠哉君） 企画経営課長の

石貫です。 

 説明書の６ページ、お願いいたします。 

 事業名、過疎地域対策事業で、決算額は３３２

万３,５９４円でございます。 

 事業の概要は、令和２年国勢調査の結果を受け、

令和４年４月１日に旧天水町の区域が一部過疎に

指定されたことに伴いまして、過疎法に規定され

た市町村の振興計画である過疎地域持続的発展計

画を作成するものになります。 

 この事業の成果といたしまして、過疎地域持続

的発展計画を作成する過程においては、５月から

６月にかけて天水中学校の３年生や地域の住民の

方を対象としたアンケート調査を、それと並行し

て庁内の関係課ヒアリングを実施いたしまして、

６月末に天水公民館における住民説明会などを経

まして必要な意見を反映させた過疎地域持続的発

展計画の素案を作成し、パブリックコメント、県

との事前協議、最終的には昨年９月定例会での議



 

 －10－ 

決を得て当初のスケジュールどおりに１０月に公

表することができました。 

 なお、本計画に基づきまして令和４年度には、

過疎債を活用しまして尾田川の県営かんがい排水

事業や草枕温泉ポンプ設備工事、天水体育館中規

模改修工事など、ハード、ソフト合わせて１６の

事業を実施いたしました。 

 説明は以上でございます。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課二瀬

です。 

 防災安全課から１つの事業について説明させて

いただきます。 

 主要な施策の成果に関する説明書８ページでお

願いします。 

 交通防犯対策費の交通安全対策事業で、決算額

は１,８８２万１６,６５５円でございます。 

 事業の概要としましては、交通危険箇所への

カーブミラーなど交通安全施設の整備、また交通

指導員による街頭指導や啓発活動及び玉名地区交

通防犯協会をはじめとする関係団体との連携した

交通安全の推進を図るものでございます。 

 事業の成果としましては、交通安全施設の新規

設置や既存施設の適切な維持管理により安全安心

な交通環境が保たれました。 

 説明は以上です。 

○地域振興課長（平川伸治君） 地域振興課の平

川でございます。 

 続きまして、説明書の１０ページをお願いしま

す。 

 地域振興課から地域公共交通対策事業について

説明をいたします。決算額は１億６,２６４万３,

０６２円です。 

 事業の概要は、乗合タクシーの運行に伴う事業

と併せて路線バスによる地域公共交通を維持確保

するため、バス事業者に対して補助金の交付を行

なうものでございます。 

 事業の成果といたしまして、まず乗り合いタク

シーにつきましては、新型コロナウイルスによる

外出自粛が緩和されたことによって利用者数は全

体的には増加傾向となりました。 

 そのうち、玉陵いだてんタクシー運行事業は、

令和４年４月より玉陵地域全体に運行エリアを拡

大したことによりまして令和４年度の利用者数は

前年より２０２％増加の１,２３５人となり、運

行事業者に対して９３８万３,５００円を支出し

ております。 

 また、滑石・岱明地域しおかぜタクシーは、前

年より２６％増加の７,０３０人となり、１,５８

２万６,８５０円を支出し、大浜・豊水・横島地

域いちごタクシーは２.７％減少の３,０６９人と

なり、１,４９３万３,９５０円を支出しておりま

す。 

 天水地域乗合タクシーは、令和５年３月末を

もって、これまでのルート運行型のみかんタク

シーを廃止をしております。４月から天水地域全

体を運行する、区域運行型のおれんじタクシーの

運行を開始をしております。令和５年４月の運行

開始に向けて令和４年１２月から令和５年３月ま

での４か月間、無償運行を行なっております。 

 従前のみかんタクシーにつきましては、１１.

２％減少の１,１４４名となり、１００万９,７４

６円を支出しております。 

 新たなおれんじタクシーの運行開始に向けた４

か月間の無償運行期間中には、延べ１,１０６人

の利用があり、その際の委託料３１６万円を支出

しております。 

 乗合タクシーの運行事業者に対して、全体で１

２.４％増加の４,４３１万４,０４６円を支出し

ました。 

 次に、地方路線バス運行補助事業につきまして

は、令和３年１０月から令和４年９月までの間、

市内を運行しています路線バス１９系統全てに欠

損が生じておりまして、運行補助金は８％減少の

９,０７２万７,７００円を支出しております。 

 また、年間の輸送人員は、新型コロナウイルス

感染症による外出自粛の緩和から、前年より約
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４％増加しまして約４８万人となりました。 

 補助金が減少した主な原因は、バス路線の廃止、

減便による運行経費の減少によるものです。 

 地域振興課から以上です。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 市民課長の古賀で

ございます。 

 説明書の１２ページをお願いいたします。 

 市民課からは、社会保障・税番号制度事業につ

いて説明させていただきます。 

 決算額は２,６２５万８,１２８円でございます。 

 事業の概要ですけれども、国が付番した個人番

号の通知及びマイナンバーカードの作成事務を地

方公共団体システム機構に委託をいたしまして、

作成されたマイナンバーカードを市が交付をする

というものでございます。 

 市の窓口におきましては、マイナンバーカード

を１人でも多くの市民の方々に取得していただく

ための受入体制を十分整備をいたしまして、カー

ドの申請サポート、それから交付をはじめ定期的

な更新、切替え等の手続において迅速かつ正確に

処理を行なうというものでございます。 

 事業の成果ですけれども、マイナンバーカード

の出張申請におきまして企業や事業所、または地

域やイベント等を訪問いたしまして申請機会の拡

充を図っております。 

 また、マイナポイントの付与、健康保険証との

ひもづけ、交付金受取口座の登録についてもサ

ポートを行なっております。 

 それから、マイナンバーカードの受け取りに際

しまして、ふだんお仕事等で忙しく平日の受け取

りが困難な方々に対し、休日の交付窓口及び平日

の延長窓口を開設いたしまして、取得機会の拡充

を図っております。 

 最後にマイナンバーカードの交付状況ですけれ

ども、令和４年度末時点におきまして人口６万３,

７４９人のうち申請者数５万１,３３９人、交付

者数４万６３３人、本市人口の６３％が取得をし

ているという状況でございます。 

 以上で一般会計、１款及び２款についての説明

を終わらせていただきます。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議ありませんか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 今の読み上げられた資料１ページです。 

 派遣研修事業とか、ちゃんと行なわれているん

ですけれど、ちょっとお尋ねなんですが、派遣研

修事業で長期にわたって２年間というので、ＪＩ

ＡＭのほうでありますけれども、全国市町村研修

財団とかに職員として派遣するというのは玉名市

は行なっているんでしょうか。 

○総務課長（前田弘信君） 総務課長の前田です。 

 ２年間というような研修には玉名市として派遣

はいたしておりません。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 いろんな人と研修ができたりすると市の職員の

方が２年間行くことによっていろんな研修ができ

ると、研修を実際主催するというのに回るような

のがあっているみたいですので、そういうのも行

かれたらどうかなと思ってちょっと伺いました。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 資料ではないんですが、決算書の８３ページの

高度人材ジョブケーション実証業務委託について

なんですが、３００万円かけられていますけども、

これ当初予算ではたしか２００万だったんですけ

ど、補正で上がったんでしたっけ。 

○地域振興課長（平川伸治君） 地域振興課の平

川でございます。 

 補正で１００万円ほど追加させていただいてお

ります。補正１００万円の理由としましては、

ジョブケーションの可能性調査をいたしまして、

可能性調査の結果、当初見込んでおりました事業

者よりもより多くの事業者の応募が見込まれまし
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たので、その分を１００万円補正させていただい

ております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） これ多分令和３年度のと

きは５社で延べ３６人、これが令和３年度だった

んで令和４年度はそれで予算組んでて、それが増

えたということで実際実績はどんなものだったん

でしょうか。 

○地域振興課長（平川伸治君） 地域振興課の平

川でございます。 

 可能性調査で９件ほど申請があっておりますけ

れども、結果的に６社、７名の調査のほうをさせ

ていただいております。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 続いてよろしいですか。 

○委員長（多田隈啓二君） どうぞ。 

○委員（大野豊重君） その下の同じ決算書の８

３ページの遊休不動産等の利活用促進事業という

のが４９９万円ありますけど、すいません、これ

についてちょっと全然認識がないんで教えていた

だければ。 

○地域振興課長（平川伸治君） 地域振興課の平

川でございます。 

 遊休不動産関係の事業につきましては、空き家

の利活用に関する事業でございまして、１つは空

き家に関する専門的な、例えば不動産事業者とか

をはじめとする専門の皆さんと空き家の利活用に

ついて話合いをしていくような事業、それと空き

家の状況を市内を含めて視察であったりワーク

ショップであったり、そういったことをしたりと

いうようなことをしたような事業でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど。 

 今のお話ですと専門家に来ていただいていろい

ろ利活用についての話をしていく。そういう話を

回数こなされたやつだとか視察だとかワーク

ショップをやっていかれた。どれぐらいやられて

この４９９万円かかるのか。 

○地域振興課長（平川伸治君） 地域振興課の平

川でございます。 

 空き家のセミナーは、玉名圏域、定住自立圏の

構成町と一緒に行った空き家セミナー、あとは空

き家コンシェルジュの育成事業、あとは空き家の

利活用に関する無料相談会辺りを開催したんです

けども、構成市１町合わせて、全５回の開催をし

ております。 

○委員（大野豊重君） はい、分かりました。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（大野豊重君） 続いてよろしいですか。 

○委員長（多田隈啓二君） はい、どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 続いて大野ですけども。 

 決算書の９１ページの防犯対策費、下のほうの

今のこれも空き家に関する話なんですが、空家等

推進対策事業で、システム点検保守６６万円、啓

発チラシが２８万円で、この事業というのはそも

そも令和３年度に空家実態調査の基本計画が２,

３００万円ほどかけられて、令和４年の３月に空

家対策計画書が策定された中での話だと思うんで

すが、実際このシステム保守点検とかこの啓発チ

ラシというのはこれ多分もう毎年かかっていくも

のなのかなというふうには予測するんですけれど

も、この計画を策定されてからこの事業の進捗状

況とか効果とか、あと空き家の登録者だとか入居

者だとか、そういったところまでしっかり効果が

出ているのかどうかというのをお伺いしたいと思

います。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課の二

瀬です。 

 ただいま御質問ありました空家等管理システム

保守点検、あと空家等対策推進事業啓発チラシ印

刷・封入事業についてですが、こちらについては、

システムの保守点検については大体これぐらいの

同額で毎年計上させていただいております。 

 それと下のチラシ封入につきましては、実はこ

れは令和４年度から行なわれたことで、成果とし

ましては、これは固定資産税の納入通知書ですか

ら、あちらのほうに同封するような形で行ないま
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した。そしたら結果的には結構反響等もございま

して、これは今後毎年継続していく予定ではして

おります。 

○委員（大野豊重君） 空き家の登録状況とか。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 進捗状況につき

ましては、それについてはちょっと把握のほうは

できておりません。 

○委員（大野豊重君） ウェブシステムあります

よね、あれの登録とか、登録した分の入居に至っ

た割合だとか、そういったところちょっと知れれ

ばなと。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課の二

瀬です。 

 そこまでの後追いの調査等については、ちょっ

と今実際ずっとできていないような状況でござい

ますので、今後その辺りは検討してまいりたいと

思っております。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 それは後ほどで構わないんですが、結局この計

画を策定して固定資産税の納入通知と併せてチラ

シを入れてその効果がより高まったということ

だったので、当然その登録数というのが、以前た

しか北本議員が一般質問でされたときも、物すご

い少ないなというイメージを受けたんですけども、

それが飛躍的じゃなくても伸びるのかなという印

象を持ってはいるんですけども、その辺りはまた

後日でも構いませんので教えていただければと思

います。 

 本件は以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（大野豊重君） 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありませんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今の同じ８３ページの遊休不動産等の利活用促

進業務委託、これは空き家だけですよね。業務委

託の中身、この遊休不動産等の利活用促進業務委

託というのは空き家だけを対象にしているんです

か。 

○地域振興課長（平川伸治君） 地域振興課の平

川です。 

 空き家です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 そのほかにいろいろ土地があるじゃないですか。

そぎゃんとの活用については、別に何も手つかず

というとこですか。売りには出してある。 

○地域振興課長（平川伸治君） 地域振興課の平

川でございます。 

 この遊休不動産利活用促進業務委託なんですけ

ど、中身につきましては先ほど若干説明をしまし

たけども、玉名圏域定住自立圏の構成町と連携し

た空き家に関するセミナーだったりを開催したり、

空き家アドバイザーの育成のための養成講座を開

催したり、あるいは空き家の先進地を見学するツ

アーであったり、ワークショップを開催するよう

な事業の内容になっております。対象は空き家に

関してでございます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 同じく８３ページの、空き家に対する登録して、

それを紹介して見に行きなはって、うまく利活用

に結びついたというなら分かっとですけど、何と

いうのかな、利活用に結びついた成功率というか

な。この辺は令和４年度はどぎゃんだったですか。

利活用の状況です、空き家の。 

○地域振興課長（平川伸治君） 地域振興課の平

川でございます。 

 令和４年度の実績なんですけども、空き家バン

ク制度のことだと思いますけれども、実績としま

しては、今現在登録件数が６件、今現在では６件

ありまして、これまでの成約実績としましては、

１２件の実績がございます。 

 令和４年だけの成約実績としましては３件に

なっております。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 あの登録も、やっぱり空き家の実態からすると
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少なかったなと思うとですけど、登録するじゃな

いですか空き家バンクに。実際にホームページか

何かでそぎゃんとも検索して利用したいなという

人は見に来って思うとですけど、あるいは相談に

来たりですね。その中に不動産業者の人たちもい

ろいろお世話ばしなっとでしょ、たしかボラン

ティアで、そうですよね。そん場合に結局成立す

るまでにはいろんな手続が必要と思うんですけど、

そのための手続は不動産の人がたけとるけん、は

やつかなっと思うとですけど、成立した場合に不

動産業者の人たちの、何というか、取り分という

とまたおかしかばってん、全くのボランティアな

のか、それとも謝礼か何かそういったのを払いよ

んなはっとかどうか、そこら辺はどぎゃんですか。 

○地域振興課長（平川伸治君） 地域振興課の平

川でございます。 

 空き家バンク制度につきましては、窓口のほう

で受付をしておりまして、登録をしてもらって利

用したいって申出がある方は窓口のほうに来てい

ただいて、そのまま買ったり借りたり希望の空き

家のほうに内覧という形で御案内をいたします。 

 登録できる空き家の要件につきましては、売買

でも賃借でもその両方でも構いません。 

 それと建築年数、建築面積とかも問いませんし、

ただ個人が所有する空き家で、登録申請時点で宅

建事業者で媒介依頼しているものは除くというよ

うな条件があります。 

 実際、内覧をしてもらって成約する、購入した

い借りたいということが決まりましたら、そのま

ま不動産事業者のほうに引渡しをしますので、そ

れから先の手続は不動産事業者のほうで行なって

もらいますので、特別市のほうから手当を出して

いるとかということはございません。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 では、その成立した場合のいろんな手続上の手

数料というのは当然不動産業者の人が本人さんか

らもらいよんなはっとですかね。 

○地域振興課長（平川伸治君） 地域振興課の平

川でございます。 

 お見込みのとおりです。 

○委員（前田正治君） 分かりました。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） はい。 

○委員（大野豊重君） すいません、今の続きな

んですけども、これも前出たかと思うんですけど、

その空き家バンクの登録は今の答弁でもそうだっ

たんですけど、結局不動産にお願いしている分は

除くという話だったでしょう。そこはそれもオー

ケーにしたほうがもっと、増えるとじゃなかっで

すかね。 

○地域振興課長（平川伸治君） 地域振興課の平

川でございます。 

 基本的には不動産事業者のほうで中古住宅等は

行なっていただいておりますので、空き家バンク

制度としましては不動産事業者等々、宅建事業者

等が行なっていないものに限って今のところは行

なっているところでございます。 

○委員（大野豊重君） 先ほどの私の質問で、答

弁いただけなかったのは、ちょっと僕も言葉を忘

れて、空き家バンクだったので、この話だったん

で、そこはちょっと考えて、もう少し考えていた

だきたいなと思いますが、６件と少ないと思うん

ですね。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 今の８３ページの委託料のところなんですけれ

ども、関係人口構築事業業務委託とか、たまな未

来創造塾共同研究業務委託というふうな形で、調

査依頼という形のものはいっぱいあるわけですよ

ね。これについての報告書というのがどうなって

いるのかなと思いまして、ホームページで見たら、

募集はあるけども報告書は載ってない。報告書が

あれば、どういう内容をしているか分かるしです

ね、我々としても中身が分かると非常にありがた

いと思うんですが、今の現状を教えてください。 
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○地域振興課長（平川伸治君） 地域振興課の平

川でございます。 

 すみません、どの分についての報告でしょうか。 

○委員（山下桂造君） すいません。あの質問が

あれなんで、それぞれいろいろあるんですが、こ

こに業務委託をした。じゃあ業務委託したことに

対して報告書というのはもうこれ昨年度のもので

すから上がってきていると思うんです。 

 だから、それぞれいろいろあるんですけれども、

基本的にあるのかないのか。もうどなたが言われ

ても構わないんですけれどもですね。あるないで。 

 そしてもしよかったら、こういうの出ているん

だったらもう予算化しているならば、やはりこう

いう結果でしたというかな、その報告書自体が読

めるようになればすごくありがたいと思いまして、

それで伺っております。 

○地域振興課長（平川伸治君） 地域振興課の平

川でございます。 

 関係人口構築事業業務委託につきましては募集

をしまして、実際事業を行なっておりますけれど

も、事業結果についてはホームページ等では公開

をしておりません、今の時点では。 

 その辺、貴重な御意見いただきましたので、今

後改めたいと思います。ありがとうございます。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 そういうのがほかにもいろいろありますので、

その報告書が、ホームページ上げる上げないでま

た問題もあるかもしれませんけども、例えば閲覧

を希望したら見せていただくとか、すぐできるな

らば、それそれぞれ全ていろんな事業についてで

す。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 主な成果に関する説明書の１３ページなんです

けど、これ２款だけん、よかですよね。 

 ここにコンビニエンス証明書交付事業が出てい

ますけど、事業の成果で令和４年度の利用件数が

８,４６３件ということになっています。これは

市役所窓口で、支所も含めていろいろ発行する

じゃないですか。この全体のうちの何割ぐらいに

なっとですか。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 市民課長の古賀で

ございます。 

 少々お待ちください。 

 全体で証明書の発行部数というのが約８万件ぐ

らいございます。それからすると。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 ちょっとよく覚えませんけど、コンビニでそう

いった証明書を安くしたじゃん。あのときの実績

は。 

○市民課長（古賀祐一郎君） コンビニ交付でで

すね、令和４年度１２月から３月までの４か月間、

１０円にしておりますけれども、そのときの実績

が６,８３５部発行しております。 

 その前までの実績がですね、４月から１１月ま

での実績が３,２９０部ということです。 

 月に平均しますと大体４倍ぐらいの発行が増え

ているという状況になっております。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 月に何ておっしゃったですかね。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 月にですね、月大

体３００件から４００件ぐらい平均すると、コン

ビニでは１０円ではないときにはあっていたんで

すけれども、それからすると１０円にした期間に

ついては、月に１,２００件から１,３００件ぐら

い、４倍ぐらい。 

○委員（前田正治君） 月に４倍に増えたと、１

０円にしたら。 

○市民課長（古賀祐一郎君） はい。 

○委員（前田正治君） なるほど。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 この１０円にした分も含めて８,４６３件で

しょう。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 件数としては８,
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４６３件、部数としては１万１３６部になります。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 安かったけん、それだけコンビニで取るんかな

と思って、行きなはったと思うとですけど、また

元に戻っとるけん。それだけ月に４００件あっと

かなと思ってですね。 

 よかです。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

 ほかに。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 今のでちょっと関連なんですけど、これ結局１,

０００万円ぐらいかかっとるじゃないですか、経

費が。この今１割ぐらいが取りよるって言われた

んですけど、これが２割３割とか４割程度が上

がっていけば、この収支的だけ見るとちょっとは

カバーできていくとか、何か分岐点みたいのあっ

とですか。それとも、やっぱ委託料とかがかかる

けん、やっぱ単純にそこの収支だけ見るとマイナ

スということになるんですか。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 市民課長の古賀で

ございます。 

 そうですね、お金の話になるとですね、なかな

か答えにくいんですけれども、費用対効果として

は、なかなかこのコンビニ交付で賄うというのは

難しい状況かなと。１つの利便性の向上というこ

とに重きを置いて今後もやっていく事業であると

いうふうには思っています。 

 とはいえですね、今この委託料がたくさんか

かっているんですけれども、今後はですね、国が

運営するクラウド等とかですね、そういった安価

なシステムに乗り換えること等も考えながら運営

をしていく必要もあるのかなというふうに考えて

います。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 あともう１個別なんですけど、７３ページのと

ころで、ＬＩＮＥカスタマイズ業務委託が上がっ

て、もうＬＩＮＥのやつが結構使いやすくどんど

ん進化していきよると思うんですけど、実際のと

ころ、このＬＩＮＥば登録している人の数って増

えていきよるとですか。 

○地域振興課長（平川伸治君） 地域振興課の平

川でございます。 

 ＬＩＮＥのカスタマイズの、市の公式ＬＩＮＥ

のカスタマイズ後の登録者数の伸びというところ

でお答えしたいと思いますけれども、令和４年の

１０月末で４,８９０件の登録がありました。こ

れはカスタマイズする直前の登録者数でございま

して、その後、ＬＩＮＥのカスタマイズのための

予算計上を１１月にさせていただいておりますけ

れども、カスタマイズの作業に入りまして、市の

公式ＬＩＮＥを６月にリニューアルをしておりま

す。その時点で登録者数が５,３２４件、それか

ら機能の拡充を都度都度行なっております。例え

ば電子申請・決済の運用開始であったり、あとは

上下水道料金の口座振替日の通知機能の追加で

あったり、一番最初にはごみ出しの分別のチャッ

トボット機能とかも始めているんですけども、最

終的に１０月末時点で４,８９０件の登録者数で

あったのが、今日現在で６,９８０件の登録に

なっております。２,０９０件の今のところ登録

者数の増加というところです。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 徐々に増えていきよると思うんですけど、この

増やす取組的には、例えば今言われたいろいろで

きるようになるじゃないですか、その関係の窓口

とかでこぎゃんとができますよって、登録したほ

うがいいですよみたいな声かけみたいなのをされ

よっとですか。 

○地域振興課長（平川伸治君） 地域振興課の平

川でございます。 

 公式ＬＩＮＥのカスタマイズについては、その

内容内容で所管課と協議をしながら機能を拡充し

ているところでございます。 

 その所管課の窓口にＬＩＮＥの件でお見えにな



 

 －17－ 

るときには、登録を働きかけてもらうようにお願

いもしていますし、市民講座あたりでもＬＩＮＥ

の使い方であったり、高齢者向けの市民講座だっ

たりというところで活用をお願いしているところ

がございます。 

 それと庁舎の１階、２階、特に１階の窓口のほ

うにはポスターといいますか、ＬＩＮＥを導入し

ていただけるようなお願いの貼り紙をさせていた

だいておりますし、三角柱のポップアップという

んですかね、２次元コードを表示しまして、市の

公式ＬＩＮＥを登録していただけるような働きか

けというのは今行なっておりますので、市民課の

窓口とか、あと申請書を書くような場所にも立て

させていただいておりますので、その辺で働きか

けをしているところでございます。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 ＬＩＮＥのやつは登録してもらうと言えば、

こっちから多分行政からの情報を直でばんってや

れると思うんで、かなり情報発信にはなると思う

んで今、６,９８０件ということは単純に人口だ

けで見るのは１０％ちょっとぐらいなるんで、こ

れが２０％、３０％とかまで増やしていけるとか

なりの情報発信になると思うんで、やっぱそのカ

スタマイズもやっぱ必要なんですけど、カスタマ

イズしながらその利用者を増やしていけるという

ほうにも力を入れていっていただけるといいかな

と思います。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（近松惠美子さん） 近松です。 

 乗合タクシーですね、目的が通院、買物、それ

からいろいろあると思うんですけど、大体どんな

割合か分かっていたら教えてください。 

○地域振興課長（平川伸治君） 地域振興課の平

川でございます。 

 乗合タクシーの利用者数でよろしいでしょうか。 

○委員（近松惠美子さん） 目的別の利用者数ま

で分からなくていいんですけど、大体どのくらい

かな、みんな何で使っているのかなと思って。 

○地域振興課長（平川伸治君） 地域振興課の平

川です。 

 まず乗合タクシー運行事業の目的なんですけれ

ども、１つはバス路線廃止の代替交通として導入。 

 すいません。乗合タクシーを利用する目的なん

ですけれども、一番多いのはかかりつけの病院と

かが一番だと思いますし、あとは福祉センターあ

たりの温泉利用とか、あとは買物であったりが一

番多いのかなと思っております。 

 以上です。 

○委員（近松惠美子さん） 思いますしとか、そ

うなのかなという回答だったんですけど、それは

根拠があってのことですか。 

○地域振興課長（平川伸治君） 地域振興課の平

川です。 

 目的地あたりはその都度その都度オペレーター

のほうで電話対応しておりますので分かるんです

けども、集計まではしておりませんので、はっき

りした数字、どこの目的が一番多いということは

分かりませんけども。 

 はい、すいません、以上です。 

○委員（近松惠美子さん） 近松です。 

 アンケートを取ったりする、調査するのがとて

も大変だったら、そのタクシー会社に聞いたら

ざっと分かるかと思うんですけども、病院なのか

買物なのか、それから遊びなのかですね、その辺

のとこを分かる範囲ではっきりさせていただいた

らと思います。 

 それと、社協のほうに委託して、何ですかね、

バスが回っていますよね。あれ辺りを今後どうす

るかということを考えていかれたほうがいいかな

と。これが全域に乗合タクシーを運行していきま

すと、どのくらい必要性があるのか、また社協が

走らせているのがどのくらい乗客が減っているの

かとか、そういうことも考えて今後の事業の進め

方を考えていただきたいと思います。 

 以上です。 
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○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（大野豊重君） 先ほどの北本委員のＬＩ

ＮＥカスタマイズ業務委託のほうでちょっと追加

で１つだけ聞きたいんですけど、個人情報の取

得って、登録者の個人情報の取得ってやられてい

るんでしたっけ。 

 ちょっと私も登録はしているんですけども、登

録の仕方、どうだったかなと覚えてないんですけ

ど、登録するときに要は個人情報の取得というの

はやっているのか。その理由としては利用者分析

を目的の中の１つとしてあるのかどうか、この事

業で。 

○地域振興課長（平川伸治君） 地域振興課の平

川でございます。 

 市の公式ＬＩＮＥを登録するときに性別であっ

たり、お住まいのエリア、玉名町校区だったり、

築山校区だったりというある程度の設定という、

画面がありますので、設定による分類というのは

しておりますけれども、個人情報の取得までは行

なっておりません。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 個人情報というよりは利用者分析、先ほど言わ

れた地域、年齢、性別とか、何やっているかとか

ですね、そういう利用分析もこの事業の中に入れ

て次のカスタマイズに反映するようにしていると、

そういうところまでやられているという認識でよ

ろしいですか。それともそこまでやってないのか。 

○地域振興課長（平川伸治君） 地域振興課の平

川です。 

 先ほど申し上げましたように、市の公式ＬＩＮ

Ｅはカスタマイズして以降は、それまでの一方的

な情報提供というよりも、双方向での情報のやり

取りができますし、例えばごみの分別にしても登

録をしていただいたエリアの方には、次の日のご

みの分別が何であるとか、あとは学校の給食の献

立の配信辺りを今するように取組を進めているん

ですけども、学校ごとに給食の献立を配信したり

ということができますので、分類というのは当然、

設定のときにしてもらって、その分類ごとにこち

らのほうから情報提供を知ることができますので、

これからの中身については当然分析をしつつ事業

を進めていきたいと思っております。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） 補足ですけ

ど、地域振興課の髙本と申します。 

 市民の方の声、利用者の方の声を聞くためにで

すね、今も行なっているんですけど、ＬＩＮＥで

アンケート機能がついておりますので、その辺り

を十分皆さんの御意見をいただきながら反映して

いきたいと考えております。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（大野豊重君） はい。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 メタボにならんごと好きなアンケートに送りま

した。好きな食べ物に。 

 主な施策の１２ページなんですけど、マイナン

バーカードの申請者が５万１,３３９人で、交付

が４万何がしなんですけど、これに差があるとい

うのは、申請と交付までに時間があるという問題

と、取りに来ない人がやっぱ中におんなはるわけ

でしょう。 

 取りに来ない人は、ちなみに令和４年度は何人

ぐらいおらしたんですか。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 市民課長の古賀で

ございます。 

 令和４年度においては、これはいつも動いてい

る数字ですので、令和４年度というか大体３,０

００人ぐらいが、３,０００部ぐらいが前後して

いる状況でございます。取りに来られない方。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 取りに来ない人が大体３,０００人前後でおん

なはっということですね。 

 そうすると取りに来ない人への来てくださいと

いう連絡というのは、どぎゃんふうにしとらすっ

とですか。郵便か何かで送る。 
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○市民課長（古賀祐一郎君） 市民課長の古賀で

ございます。 

 再通知、再々通知ということで御連絡をやって

いるということで、郵便で行なっております。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 郵便で。そしてこれはたしかそこで、あんたげ、

あんたげって言ったらいかん、総務課では預かっ

たときなはった、どのくらいなんですか期間は。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 基本的にはですね、

３か月ということになっているんですけれども、

コロナ禍ということもあってですね、今、その期

間が過ぎたからといってそれを廃棄するというこ

とではなくて、それは今のところずっと保留とい

うことになっております。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 取りに来ない人は、よう分からんばってん、大

体どんな理由が考えられるっとですかね。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 市民課長の古賀で

ございます。 

 なかなかですね、ちょっとこの理由までを調べ

たことはありませんけれども、恐らくは取りあえ

ずは、申請はしたけれどもというような人、ある

いは何らかの理由で高齢者の方で取りあえず周り

の誘いで、例えば一緒につくったけれどももう取

りに行くのがおっくうだというようなこと辺りが

ちょっと推測できます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 了解です。分かりました。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） はい。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 今のマイナンバーカードの件で、作られたけど

それを返されたというケースはあったんでしょう

か。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 市民課長の古賀で

ございます。 

 あっております。玉名市においてはですね、１

４件あっておりまして、一応返される時にはです

ね、これは今のデジタル社会の中では今後も必要

になってきますのでということの説明は、事務を

行ないはするんですけれども、それでも返された

という件数が１４件ございます。 

 以上です。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 返されたその理由としてはどういう理由で返し

に来られたというのは聞かれているんでしょうか。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 市民課長の古賀で

ございます。 

 直接そこまでをお聞きしたわけではありません

けれども、やっぱりこうメディアの影響とかが多

いのかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 引き続きすいません

別の質問で。𠮷田です。 

 ８ページの、このＡＴワンペダルに関してです

けど、これ今まででトータルで何人の方がこれを

されているんでしょうか。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課の二

瀬です。 

 この事業がですね、実は２３年度から行なわれ

ておりまして、途中抜けている時期もございます

が、平成２３年度から令和５年度までで１０７件

の申請があっております。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 これ毎年、何人大丈夫だったですか、５人でし

たっけ。４人。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課の二

瀬です。 

 １０台。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 じゃあこの交付されたのが４人だったというこ

とはまだいけたわけですよね。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課の二
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瀬です。 

 そのとおりです。 

 申請があってないということになりますね。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 ニュースでも、今でも踏み間違えでこの前も

あってて、やっぱり亡くなられている方がいらっ

しゃったりするので、これ積極的に本当、ちょっ

と半分の負担はあるにしても、やっぱり玉名のこ

の田舎でちょっと免許を返すというのもなかなか

難しい部分もあるだろうし、若くても踏み間違え

ありますので、積極的に進めていただきたいと思

います。私も本当に２０代のときに踏み間違えて

ぶつかったことありますので、よろしくお願いし

ます。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

 質疑及び委員間討議ありませんか。 

 じゃあ１点私のほうから。多田隈です。 

 説明書のですね、９ページと予算書の９１ペー

ジなんですけど、１８９万８,０００円、予算を

組まれて執行されております、防犯カメラについ

てちょっとお伺いしたいと思います。 

 １０万円を上限とした設置支援補助を交付する

となっておりますけど、この補助金の補助内容と

また補助外の内容はどういうものがあるのか、ま

ずはお伺いしたいと思います。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課の二

瀬です。 

 補助につきましては、設置関係について上限１

０万円までの補助を行なうというような形になっ

ております。 

○委員長（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 内容、設置補助のどれが補助金に該当するのか、

例えば電気代は除外ですよとか、そういう取決め

はどういうものがあるのかお伺いしたいと思いま

す。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課の二

瀬です。 

 防犯カメラ設置支援補助金につきましては、設

置に係る工事費等については補助になります。 

 ただ、その後の維持管理については地元の負担

でお願いしております。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） 多田隈です。分かり

ました。 

 その中でですね、私たちの地元のこれはですね、

犯罪防止とかにもなりますので積極的に申込みさ

れておりますけど、実際今７団体ここには書いて

ありますけど、設置１９基と書いてありますけど、

実際申込みはもっと多かったという話も地元では

お聞きするんですけど、実際申込み数というのは

どれくらいあったのかお伺いしたいと思います。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課の二

瀬です。 

 令和４年度につきましては、要望団体は２０か

所ほどございました。そのうえ設置されているよ

うな状況でございます。 

○委員長（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 要望団体で、今、７団体ですけど、実際は２０

団体要望があって、何基か要望があったというこ

とですかね。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 申し訳ございま

せん。 

 団体数としては７団体です。申し訳ございませ

ん。で、設置基数が１９基という形になっており

ます。 

○委員長（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 １基はちょっと待ってもらっているということ

でよろしいですかね。 

 その中で、地元なんですけど、団体次第じゃあ

３基ぐらいですね、要望された自治体結構あるん

ですよね、地元でですね。やっぱりこれ要望が今

回１９基、１基だけなんですけど、１０万円が足

りなかったということであればですね、来年の予

算に反映させていただきたいと思います。 

 それと、そういう補助金の考えが、増額の考え
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があるのか、またそしてどのように、これすばら

しくいい取組だと思うんですけど、どのように周

知、広げていくのかお伺いしたいと思います。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課の二

瀬です。 

 この防犯カメラの設置の要望につきましては、

毎年当初予算案が１１月ぐらいからになりますの

で、その前の９月末ぐらいから、各地区の区長さ

ん等に防犯カメラの設置要望というような形で

取っておるような状況でございます。 

 その中で要望件数等が上がってくるような状況

なっているんですが、それにつきまして毎年大体

２０基ほどの防犯カメラの予算要求をしているよ

うな状況で、中には、要望を上げたばってんやっ

ぱりいろいろ考えるとちょっと今回は見送るとい

う地域もございますので、その辺りも踏まえての

ところでの予算要求という形で考えていただけれ

ばなと思っております。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 もちろん今、答弁ありましたとおり、中身がで

すね、取り下げられる要因というのが、やっぱり

補助内容外の地域で払わなければいけないお金が

発生する、もちろんＳＤカードだったり、もちろ

ん電気代だったり、いろんな管理費ですよね、年

間じゃあ誰がそれをチェックするのかとかですね、

いろいろそういう中身をですね、玉名市もセット

でですね、多分申請者にお知らせの紙を配られて

いると思うんですよ。 

 その内容がですね、やっぱり普通あの内容を見

れば大体８万円ぐらいかかるんですよ。８万円か

かる内容が実際二の足を踏まれるのは、やっぱ例

えば地域のですね、限られた財源の中で年間８万

円というのは維持管理費のコストは大きいなと、

８万円以上で、最低でですね、書いてあるのがで

すね、その辺をもう少しですね、自治体用には一

般的に今もう実施されている自治体はありますの

で、そんなにかからないやり方もあるんですよ、

実際は。その辺をですね、もう少し研究されて、

そして周知をされたならやっぱ二の足を踏む、取

下げをする方がですね、少なくなると思います。

ぜひその辺はですね、調査研究をしていただきた

いと思います。 

 以上です。 

 ほかに。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 委員長、決算書の６９ページも今、質問してよ

かですか。２款の範疇に入っとかな。よかですか。 

○委員長（多田隈啓二君） はい。 

○委員（前田正治君） ６９ページの総務課の中

の番号１４なんですけど、職員の任免及び定員管

理事務というのがあるでしょう。これ私予算のと

きはちょっと気づかんだったんですけど、この中

身を教えてもらいたいのと、これにこぎゃんお金

は要っとかなと思って。その辺ちょっと説明をお

願いします。 

○総務課長（前田弘信君） 総務課長の前田です。 

 職員の任免及び定員管理事務ということで、内

容といたしましては、職員採用試験の委託料とか

ですね。あと職員採用試験業務委託、前期、後期

ありますのでそちらと、あと追加試験とかですね、

あと定年延長の例規整備とか、人事給与システム

の改修とか、そういったところが入っております。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） 分かりました。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 ここで執行部の入れ替えのため暫時休憩いたし

ます。 

 また、ここでですね、昼食のため午後１時まで

休憩したいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

－－－－－－○－－－－－－ 
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午前１１時５０分 休憩 

午後 １時００分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） 休憩前に引き続き委

員会を開きます。 

 一般会計歳出３款及び４款衛生費の審査を行な

います。 

 執行部から１０分以内での説明を求めます。 

○会計管理者（土村正成君） 会計管理者の土村

です。 

 一般会計歳出の３款民生費、４款衛生費は、決

算書の８ページと９ページ、事項別明細書では、

１１４ページ下段から１８５ページ下段までが該

当箇所となりますが、１、２款と同様に決算額の

読み上げは省略させていただき、令和４年度主要

な施策の成果に関する説明書の中から事業を抜粋

して主管課長から順次説明いたします。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課

長の中野です。 

 説明書の２２ページをお願いいたします。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総

務費、事業名は放課後児童健全育成事業（学童保

育）で、決算額は３億２９１万９９円でございま

す。 

 この事業は、昼間保護者が家庭にいない児童に

対し、適切な生活や遊びの場を提供することに

よって、児童の健全育成の向上を図るとともに、

保護者の育児と就労の両立支援を図るものです。 

 事業の成果としまして、１、放課後児童健全育

成事業として昨年度は市内全小学校区１９クラブ

で学童保育を実施し、月平均８０５人の利用がご

ざいました。２、放課後児童支援員等資質向上研

修事業として玉名圏域１市３町、玉名市、玉東町、

南関町、和水町の放課後児童支援員等を対象に資

質向上研修を３回実施しております。３、高道小

及び大野小学童施設建設工事として高道小学校内

に２施設、大野小学校区内に１施設の学童施設を

建設しています。 

 子育て支援課からは以上でございます。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課平田です。 

 次に、説明書２４ページ、決算書は１６２ペー

ジになります。 

 予算費目、３款３項２目生活保護扶助事業、決

算額は８億７,２０６万６,１６６円でございます。 

 事業の成果といたしましては、まず、１、生活

保護費支給の扶助費内訳の主なものとして、（１）

医療扶助５億３,６５４万２３８円。（３）生活

扶助費２億７,５４７万３,２４１円となります。 

 次に、２、面接相談業務については、面接相談

延べ件数１０７件、３の生活保護申請受付・決定

業務においては、申請件数８０件、うち開始件数

７０件、廃止件数７８件で、昨年度末での生活総

合世帯数４１０世帯、被保護者数４６７人、被保

護者数を人口で割った保護率は７.４２パーミル、

パーセントでいうと０.７４％になります。 

 以上です。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課村上

でございます。 

 続きまして、説明書は次の２６ページをお願い

いたします。２６ページです。決算書が１７１

ページをお願いいたします。１７１ページです。 

 ４款１項２目新型コロナウイルスワクチン接種

事業で、決算額が６億４,５５８万１,８６８円で

ございます。 

 本事業につきましては、予防接種法に基づき生

後６か月以上の市民を対象に新型コロナウイルス

感染症の発症を予防し、死亡や重傷者の発生をで

きる限り減らし、感染症の蔓延防止を図るため、

ワクチン接種を行なうものでございます。 

 事業の成果としまして国からのワクチン供給量

に応じたスケジュールを基本として玉名郡市医師

会、熊本県北病院等々の関係機関と連携の下、接

種を希望する市民に対して市内各医療機関での個

別接種、また市総合体育館、横島町公民館等での

集団接種を実施したものでございます。 
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 結果としての接種率につきましては、令和４年

度末、令和５年３月２７日現在の数字でございま

すが、まず１回目、２回目、これはいわゆる初回

接種ということでございますが、それぞれ８２.

１１％、８１.８５％、３回目が７０.１１％、４

回目５０.０２％、５回目が３０.０１％という数

字でございます。 

 当課からは以上でございます。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課津川でございます。 

 説明書の２９ページをお願いいたします。 

 ４款１項９目浄化槽設置整備事業でございます。

決算額は３,５３０万８０円で、成果でございま

すが、下段の事業の成果、浄化槽設置整備事業で

２つの補助金を支出いたしました。 

 １つ目は浄化槽設置整備事業補助金で、こちら

は合併浄化槽の設置費用の一部を補助するもので

ございます。成果としまして５８基の合併処理浄

化槽が設置されました。 

 ２つ目は浄化槽設置附帯工事補助金でございま

す。こちらは単独槽をくみ取り槽から合併処理浄

化槽へ転換する際に費用の一部を補助するもので

ございます。 

 令和４年度の成果としましては１７か所で活用

がされたところでございます。 

 この事業により、し尿及び家庭排水を併せて処

理するため、良好な排水状態を保ち水路及び河川

の水質汚染防止を図ったところでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○環境整備課長（塚本昭広君） 環境整備課の塚

本でございます。 

 説明書の３０ページをお願いいたします。 

 ４款２項２目、事業名は一般廃棄物適正処理事

業で、決算額は１億６,６２２万８,３７７円でご

ざいます。 

 この事業の成果といたしましては、家庭などか

ら排出された１万６,９７８トンの一般廃棄物を

適正に処理し、不法投棄された３.２トンの廃棄

物につきましても回収し、適正処理をすることで

周辺の環境整備を図っております。 

 環境整備課からの説明は以上でございます。 

 以上で議第７０号令和４年度玉名市一般会計歳

入歳出決算中、歳出３款、４款の説明を終わりま

す。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議ありませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 民生費のところで、資料にはないですけど、決

算書の１２１ページの生活困窮者自立支援金の２

０８万円なんですが、これも私、去年１２月の一

般質問で伺ったところだったと思うんですけども、

この内訳を知りたいなと思って。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課平田です。 

 決算書１２１ページの上から４行目の２０８万

円ということですかね。 

○委員（大野豊重君） そうです。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） こちら扶

助費になりますけれども、前のページ１１９ペー

ジにタイトル書いてございますけれども、新型コ

ロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の扶助

費になります。 

 この内容といたしましては、令和４年度におき

ましては、延べ１３名の支援金支出がございます。

新規の方で９名の支出になります。これが支援金

の額になりますけれども、単身者は月に６万円、

２人世帯は８万円、３人以上は１０万円というこ

とで、３か月、また延長されるとそれ以上の月数

で支出をするものです。 

 これの令和４年度の総額が２０８万円というふ

うになります。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ありがとうございます。 
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 そもそもがこれが就労目的の支援金だったと思

うんですけれども、その後この対象となった方々

の後追い、就労ができたかどうか、今、令和４年

度が１３名、多分これ全体的に２２件ぐらいの適

用があったと思うんですけれども、その方々のそ

の後の後追いというのはどうされたのか伺います。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課平田です。 

 今、大野委員おっしゃられた、この制度が始

まって受給者としては２２名いらっしゃいます。

そのうちに、これが就労目的の就労する間の準備

の支援金という意味合いがございますけれども、

実際この支給を行なって就労された、もしくは就

労を今も継続されているというところの把握まで

はできておりません。 

○委員（大野豊重君） じゃあお金だけ出して、

その目的自体が達成できているかどうかっていう

のが分からないということですよね。できればそ

こはしっかり。これが令和５年度、今始まって４

月、５月の話だったらいいんですけど、大体もう

半年以上この事業終了してからたっているので、

できればそういう効果検証というのはやったほう

がいいのかなと思いますので、またそういう機会

がありましたら。また分かれば後ほど、何か月後

かでもいいので教えていただければと思います。 

 引き続きよろしいでしょうか。 

○委員長（多田隈啓二君） どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 引き続き、大野です。 

 資料の２４ページの生活保護の３のところの申

請受付・決定業務なんですけれども、廃止件数が

７８件というふうにあるんですけれども、この内

訳、そもそもどうやって廃止というふうにしてい

るのか。自己申告なのか、何かほかの方法がある

のか、その辺りを教えていただければ。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課平田です。 

 まず生活保護の廃止になるパターンと申します

か、もちろん御本人様が亡くなられたであるとか、

転出された、あとは仕事で増収をして収入を得る

ようになった、もしくは増収して生活保護の最低

生活費を上回ることになった。あと他方他施策と

いいまして、例えば年金を受給するようになった

とか、そういったものがございます。 

 この７８件の内訳の多いものを申しますと、御

本人さんの死亡が２７件、その後に多いのが収入

の増加等によるものが１２件、あと他方他施策と

申しました社会保障給付金、年金等の増加が７件

というふうなものが多いものになってきます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。ありがとうご

ざいます。 

 続きまして資料の２８ページの公害防止対策事

業の中の公害苦情処理業務で、悪臭が５件、雑草

の繁茂に対して２８件というふうにあるんですけ

ども、まずこの悪臭の５件なんですが、これどう

いうふうな起因によって苦情が来たのか、公的な

ものなのか、下水道だとかそうだと思うんですけ

ど、あと個人的なものなのか。法人的なものなの

か、自然的なものなのか。あとこの雑草の繁茂の

２８件に関しては、これは土木部とかにも結構そ

の雑草の繁茂とかあると思うんですよね、要求、

要望が。そういうものもカウントされているのか、

それともこれは単なる環境整備課だけの話なのか

といったところをお願いできますか。 

○環境整備課長（塚本昭広君） 環境整備課の塚

本でございます。 

 今の御質問、まず悪臭でございますけれども、

昨年度は５件の苦情があっております。主に農業

用の堆肥であるとか、畜産業の周辺の方の臭いが

ほとんどでございます。 

 それと２点目の雑草の繁茂につきましては、こ

れについては、宅地同士、隣接した宅地同士の苦

情もございますし、農地から適正に管理をしてな

い農地からの雑草の繁茂もございます。とか一部

道路からの部分の繁茂もございます。これにつき

ましては、各関係課と連携を取りながら当然対応
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しております。なので、この分については全ての

案件が含まれております。環境整備課のみの対応

ではございませんし、関係各課との連携の部分も

全部含まれておって、この分が２８件となってお

ります。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ということは玉名市全部で２８件しかないとい

うことになるんですけど、なわけないと思うんで

すよね。すいませんもう一度答弁いいですか。 

○環境整備課長（塚本昭広君） 環境整備課の塚

本でございます。 

 これにつきましてはですね、窓口が例えば管理

課で道路管理だとか、農地の管理だとかの部分も

当然、直接、管理、苦情言われるところもあるか

と思いますので、あくまでこれ環境整備課のほう

のうちで、環境整備課で把握している部分の数字

でございます。 

 それと、先ほどの補足をちょっといたします。 

 悪臭とか雑草の繁茂については、全て個人の方

からの苦情でございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ということは雑草繁茂の苦情のカウントについ

ては、あくまでも環境整備課が把握している部分

ということですよね。はい。何で聞いたかという

と、そのほか関係部署とか先ほどおっしゃられた

農地関係とか、そういったところでやっぱりその

市内全体でやっぱり情報共有をしていく必要性が

あって、それに対しての予算とかを立てていく、

対策を立てていく必要性があるというふうに思っ

たんで、聞いたところだったんですね。 

 悪臭の対策なんですけども、これって結局、環

境整備課に苦情が来て、それを当然その現況のほ

うに対処だとか指導だとかされに行かれると思う

んですが、それで対策できるものはいいと思うん

ですけども、それが長期的に対策できないものと

か、そういうものがあったとして、じゃあそれ

あったとしたらどういうふうな対策を取られてい

るのか、指導されているのか、その辺りを聞かせ

てください。 

○環境整備課長（塚本昭広君） 環境整備課の塚

本でございます。 

 今、委員質問の件でございますけれども、この

悪臭、これは原因についてですね、いろいろござ

いまして、長期化、問題解決が長期にわたる部分

につきましては、当然環境整備課のみの問題では

なくて、例えば畜産等々になりますと当然農政サ

イドだったり、熊本県の指導の部分も当然含まれ

てまいりますので、関係各課連携をしながら事業

主さん等に指導していくと、お願いをしていくと

いうような形になるかと思います。 

○委員（大野豊重君） 指導だけで終わるのか、

それをしっかり是正をしていただくのか、そこの

何というかな、命令でさせることができるのか、

ただお願いレベルでするのか、その辺りで何かあ

りますか。 

○環境整備課長（塚本昭広君） 環境整備課の塚

本でございます。 

 今の御質問につきましては、当然法律上とかの

部分がございますので、そこに完全に抵触するよ

うな形の部分については、命令でも指導でも当然

強権的な部分でもいいかと思いますが、基本的に

はお願いといいますか、どういう手段、どういう

対策を講じますかというような指導というか、後

追いの今どうされていますかというような監視の

状態のほうが多いかなということです。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

 ほかに。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 主要な施策の成果に関する説明書１６ページお

願いします。自立相談支援事業の中で、最近は夏

暑かけん自宅にクーラーをつけたいけど、やっぱ

そのためのお金がないということで、社会福祉協
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議会からの貸付金はクーラー設置については利用

でくっとですか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課平田です。 

 社会福祉協議会からの貸付けといいますと、当

座の福祉資金等が一番多くなると思いますけれど

も、福祉資金についてはもう現に緊急的に困って

いる目的での貸付けになろうかと思います。 

 あと緊急小口資金等はですね、これはコロナ以

前からあるものですけれども、その点については

要件が合えば支給されるものと思いますので、エ

アコン等の購入等は可能かなと思うところです。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 かなじゃなくて確認しとってください。買える

かどうかですね。 

 それと、その中の家計改善支援事業なんですけ

ど、これは新規利用者は５人ということでしたけ

ど、これは何世帯なんでしょうか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課平田です。 

 新規件数５という数字を上げておりますけども、

これは世帯数です。５世帯ということになります。 

○委員（前田正治君） ５世帯、なるほど。世帯

ですね、なら納得しました。 

 なぜかっていうと、やっぱ世帯で応援していか

んとなかなか改善せんと思うとですね。ほんなら

その５世帯が利用した中で、改善につながったと

いうような、そういうふうに判断されたのは何世

帯でしょうね。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課平田です。 

 家計改善支援ということで、いろんな収支を各

家庭から出していただいて、その使い道等を支援、

助言する制度なんですけれども、どうしてもそれ

が日常生活向上しないということで、債務整理に

進まれる方、もしくは家計改善、御自分でのそう

いった生計の計算であるとかに及ばずですね、日

常生活支援、その前のいろんな生活からの支援と

いうふうなところに、一歩下のレベルというと申

し訳ないですけれども、そういったところに進ま

れる方がほとんどでございます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 いや、家計改善支援ということで関わってされ

たんですけど、関わりが１回だけじゃなかと思う

わけですね。やっぱ例えば１か月、あるいは３か

月、半年にわたって関わったと思われるんですけ

ど、実際にこの家庭は何というかな、一人立ちで

きるなと、もう行政が関わらんでよかなというふ

うに判断されると思うとですけど、そこまでやっ

ぱ関わってしよっとじゃなかですか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課平田です。 

 今、委員おっしゃられるように数か月、もしく

はもっと長い方もいらっしゃいますけれども、そ

の収支をですね、一緒に考え寄り添って支援して

おりますけれども、なかなかその家庭が、この家

計改善支援だけで自立されるというパターンは実

際少ないです。 

 もしくは就労支援とかをですね、交えてですね、

自立のほうに向かったとか、増収に向かったとい

うパターンはありますけれども、この単独での事

業で自立に向かったというのは、正直なところ少

ないです。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 きっかけは家計改善支援事業ということでつな

がったとしても、やっぱその家庭が自立できるよ

うに場合によっちゃ、その就労年齢だったらです

よ、やっぱそういった仕事のことの、直接ハロー

ワークじゃなかけん仕事ば紹介するわけにはいか

んばってんですよ、そういったことも含めてその

家庭に関わって自立してもらうわけでしょう。 

 だけん、やっぱ広い意味でやっぱり支援してい

かんといかんとじゃないかなと思うとですけど、

そぎゃんふうになっとっとですよね。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課平田です。 
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 このくらしサポート課でやっている自立相談支

援の中に家計改善支援や就労の支援、また子ども

さんの学習支援等々ございますけれども、入り口

はどこであろうとも、利用できる、効果があると

見込めるところについては、制度を重ね合わせて

やっております。 

 もちろんほかの課にまたがるですね、社会保障

の利用ができるとかですね、就学援助であるとか、

そういったものを重ね合わせて支援を行なってい

るところです。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 分かりました。お願いし

ます。 

○委員長（多田隈啓二君） はい、ほかに。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 今の前田委員と同じところで、学習支援事業は

どのような形で学習支援をされているのかお尋ね

いたします。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課平田です。 

 学習支援事業におきましては、学校法人松本学

園に委託を行なって、そこに生活困窮、経済的に

厳しいお子さんが通われて勉強であるとか、いろ

んな遊びであるとか、レクリエーションとかです

ね、そういった形で支援を行なっております。 

 場合によっては、なかなかその家庭内に課題が

ある、なかなかお子さんを外に出すことができな

いという家庭もありますけれども、そこはもう家

庭訪問をしていただいたりとかですね、先ほどの

話じゃないですけれども、生活困窮相談のほうと

重ね合わせて見守りを行なっているところです。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 １か月ちょっと前だったと思うんですけど、玉

東の福祉協議会のほうでされている同じこの学習

支援に参加させていただいたときに、熊本のＮＰ

Ｏ法人お金の学校くまもとさんがされているのが

とても面白くてですね、子どもたち、そこ夏休み

だったんですね、子どもたちも参加してて、とて

もいい感じであってたので、ぜひそれもお金の学

校くまもとさんのもいいなと思いました。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

 ほかに。 

○委員（立川信之君） 立川でございます。 

 ３０ページの不法投棄のことでございます。 

 以前、うちのですねミカン畑に不法投棄があり

まして、そのときはもう自分のところで片づけた

んですけれど、そういうときの不法投棄の委託業

務が該当するんですかね。それを聞きたいです。 

○環境整備課長（塚本昭広君） 環境整備課の塚

本でございます。 

 この不法投棄の委託業務といいますのは、まず

防止のためのパトロールを月２回以上委託業者さ

んにやっていただいております。それと公共の用

地、道路とかですね、そこのポイ捨ての部分につ

いては回収をしていただいております。 

 今、委員がおっしゃられている個人の農地とか

に例えば物が捨ててあったという場合につきまし

てはですね、基本的には個人さんの管理責任もご

ざいますので、個人さんで処理をしていただいて

おります。 

 以上でございます。 

○委員（立川信之君） 分かりました。ありがと

うございました。 

○委員（中村慎吾君） すいません、中村です。 

 私もちょっと不法投棄のことでちょっとお尋ね

したかったんですけども、いろいろニュース等で

もあってますけれども、不法投棄同じ場所とかで

複数年いろいろ不法投棄がたまっているとかとあ

りますけども、本市においてやはり不法投棄等が

行なわれている場所というのは、やっぱりある程

度決まった場所とかにはなるとですか。それとも

結構まばらに広い地域とかになってて、それを先

ほど委託業者さんがちょっと見回られるというよ

うな形になるんでしょうか。 

○環境整備課長（塚本昭広君） 環境整備課の塚
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本でございます。 

 今、委員の御質問につきましてですけれども、

今、集中してここが多いという箇所は、現在把握

はしておりません。まばらかなという感じをいた

しております。基本的にもう以前から見るとかな

り不法投棄の数とか数量とかは減ってるかなと思

います。皆さんのモラルの向上等もありましてで

すね、これについてはもうここが徹底してここを

ピックアップしましょうという部分についてはで

すね、今のところ環境整備課の部分ではございま

せん。ただ、一部道路とかのちょっと残地とかに

ポイ捨てがちょっと多くあるかなというところは

ございますけれども、それぐらいかなと思います。

集中してここが悪質というところは把握をしてお

りません。 

 以上です。 

○委員（中村慎吾君） 分かりました。 

 悪質な場所がないということは、少しはよかっ

たかなと思いますけれども、全体量も減っている

ということでですね、ただニュース等では悪質化

している、見えないところに、先月だったですか

ね小岱山とかも何かこうボランティア団体でタイ

ヤの廃棄とかもされたみたいなところもあります

ので、やっぱ不法投棄はよくないことですので、

してもらわないほうが一番はいいんですけど、

やっぱさせないようにする工夫とかもちょっとい

ろいろやっぱり考えていかなんとかなと思います

のでよろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

 ほかに。 

○委員（近松惠美子さん） 近松です。 

 前もお話ししたかもしれないんですけど、生ご

み処理機ですね、私、前ですね、生ごみ処理機を

持っている人がほとんどごみになっているという

か、その記憶がすごくあるものですから、本当に

この電動の生ごみ処理機って何かいいようで、買

うんだけども、やっぱりこうコンセントつながな

いといけないと電気代が要るという思いからやめ

ちゃうのか、使われてないことが多いなというの

がちょっと頭にこびりついているんですけど、実

際その辺のフォローされているのか。されてな

かったら、この３０件のうち１０件でもいいから

どういうふうに使われているか見ていただきたい

なということと、もしあんまり効果的に使ってな

いなら、ここの部分やめたほうがいいんじゃない

かと思うんですけど、今後、どんなでしょうか。 

○環境整備課長（塚本昭広君） 環境整備課の塚

本でございます。 

 今、近松委員の御質問につきましてですが、こ

れ令和４年度にですね、令和２年度、令和３年度

の補助金交付者の方に合計９０名ですがアンケー

ト調査を行なっております。 

 回答者数が７４名、回答率が８２％でございま

す。購入された生ごみ処理機の種類なんですが、

電気生ごみ処理機が３１件、コンポストが４５件

でございます。不明が１件とありますけど、これ

については回答されなかったのかなと思います。

全体で７４名でございます。 

 その中でですね、先ほどちょっと御質問があら

れたところです。生ごみ処理機の使用頻度につい

て質問をいたしましたが、使用をやめたという方

が１名でございました。この理由について複数回

答を求めたんですが、まず手間がかかる、処理時

間が長い、虫が湧きますということなので、ほと

んどの方が利用されております。 

 処理後の部分としては堆肥として利用されてい

る方がほとんどということと、今後また生ごみ処

理機が壊れたり、使えなくなった場合に補助金を

利用してまた再度購入したいですかとお尋ねをし

たときに、また購入したいが６３名、分からない

が６名、購入しないが４名という結果でございま

した。 

 この結果に基づいて、まだ生ごみ減量化とか、

ごみ減量化について、かなりの効果があると思い

ますので、この事業については継続をしていきた
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いなと考えております。 

 以上です。 

○委員（近松惠美子さん） 私も以前に課長に申

し上げたと思うんですけど、きちっとこういうふ

うに調査して結果を出してくださって、ありがと

うございました。安心しました。 

 もう１点続けていいですか。 

○委員長（多田隈啓二君） どうぞ。 

○委員（近松惠美子さん） 福祉バスの運行のと

ころで先ほど乗合タクシーが非常に全市的に増え

たからということで話したんですけど、今計算し

てみたら大体１日平均４.６人というふうな感じ

なんですけども、大きなバスで４.６人はちょっ

ともったいないなという感じなんですけど、今後

どのように考えておられるでしょうか。運行回数

を減らすとか何かそういうことを考えておられま

すか。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課の

中川です。 

 委員御質問の福祉バスにつきましては、確かに

１日当たりの平均乗車人数が令和４年度で５人程

度となっております。 

 ただ、実際のところですね、このバスを利用し

て温泉センターとかに行かれている方もいらっ

しゃいますし、高齢介護課としましてはできるだ

け健康な高齢者を、健康であってほしいというこ

ともありますので、この福祉バスを運行すること

によってですね、介護予防だったりとかですね、

健康増進につながることと思っております。 

 それで今後はですね、もう少しこの福祉バスを

利用した形でですね、介護予防活動につなげれば

いいかなと思っているんですけれども、確かに

おっしゃるように地域公共交通との兼ね合いもご

ざいますので、今年度ですね、アンケート調査を

されるようになっておりますので、その辺りのほ

うにですね、福祉バスの運行に関してもアンケー

ト項目を入れていただいてですね、どのような形

で高齢者の皆さんの活動の幅が広がるようにする

かというふうに考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員（近松惠美子さん） 憩いじゃなくて通い

の場ですか、介護予防体操教室なんかも各地でさ

れているようですので、ああいうところで乗合タ

クシーも含めてもう１回ＰＲしていただいて、利

用者を増やすなり、いろいろ考えていただきたい

と思います。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 １３１ページです。ここの岱明ふれあい健康セ

ンター管理運営事業と、もう１つ天水でしたっけ、

こちらのほうですね、エネルギーマネジメントシ

ステムサービス利用料というのが入っています。 

 これ、エネルギーマネジメントシステムって書

いてある、多分こういうことであるとは思うんで

すけれども、まずどういうものか、そしてこれを

入れたことによって大分経費が浮いたのかどうか

ということを教えてください。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長村

上です。 

 少々お待ちいただけますでしょうか。 

○委員（山下桂造君） 後で、終わってからでい

いです。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかにありませんか

ね。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 主な施策の１９ページなんですけど、家族介護

慰労事業、令和４年度は４人に慰労金１０万円を

支給したということがあります。これはよかった

なと思ったんですけど、申請は何人あったんで

しょう。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長

の中川です。 

 申請は４件でした。 

○委員（前田正治君） ４件で１００％。ほんな

らもうちょっとやっぱ宣伝が足らんとじゃないか
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なと、まだまだ該当するようなとこあっとじゃな

いかなと思いますけど。 

 じゃあ続けてよかですか。 

○委員長（多田隈啓二君） どうぞ。 

○委員（前田正治君） ２４ページの生活保護扶

助事業の中で、事業の成果で生活保護申請受付・

決定業務なんですけど、申請が８０件で開始が７

０件、そこに１０件の差がありますけど、これは

いろいろ理由があって、１０件少ないかと思いま

すけど、ちょっと主な理由を紹介してほしかっで

すけど。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課平田です。 

 １０件開始に至っていないというところがござ

いますけれども、申請をされて御本人さんが取下

げをされた、今必要ありませんということで取下

げされたというのが６件、あと申請、調査をして、

決定会議にかけたところ却下となったというのが

３件ございます。合計９件ですけど、これが開始

件数、申請件数等を開始件数の差が埋まるところ

になります。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 取下げはともかくとしてですね、却下になると

いうのは、これいろいろ相談を受けて、相談の結

果申請しますということになったと思うとですよ

ね。それでその却下になるというのはやっぱよっ

ぽどそのときの相談の中身とちごとっとですかね。

どぎゃんですかね。 

 本人さんはそれで納得されたですか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課平田です。 

 却下の主な内容といいますか、御本人さんに例

えば定期預金がかなりの額あったというときもご

ざいます。あと介護保険の介護サービスを利用す

る際の境界層というのがあるんですけれども、居

住費や食費を下げれば生活保護を受けなくていい

というそういう制度があるんですが、その際は生

活保護を申請されても却下という形をとって、境

界層に該当しますという通知をもって介護サービ

スを低く抑えると、それで生活してもらうと。そ

ういったとき却下という結論を出しますので、そ

ういったことはよくあります。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 このコロナ禍の中で、全国的には生活保護受給

世帯が増えとるというような、そういったニュー

スもあったっですけれども、相談あるいは申請に

ついては玉名市の場合はどぎゃんですかね。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課平田です。 

 全国的に生活保護受給者数が微増しているとい

うのは前から目にしているところでございますけ

れども、玉名市におきましては相談件数、申請件

数も例えば令和元年度から比べてもほぼ横ばい状

態です。 

○委員（前田正治君） 分かりました。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） はい。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 この決算書の１５３ページなんですけど、２２

節の償還金のとこなんですけど、大体償還金のと

ころで、予算どおりに執行されているところが多

いんですけど、ここほとんど５,０００万ぐらい

組まれとって、ほとんど不用額になっちゃったん

ですけど、何か理由があったんですか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課

中野です。 

 １５３ページの。 

○委員（北本将幸君） ２２節償還利子及び割引

料。 

○子育て支援課長（中野光昭君） ２２０万円。 

 不用額ですか。 

○委員（北本将幸君） 大体償還金のところで予

算組んで、それぐらいが執行されとるんですが、

これだけほとんど不用額。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課
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中野です。 

 これについてはですね、幼稚園の建て替えに

よってですね、以前補助していた分を償還しな

きゃいけないというのがありましたので、令和４

年に本来返す予定でいたんですけど、令和５年度

に変更になったので令和５年度で償還します。 

○委員（北本将幸君） 分かりました。大丈夫で

す。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（北本将幸君） はい。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

 先ほどの山下委員の質疑、分かりますか、大丈

夫ですか。 

○保健予防課長（村上洋治君） お待たせしまし

た。保健予防課村上でございます。 

 先ほどのエネルギーマネジメントシステムにつ

きましては、これは太陽光発電を使った管内の集

中管理システムということでございます。 

 令和元年度に導入しておりまして、当時社会福

祉協議会のほうに御案内のとおり昨年度までずっ

と指定管理として委託しておりましたので、年度

間の詳しい実績の推移とかはちょっと把握してお

りませんが、申し訳ございませんでした。 

○委員（山下桂造君） はい、了解です。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

 ほかに質疑及び委員間討議ありませんか。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 これは公害防止だったかな、先ほど臭いという

話があったでしょう。臭気ね、私たちもいろいろ

やっぱ臭いのするけん、もうどぎゃんかしてはい

よとか、いろいろあるばってん、なかなか手が出

らんというとこは正直なところなんですよ。 

 実際臭いというのは、音は何デシベル以上は駄

目とかあるじゃないですか。臭いというのは何か

そういう基準というのは何かあっとですか。 

 前も聞いたような気がする。 

○環境整備課長（塚本昭広君） 悪臭については、

なかなか風向きだったりとかの部分なので、基準

という基準は基本的にはないと考えております。 

 この地区につきましては、ほとんどが農業用の

堆肥かなという感じですので、原因を追求してそ

この管理されている方につきまして、早めに打ち

込んでいただくとかというところでですね、対策

を講じておるところです。 

 なかなか数字とかなかなか見えにくい、うちも

ちょっと何というか、機械持ってないというとこ

ろなので、なかなか個人さんへの、原因者さんへ

のもう相対の部分でちょっと対応しているところ

です。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 やっぱ堆肥んごたっとは野積みしてあったりと

かですね、そぎゃんとならすぐ行って、どぎゃん

かしてはいよって言われるっとですけど、やっぱ

り臭いについてはなかなか言えんなと。風向きに

よっても違うし、本人の感覚によっても違うわけ

ですよ。どぎゃんしようもなかなと思って、今度

から、ほんならもう環境課に相談しなっせって言

いますって。ありがとうございました。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

 ほかに質疑及び委員間討議。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 私も前に質問したのかちょっと忘れたんですけ

ど、３１ページの説明書の中で、ごみ袋と平袋、

そのタイプが袋のタイプというのは、これ作る量、

出る量に差があるんでしょうか。 

○環境整備課長（塚本昭広君） 今の御質問につ

きましては、大の平袋とレジ袋のシェアの部分。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 作られる量が、同じ

量作られる。出具合とかの違いってあるんですか。 

○環境整備課長（塚本昭広君） これにつきまし

ては、以前はですね、平袋のほうが売れよったで

すけども、今、若干逆転をいたしまして、レジ袋

のほうが若干売れております。４７％、５３％ぐ

らいの比率だったかなと記憶しております。なの

で、製造についてはもうほとんど数量に変わりは

ございません。ただ、シェア的にはレジ袋が
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ちょっと売れてきているかなというところです。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 平袋タイプがなくなってレジ袋だけになったと

きに、私が質問させていただいたときに、とても

なんかもうそれは、これ平袋のほうが出るから何

か困るみたいな感じでとても渋られたから、今、

現状どうなのかなと思ったところでした。 

 大丈夫です。ありがとうございます。以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありませんか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課平田です。 

 先ほど大野委員から御質問の自立支援金を支給

された方の現状という御質問ございました。 

 現状は分かっておりませんけれども、自立支援

金の支給が終了した、もしくは中止になった理由

はこちらで把握しておりますけれども、これ述べ

させていただいてよろしいですか。 

○委員長（多田隈啓二君） お願いします。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） 自立支援

金が支給終了になった、もしくは中止になった理

由と申しますのが、収入増になった方が７名です

ね、あと生活保護に移行したといいますか申請さ

れたという方が５名、あと求職活動不十分、求職

活動が条件になってくるんですけれども、それを

全く履行されなかったと。それで支給が中止に

なったという方が７名、あとこの自立支援金の継

続を辞退された方が３名、合計２２名になります。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 収入増だとか辞退というのはいいんですけども、

求職活動をしないというのも収入増と同じレベル

ですよね、一番多いわけですけど、この人たちっ

てその後どうするのかって、そこまで何かその後

のフォロー体制とかってそういうのをされるんで

すか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課平田です。 

 求職活動、いろんなハローワークに相談すると

か、こちらのくらしサポート課のほうに相談する、

あるいは企業さん、事業者さんの面接を受けると

いうそういったかなりハードな条件がついており

ますけれども、それを履行されないということで、

この自立支援金の目的が、収入を上げてください、

それができない場合は生活保護を申請してくださ

いということですので、当然生活保護を勧めはし

ております。しかしながらそれも必要ないという

ことで、その後その方の生活といいますか、生計

というものまではちょっと分からない状況です。 

○委員（大野豊重君） 求職活動がハードとは一

切思わないんですけれども、ああそうですか。す

いません、これ以上何かコメントが出てこないん

で。はい、ありがとうございました。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

 ほかに。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 これはどこに該当するか分からんとですけど、

環境問題でですね、年に１回希望者の井戸水の検

査をされとるじゃないですか、井戸水。その中で

は検査項目に入っとらんですけど、今、全国的に

注目されているいわゆるフッ素有機化合物だった

かな、ＰＦＯＳとかＰＦＯＡとか、いろいろ何か

３,０００種類から５,０００種類あるごたっです

けど、そういったことも井戸水の検査の希望者に

対しては、何かされるようなことはなかっですか

ね。 

○環境整備課長（塚本昭広君） 環境整備課の塚

本でございます。 

 今の御質問につきましてはですね、玉名市で水

道未整備地区の方の井戸水検査につきましてはで

すね、１３項目をやっております。これについて

は、個人さんの何をしたいですかというような希

望は今のところ取っておりません。飲用水検査が

基本的に１０項目ございまして、プラス３項目を

玉名市のほうで選定をしてプラスアルファを取っ

ているところでございます。 

 この委員おっしゃられている物質等々につきま
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しては、また今後、必要であれば検討していきた

いなと思います。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ぜひ検討していただきたい。今んとこ水道水に

出とっというのは全国的には出てきとらんですけ

ど、当面は井戸水の検査の中ですね、うちなんか

井戸水ですので、もしかしたらもう知らん間に大

分摂取しとるかなと思うとですけど。 

 はい、分かりました。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 ここで執行部の入替えのため暫時休憩いたしま

す。 

 再開は午後２時１０分から再開いたします。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ２時００分 休憩 

午後 ２時０９分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） それでは休憩前に引

き続き委員会を開きます。 

 次に一般会計歳出、６款農林水産業費、７款商

工費、８款土木費の審査を行ないます。 

 執行部から１０分以内での説明を求めます。 

○会計管理者（土村正成君） 会計管理者の土村

です。 

 一般会計歳出の６款農林水産業費から８款土木

費は、決算書の８ページから１１ページ、事項別

明細書で１８５ページ下段から２５９ページ上段

までが該当箇所となりますが、１、２款、３、４

款と同様に決算額の読み上げは省略し、令和４年

度主要な施策の成果に関する説明書の中から事業

を抜粋して主管課長から順次説明いたします。 

 なお、６款から８款までは、事業数も多いこと

から８つの事業を説明いたします。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課の前

田です。 

 農業政策課からは、３件の事業のうち１件を御

説明申し上げます。 

 それでは、説明書の３５ページ、決算書は１９

４ページから１９５ページをお願いいたします。 

 事業名、新型コロナ対策農林水産支援事業、予

算費目６款１項３目農業振興費、決算額１億８,

１１８万１,８４９円でございます。 

 まず事業の概要について申し上げます。中でも

主なものを２点申し上げます。 

 １点目に、２、畜産飼料・農業用被覆資材購入

緊急支援事業は、新型コロナの感染拡大に伴う農

産物の価格や出荷量の低迷及び各種生産資材の価

格高騰などの影響を受けました畜産及び施設園芸

の各農家に対しまして昨年１年間分の飼料購入費

を補助率５％以内で、昨年４月から１２月までの

９か月間の被覆資材購入費を補助率１０％以内で

市が独自に補助をするものでございます。 

 ２点目に、３、米価下落金臨時支援事業は、こ

れも同じく新型コロナ感染拡大に伴います米の需

要低下などから、米価下落に対処するために令和

３年産主食用米の生産、販売農家を対象に米１キ

ロにつき１０円を市が独自に補助するものでござ

います。 

 続きまして事業の成果について申し上げます。 

 まず、２、畜産飼料農業用被覆資材購入緊急支

援事業の実績としましては、畜産飼料２４件、被

覆資材６０２件の各生産農家に対しまして、９,

４５１万２,０００円の補助金を価格高騰への補

填として交付をしておりまして、農業経営の安定

化が図られたところでございます。 

 次に、３、米価下落臨時支援事業の実績としま

しては、７４５件の米生産農家に対しまして７,

８７３万１,５４０円の補助金を米価下落の補填

として交付をしておりまして、農業経営の安定化

が図られたところでございます。 

 以上です。 
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○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 説明書は３８ページをお願いします。決算書は

２０６ページから２０７ページの下段になります。

３８ページを御覧ください。 

 農地整備課からは、事業名、団体営農業農村整

備事業（農業水路等長寿命化・防災減災型）につ

いて説明します。決算額は２億７７４万７,００

０円でございます。 

 まず事業の概要につきまして説明します。 

 この農業水路等長寿命化防災減災事業は、農業

の持続的な発展を後押しするため、農業生産活動

の基盤となる農業水利施設の長寿命化対策や防災

減災対策のため、老朽化した排水機場の補修及び

機能低下した排水路の整備を行ない、機能回復を

図るものです。 

 この事業の成果につきましては、機能の低下に

より災害のおそれのある排水路、上小田排水路ほ

か７件の工事を行ない、施設の機能改善を図るこ

とができました。 

 また、施設の長寿命化対策として、大開第二排

水機場のエンジンと大正開排水機場の非常用自家

発電機のオーバーホールをしたことにより、排水

機場の老朽化に対して機能を回復することができ

ました。 

 農地整備課からは以上です。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 当課からは２件の事業内容のうち１件について

説明をさせていただきます。 

 説明書の４０ページ、決算書は２１２ページか

ら２１３ページをお願いいたします。予算費目が、

６款２項２目林業振興費で、事業名、鳥獣被害対

策事業で、決算額が１,１４７万７,７３６円でご

ざいます。 

 まず事業の概要について主なものを２点申し上

げます。 

 １点目に１番の有害獣被害防護施設整備事業は、

イノシシ等による農作物等への被害防止対策とし

て農家が農地に電気柵などを整備するための資材

購入費の３分の１を独自に補助するものです。 

 ２点目に３番の有害鳥獣捕獲業務は、市有害鳥

獣捕獲隊により年間を通して捕獲されました有害

鳥獣の種類とその個体数に応じて委託料を支払う

ものであります。 

 続いて事業の成果について申し上げます。 

 まず１点目、有害獣被害防護施設整備事業の成

果としましては、電気柵は３７件で延長１万３,

４２０メートル、ワイヤーメッシュ柵は３件で延

長が６５０メートルでございます。総額１４４万

８,０００円を補助しており、農作物等の被害防

止や農業経営の安定化を図ることができました。 

 次に、３番、有害鳥獣捕獲業務の成果といたし

ましては、市有害鳥獣捕獲隊によりイノシシ成獣

７２４頭、幼獣６３頭、鹿２頭、カモ類２５０羽、

カラス２羽を捕獲し、委託料として５５９万２,

０００円を支出し、農作物や市民に対する被害の

軽減や個体数調整を図ることができたところでご

ざいます。 

 当課からは以上です。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課長の

神永でございます。 

 商工政策課からは、新型コロナ中小企業等経済

対策事業を御説明いたします。説明書の４３ペー

ジをお願いいたします。決算書は２２２ページか

ら２２５ページでございます。 

 予算費目、７款１項２目商工業振興費、決算額

は３億８,７１１万８２０円でございます。 

 事業は３つの事業で構成しており、まず１つ目

がプレミアム付商品券事業、２つ目が新型コロナ

金融円滑化特別資金利子補給金事業、３つ目が中

小事業者エネルギー価格高騰対策支援金でござい

ます。 

 事業の主な成果といたしまして、まずプレミア

ム付商品券事業につきましては、紙商品券とデジ

タル商品券の発行を行ないましたが、短期間で約
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３億５,０００万円の流通があっており、地域の

消費喚起に一定の成果がございました。また、デ

ジタル商品券を発行することでのキャッシュレス

推進に関しても一定の効果があったものと考えて

おります。 

 次に、中小事業者エネルギー価格高騰対策支援

金につきましては、エネルギー価格の高騰により、

市内事業者の事業継続を支援するため３４２事業

者に対して１億１,５９７万４,０００円の補助金

交付を行ない、事業継続のための支援として一定

の効果があったものと考えます。 

 商工政策課からの説明は以上でございます。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 観光物産課からは主要な施策の成果として新型

コロナ観光支援事業を御説明いたします。説明書

の４５ページをお願いいたします。決算書のペー

ジは２３０ページから２３１ページを御覧くださ

い。 

 ７款商工費、１項商工費、４目観光費、事業名

は新型コロナ観光支援事業でございます。決算額

１,７６３万７,７２８円でございます。 

 事業の概要でございますが、３つの業務で構成

しておりまして、１つ目が、コロナに負けない！

玉名の魅力発信観光と物産展事業、２つ目が、コ

ロナに負けない！玉名観光素材説明会及び商談会

事業、３つ目が、玉名温泉を利用した「ｅ－ス

ポーツ合宿」実証事業でございます。 

 事業の成果といたしましては、誘客ターゲット

地域の福岡市において一般向け物産展を２回と現

地メディア、旅行業者向け観光素材説明会及び商

談会を開催しました。 

 また、コロナ禍で大きな打撃を受けた市内観光

関連事業者の支援のため、「ｅ－スポーツ合宿」

実証事業やスタンプラリー女子旅モニターツアー

などを行ないました。 

 観光物産課からの説明は以上でございます。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 土木課からは１つの事業について説明させてい

ただきます。 

 それでは説明書は４８ページをお願いします。

決算書は２３８ページから２４１ページになりま

す。 

 事業名、道路新設改良事業で、予算費目は８款

２項３目道路新設改良費、決算額は１億９,９７

６万４５７円でございます。 

 初めに事業の概要を申し上げます。本事業の生

活道路網の整備においては、地元からの要望など

を考慮して市道の改良等を行ない、道路利用者に

対して快適な道路環境や安全性を確保するもので

す。 

 この事業の成果としましては、主なものとして

拡幅工事に伴う測量などの業務委託１１か所と工

事を１１か所実施しました。 

 この中には完成した路線や継続中の路線もあり、

整備については、可能な限り地元の声も取り入れ

て要望箇所の安全性や快適な道路環境の確保を図

ることができました。 

 土木課からは以上でございます。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課長の

中尾です。 

 都市整備課からは３件のうち、１つの事業につ

いて説明させていただきます。説明書の５１ペー

ジ、決算書は２４６ページから２４７ページを御

覧ください。 

 都市計画法等に基づく事務事業で、予算費目は

８款５項１目都市計画総務費、決算額は４,２７

６万１,９０９円でございます。 

 この事業の成果といたしましては、１番、都市

計画審議会事業につきまして、玉名市都市計画マ

スタープランの見直し、玉名都市計画道路の見直

しに係る審議を行なうため、玉名市都市計画審議

会を３回開催しました。うち２回は玉名市景観審

議会と合同開催とし、総合的なまちづくりを考え

るために連携を図りました。 

 ２番、玉名都市計画道路の見直し業務につきま
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しては、国、県のガイドラインに、住民説明会、

県協議、パブリックコメント、玉名市都市計画審

議会での議決を経て、４路線の廃止を決定しまし

た。 

 ３番、都市計画マスタープラン及び景観計画見

直しにつきましては、令和３年度の検討を踏まえ、

改定案の取りまとめを行ない、住民説明会、パブ

リックコメント、審議会での審議を経て改定を実

施しました。 

 都市整備課からは以上です。 

○営繕課長（平川裕一君） 営繕課課長の平川で

す。 

 営繕課からは１つの事業について御説明いたし

ます。説明書５４ページ、決算書は２５４ページ

から２５５ページをお願いします。 

 市営住宅施設管理業務で、決算額は７,７８７

万５,４３９円でございます。 

 事業の概要は、市営住宅維持管理業務委託事業

です。本市が保有する市営住宅、建物本体の日常

修繕及び入退去に係る空室補修、受水槽、浄化槽、

電気工作物など、附帯設備にかかるメンテナンス

作業等を一括して外部に委託しまして市営住宅施

設の維持管理を行なうものです。 

 次に事業の成果ですが、雨漏り修理、樹木伐採

など、日常的な修繕が一番要望件数が多く６０５

件、給排水や換気設備等、附帯設備の維持管理が

３６件、入退去に伴う空室修繕が３１件ございま

した。その他、汚水処理施設の維持管理、高架水

槽、受水槽維持管理、電気工作物維持管理等で、

市営住宅の耐久性の維持及び入居者の安全性の確

保に努めております。 

 以上で、６款から８款までの説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議はありませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 資料の４３ページ、決算書は２２５ページで、

プレミアム付商品券事業なんですが、これも私、

昨年の６月の一般質問でやったところなんですけ

れども、そもそもこの令和４年の１０月、１１月

かにやられたと思うんですけど、これがたしか当

初の計画では、発行総額は５億３,０００万円で、

プレミアム額が１億３,０００万円、事務費が５,

３００万円ということで、ただこの実績を見る限

りでは、発行総額は５億３,０００万円の予定に

対して３億５,０００万円、プレミアム額が１億

３,０００万円の予定に対して８,９００万円とい

うことで、当然事務費も若干下がっていますけれ

ども、実際、同じような事業で令和３年度末にた

しかＰａｙ払い事業というのをやられてたかと思

うんですね。そのときも実際の総額からすると６、

７割程度で終わっていて、それを一般質問して、

それから１０月、１１月にかけて今回のこのプレ

ミアム付商品券事業をやるということで、実際発

行総額の予定よりも大分下回っているんですけれ

ども、これが前回と同じような結果になっている

んですけども、その辺りのこの事業をやるに当

たっての周知活動だとか、前回の対策をどういう

ふうに生かされたのか、その辺りをお聞かせくだ

さい。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課長の

神長でございます。 

 今回のプレミアム付商品券事業につきましては、

紙媒体とデジタル商品券とそれぞれで行なったと

ころでございますけれども、紙商品券につきまし

ては、予定冊数としましては一応６万冊を予定し

ておりました。それに対しまして申込みがござい

ましたのが３万４,６４５冊でございます。 

 それから、デジタル商品券につきましては２万

口を予定しておりまして、申込みにつきましては

上限に達しておるところでございます。 

 前回の経験を踏まえてということでございます

けれども、まず加盟店への募集、周知活動につき

ましては、広報たまなへの折り込みチラシですと

か、あと商工会議所の会員様へのダイレクトメー
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ル、これ約１,０００件ほど行なっております。

あと市内商店街を訪問しまして御案内をする。あ

と地元ケーブルテレビなどでのＣＭなどを活用し、

募集を行なって周知活動を行なったところです。 

 当然市民の皆様方にも併せて周知活動を行なっ

てきたところですけども、実績に対してこの数字

というのが妥当なものかどうかというのはやはり

非常に今回ですね、この紙商品券とデジタル商品

券を合わせた形で行なったというところでですね、

やはり紙を買いたいけどもデジタルにやっぱり移

行しようかなというようなところで考えられた部

分もあり、こういった最終的にはこういった形の

ですね、実績にはなったというふうに考えており

ますけれども、今回の反省も踏まえて今後生かし

ていければというふうに思っておりますけれども、

実績としてはそういった形で考えております。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 デジタルのほうが、私も今初めて答弁で聞いた

んですけど、２万口に対して上限に行ってたとい

うことで、そもそも今回このプレミアム付商品券

事業は、コロナの消費喚起と、あとたしかデジタ

ル関係の普及ということだったので、そこに対し

ては目標は１００％クリアできているのかなと思

います。 

 ただ、ほぼほぼこれ委託事業だったと思うんで

すね。先ほどの答弁の中では地元商店街へ一緒に

訪問されたというふうにあるんですが、職員とし

て担当課としてどれほどされたのかなって。いわ

ゆるそのもう丸投げだったんじゃないのかなと、

委託事業者にって。その周知活動について。 

 というのが、当然私もこの参加事業者の１人に

はなったんですけれども、説明会はたしか１回し

かなかったんですね、しかも前日に案内が届いて、

はがきを見てみたら、あしたの１２時から説明会

しますよと。当然、２４時間もままならないのに、

説明会があるって来て、当然行けるわけもないし、

それについて問い合わせたら、いやもう説明会し

ませんということだったので、どうなっているん

じゃ、ほぼほぼ丸投げなんじゃないのかなという、

結局熱意がちょっと薄かったんじゃないのかなと

いうのをちょっと感じております。 

 参加目標数が当初４５０件というふうに言われ

ていまして、令和４年３月のＰａｙ払い事業では

６５０件が参加店舗数ですね、実績があったんで

すけども、今回のこのプレミアム付商品券事業の

参加店舗数というのは何ぼだったんですか。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課長の

神永でございます。 

 今回の参加加盟店につきましては４９１店舗で

ございます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 取りあえずやっぱりかなりそういった周知活動

ができてなかったんじゃないのかなというふうに

私は思いますので、当然今回このシステム、新規

開発の開発費もかかっていますので、またこうい

う次の事業をやるときには、そういったところを

しっかり次に反映できるように行なっていただき

たいというふうにも思います。 

 次、よろしいでしょうか。 

○委員長（多田隈啓二君） どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 続きまして、大野です。 

 資料の４４ページ、決算書は２２５ページにな

りますけれども、企業誘致促進事業ということで、

新規企業誘致の事業なんですけれども、この中に

事業の成果のところで、誘致戦略を立てて成長分

野に行ったというふうにあるんですが、まずこの

誘致戦略はどういうふうな戦略があって、この成

長分野というのはどういう分野に行かれたのか、

そこのところをお聞かせいただければと思います。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課長の

神永でございます。 

 この企業誘致マーケティング戦略事業と申しま

すのが、令和３年度にですね、策定しました、玉

名市の企業立地推進計画の中の事業の推進方策の

１つとしてですね、要は企業誘致を戦略的に行

なっていこうというような事業でございます。 
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 具体的に申し上げますと、企業進出潜在層への

認知度強化ですとか、進出の見込みがある層への

本市の魅力発信といった、そういったところをで

すね、かゆいところにちょっと手が届くみたいな

ところでですね、企業立地戦略を考えていこうと

いうことでですね、具体的にはですね、いろいろ

と今、ＴＳＭＣの進出等がございまして、やはり

半導体関連の半導体本体ではなくて、それに携わ

る部品ですとか、そういったものの企業ですとか、

そういったものをリストアップしながら、潜在的

に可能性がある調査を行ないながらですね、この

戦略的に事業を進めてきたというような経緯でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。ありがとうご

ざいます。 

 今、その誘致戦略の中で、半導体関連だとかそ

ういったところのリストアップをされてきたとい

うことなんですが、このリストアップの数は何百

社ぐらいあったのかというのと、その下に続いて

新規訪問で開拓５件、これは当然その戦略の中で

導き出されたものだと思うんですけれども、あと

継続訪問延べ１０件って、これがちょっとよく分

からないんですけれど、あと新規企業誘致の３社

というのは、これ改めて教えていただければと思

います。 

○商工政策課長（神永和典君） 企業誘致マーケ

ティング戦略事業におきます企業のリストアップ

の件数でございますが、これまで訪問した企業様

も含めてにはなるんですけれども、約２００社ほ

どリストアップをして、それと併せてですね、ア

ンケート調査といいますか、今回この事業の中で

ランディングページをつくっております。具体的

にはＳＮＳ、インスタグラムを使っての玉名の魅

力を企業誘致に特化したところの玉名の魅力を発

信をするためのものでございますので、そういっ

たものを提供するためにですね、アンケートとそ

ういった周知を行なっているところでございます。 

 それから、継続訪問１０社につきましては、こ

れは以前から関西方面ですとか東京方面、継続し

てお付き合いのある企業様のほうに御訪問いたし

ておりますので、その実績が１０件でしたという

ことでございます。 

 それと、新規誘致の３件でございますけれども、

昨年４年度に立地協定を結ばせていただきまして、

企業名といたしましては、梅林のカンケンテクノ

様が１社、それと運送業で桂通商様が１社、それ

とあと製造業で今回産業団地のほうに立地をされ

ました九州プラスチック工業様の３社でございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 九州プラスチック工業が

新規企業の誘致になるのかどうかはちょっと置い

ておきまして、次の質問でしようかなと思ってい

たんですけど、今、答弁の中にＳＮＳを使ってと

いうのがあったんですが、この４４ページの３番

の企業誘致マーケティング戦略事業の中で、企業

誘致に特化したウェブページを作成したとあるん

ですが、このことを言われていますか。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課長の

神永でございます。 

 はい、ＰＲの媒体のためのＳＮＳということで、

こちらのことでございます。 

○委員（大野豊重君） ＳＮＳで事業費が５９９

万円ってどんなものなんですか。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課長の

神永でございます。 

 このマーケティング戦略事業の中には、実はラ

ンニングページを策定いたしまして、実は企業の

ワーケーションですとかジョブケーションの体験

をしていただくということでですね、周知を図っ

て本市の進出意欲を具現化するためのものとして

ですね、周知を行なっているところでございます。 

 この委託料につきましては、それらもろもろを

入れたところの委託料となっておりまして、結構

ＳＮＳとかそういったウェブランニングページを
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つくる際もですね、かなり時間をかけて打合せを

行ないながら、玉名を知っていただくための、興

味を引いていただくための、構成としてですね、

かなりつくり込んでおりましたものですから、そ

の辺の費用がそれだけかかったということでござ

います。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 そのランディングページというのがちょっと私

よく分からないんですけど、その言葉がですね。

いわゆるウェブで情報発信をして、体験を導く、

それが目的になるかと思うんですが、それはその

アクセス解析というのは出てますでしょうか。ア

クセス解析。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課長の

神永でございます。 

 すいません、今の御質問ですけれども、アクセ

スのほうについては承知をしておりません。 

○委員（大野豊重君） もうちょっとこれ以上、

長くなるんでもう言いませんけど、できればその

結局そのウェブページで予算つくった、かけたの

で、それに対しての効果というのがどんだけあっ

たのかなというのが気になっていますので、また

アクセス解析等ですね、また後ほど数日後で構い

ませんので、ヒアリング行きますのでよろしくお

願いいたします。 

 一旦終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 決算書の１９１ページです。１９１ページ。 

 この農家の市農業用廃プラスチック類処理対策

協議会負担金ってあるんですけども、この廃プラ

スチック処理というのが、処理対策って書いてあ

るどういうことを対策しているのかというのを

ちょっと教えていただけませんか。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課の前

田です。 

 こちらはまず玉名市において、ＪＡたまなです

けれど、そこが事務局となりまして各支部を置き

まして、農業から出てくるような廃プラスチック

とか空きのペットボトルと申しますか、そういっ

たものをですね、定期的に回収をして処分業者に

引き渡すというような廃プラ対策が行なわれてい

る。そこに対して玉名市として負担金、活動負担

金を支出しているというような決算内容になりま

す。 

○委員（山下桂造君） 分かりました、ありがと

うございます。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（中村慎吾君） 中村です。 

 主要な政策の中の４５ページの観光支援事業に

ついてお尋ねします。 

 昨年度この福岡の大丸のほうとかで物産展、ま

た商談会等行なわれていますね。あと玉名温泉で

ｅ－スポーツ合宿、このような結果が出ています

けども、この事業が例えばこの令和５年度にどの

ように継続というか、つながっていっているのか

というのをちょっとお伺いしたいと思います。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課長の

伊藤でございます。 

 本観光支援事業、新型コロナ観光支援事業につ

きましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響

により大きな打撃を受けている市内観光事業関連

事業者に対して支援を行なっているものでござい

ます。 

 今回、具体的な事業といたしまして、３つとそ

れから補正予算２つの事業を進めてきたところで

ございますけども、今後の支援方法といたしまし

ては、ウイズコロナ、アフターコロナに対応でき

るような、そういった体制づくりを目指すといっ

たことで、観光関係団体の支援につながる事業を

ですね、有利な財源等を用いながら、継続的に効

果的な観光戦略について引き続き検討を進めてい

きたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（中村慎吾君） 中村です。ありがとうご

ざいます。物産展等を開催するのは、もうＰＲ上
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ですね、とても大切なことだと思います。 

 あと、この成果としてですね、印象もよかった

ということですので、やはりあとはできるだけこ

の玉名に次はですね、来ていただいて地元で買っ

ていただけるような、そういう施策等も継続して

つなげていくような施策が必要だと思いますので、

その辺もですね、きっちり分析をしながらですね、

今後、今年、来年とですね、つなげていけるよう

な事業展開をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 今の中村委員の質問の関

連で、この福岡とかのほうでやられたときのチラ

シとかも配布っていうふうにありましたっけ。な

いのかな。ああ、ないですね。 

 チラシとか配布されたんですかね、その来られ

た来場者に対して、その際にＥＣサイトだとか、

そういうふうな販売につなげる戦略というのを併

せてこの事業の中でやられたのか。その辺りどう

でしょうか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 今回、コロナに

負けない！観光素材説明会及び商談会事業を福岡

のほう都市圏で開催させていただいたところでご

ざいますけれども、現地メディア、旅行関連事業

者等をですね、招き入れたところでですね、説明

会のほうでは３１社、４７名の出席と、それから

商談会のほうでは１０社、１４人ということで玉

名に対して興味のある事業者さんが集まられてい

ただいたというところで、今後もぜひともそう

いった事業者のつてをたどりながらですね、観光

振興、物産振興のほうを執り行なっていきたいと

いうふうに考えております。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 すいません、その上の１のほうですね、福岡で

やられて、参加が７事業者、６事業者があって、

そこの場だけで売ったところでそんなに利益上が

らないと思うので、それを後にどうやって売って

いくのかが一番効果に結びつくものだと思うんで、

そこのところの次の戦略、チラシにＥＣサイト載

せたりだとか専門サイト載せたりとか、そういう

戦略を持っていかれたのかどうかというのをお伺

いしています。 

○観光物産課長補佐（和田耕一君） 観光物産課

の和田でございます。 

 今の物産展に係るお話なんですけども、物産展

で販売していました商品につきましては、たまラ

ラのインサイトのほうで購入ができるように販売

をしておりまして、現場でもそのような誘導をい

たしております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） はい、ありがとうござい

ます。完璧だと思います。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（西川裕文君） 西川ですけども。 

 決算書の１９３ページ、下のほうから１６番の

産地生産基盤パワーアップ事業１億５,２００万

円の事業ですけども、これについてはどういう内

容だったですかね。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課の前

田です。 

 こちらはまず国庫の事業でございまして、目的

としましては、いわゆる水田とか野菜とか果樹な

んかそういう産地が地域一丸となって収益力の強

化、こういったために取り組むものとしてですね、

産地パワーアップ計画というものをつくりまして、

それを基にですね、導入される機械のリースで

あったりとか、施設整備、こういったものを対象

経費としてですね、２分の１以内で国が補助する

ものでございます。 

 大体よくあるのが耐候性ハウスであったりとか、

割と規模の大きい施設整備、そういったものにで

すね、取り組まれておりまして、これ大体受益農

家が３戸以上で構成するような、管理組合等をつ

くっていただいてですね、実施しております。 

 ちなみに令和４年度の決算の内容としましては、

玉名のイチゴ高設栽培、こういうものに対する施

設整備費をですね、補助をしたりしております。 
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 よろしいでしょうか。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 主な施策の４４ページをお願いします。 

 企業誘致促進事業で、この中の事業の成果で、

誘致企業アフターフォロー事業というのがあって、

延べ４１件のアフターフォローがあったというこ

となんですけど、誘致企業と情報交換を定期的に

行なうというようなことも書いてある。これは誘

致企業に対する何か条例か何かにも、その中の１

項目に、定期的に訪問して情報交換するみたいな

項目が入っとったかなと思うとですけど、具体的

にはどういった情報交換というか、どういう話を

されとっとですか。 

 定期的というのは、年に１回なのか３回なのか

５回なのか、その辺をちょっと教えてください。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課長の

神永でございます。 

 今、アフターフォローということで御質問がご

ざいました。市内の誘致企業様に関しましては、

今２３社ございまして、市との情報交換並びに企

業間での交流を図るため、この企業誘致等連絡会

議をこれは年に１回開催をさせていただいており

ます。 

 これがどれに基づくものかといいますと、特に

条例等は定めておりませんで、内規的なもので、

玉名市のほうに立地していただいている企業様と

情報交換を行なう目的で行なっているところでご

ざいます。 

 その情報交換会では、どのようなことを行なっ

ているかと申しますと、会議等を通しまして講演

会を開いたりですとか、あと雇用関係の関係団体

のほうから来ていただきまして、雇用関係の情報

提供ですとか、会員の皆様との交流会を実施して、

ひいては企業の今後の事業拡大につながればとい

うことで開催をさせていただいております。 

 それから、フォローが一応４１件ということで

ございますけども、これ延べ件数でございますが、

定期的に我々誘致企業様のお困り事ないでしょう

かということで、訪問を定期的にさせていただい

ております。 

 数からしますと２３社に対して４１件というよ

うな延べ件数でございますので、年に一、二回訪

問をさせていただいているぐらいが平均かなとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 撤退したシェフコです、シェフコ、具体名を言

いますけど、誘致の際もいろいろ物議があって、

問題があって、誘致をしたんですけど僅か、何年

でしょうか、５年ぐらいでしょうか、もう撤退し

ておらんごとなったわけですけど、その撤退の理

由を差し障りのない範囲でちょっと教えてほしか

ですけど。 

 それと、ここで働いてた市内の従業員さんたち

の今後というかな、その辺はきちんとシェフコ側

が対策を取ったんでしょうか。 

 誘致企業だからやっぱそこまでしっかり玉名市

も目配せせんといかんと思うとですけど、ちょっ

と教えてください。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課長の

神永でございます。 

 今委員が申された企業様に関しましては、撤退

の理由ということでございますが、こちらにつき

ましては、企業様の御都合といいますか、そう

いったことでございます。 

 あと雇用、そこで働かれた雇用につきましては、

御相談があればですね、我々としても積極的に支

援をさせていただくということでのスタンスで、

今、考えているところでございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 具体的な相談というか、今のとこはなかわけで

すね。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課長の

神永でございます。 

 はい、今のところ特に御相談はございません。 
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○委員（前田正治君） はい、分かりました。 

 じゃ続けてよかですか。 

○委員長（多田隈啓二君） どうぞ。 

○委員（前田正治君） ４６ページのですね、消

費生活センター事業なんですけど、事業の成果で、

消費生活相談が３８５件、多重債務相談が４９件

というふうな成果になっていますけど、去年か一

昨年、去年からだったかな、３町またがって、広

域的な相談業務というのを開始されとると思うん

ですけど、この中にはその広域的な相談業務とい

うのも、件数として含まれとっとでしょうか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課平田です。 

 ３町の分も入った数字になっております。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 入っとる。じゃあその広域的な相談業務の中で、

今のとこその課題となっているようなやつは何か

なかですか。例えば、大体出かけていって相談に

応じるということだったですよね。玉名市に来て

もらうならよかっですけど、出かけていって。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課平田です。 

 ３町の相談におきましては、こちらのほうに電

話でかけていただける方には電話で対応しており

ます。 

 また、町の役場のほうに出向いて行かれる方に

つきましては、町の役場のほうにこちらの相談員

も出向いております。どうしても外出できないで

あるとか、緊急性があるものとか、現場でないと

確認できないことにつきましては、アウトリーチ

をしておりますけれども、今のところ活動に支障

は生じておりません。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 相談に応じる人は専門の資格を持っていると思

うんですけど、今、玉名市の消費生活センターは

資格持っている人は何人おんなっとですか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課平田です。 

 １人の相談員が資格を持っております。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 じゃあ１人の資格、持っとる人は１人で、その

ほかの人は相談にはいろいろ応じよんなはるかも

しれんばってん、それで任すとっですかね。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課平田です。 

 １名が有資格者で、２名は資格を今持ちません

けれども、長年の経験ございますので、いろんな

案件に応じて相談しながら対応しているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 新たに資格を取得してもらうというような、そ

ういうサポート的な支援的なことは何か計画があ

るんでしょうか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課平田です。 

 国民生活センターまたはそういった団体さんの

研修がありますので、そちらのほうに積極的に参

加いただいている、また実際相談員の方もそう

いった資格の試験にチャレンジするという、そう

いった活動はされております。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 その資格の試験にチャレンジする際の何という

か、支援の制度というか、例えば受験料半分を支

援しますよとか、あるいは東京であっとに交通費

の半分を支援しますよとかそういった何かはあっ

とですかね。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課平田です。 

 研修でもって見識を高めてもらうという、そう

いった応援はしておりますけれども、そういった

旅費であるとか受験料の援助とかそういったもの

はございません。 

○委員（前田正治君） やっぱりそこまで応援し
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てやって有資格者をちょっと。会計年度任用職員

ですからなかなか難しいとこがあると思いますけ

ど、将来的にはやっぱそういったことで広げてい

かんと、市民のいろんな消費生活に相談できる体

制が整っていかんとじゃないかなという気がしま

す。 

 続けてよかですか。 

○委員長（多田隈啓二君） どうぞ。 

○委員（前田正治君） 決算書の２４７ページな

んですけど、ＪＲ玉名駅の南側の駐車場のことに

ついてお尋ねします。 

 車がずっと放置してあるというような話が入っ

てきまして、実際見に行ったらやっぱありました。

どういった対応をされてて、放置車が早くて１年

以内になくなっとかどうか。 

 あわせて、市営住宅の駐車場について、そう

いった放置されているような車がないかどうか。

その辺お尋ねします。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課長の

中尾です。 

 玉名駅の南側の駐車場に、たしか３台ぐらい

ずっと止まっている車があったかと思いますけど、

それに関しては、番号を調べて所有者に対して撤

去するようにお願いをして、撤去が実際されたり

とかということをアクションしているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○営繕課長（平川裕一君） 営繕課課長の平川で

す。 

 市営住宅の敷地においても放置自動車というの

が数台今年度確認されております。 

 その場合はその放置自動車に貼紙といいますか、

置き紙等をして、また住民の方等の聞き込みあた

りで所有者を見つけ、移動をお願いするという流

れで対処しております。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 本人さんが特定できれば、その人と話してです

よ、その人が撤去してもらうのが一番と思います

けど、なかなかやっぱ言うたっちゃ、言うたっ

ちゃ、もうらち明かんというような場合には、い

わゆる玉名市からの代執行といいますか、もう強

制的に撤去して、その費用はその本人さんに請求

するというような、そういった仕組みはあっとで

すかね、南側も市営住宅も。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課長の

中尾です。 

 行政代執行のお話だと思いますけど、そこの仕

組みまでは今のところは考えてない、将来的にそ

ういったことがあれば、考えていかなければなら

ないのかなとは考えております。 

 以上です。 

○営繕課長（平川裕一君） 営繕課課長の平川で

す。 

 市営住宅の分も同じでございます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 やっぱ本人さんと話おうて、本人さんがもう自

主的にどかしてもらうのが一番と思いますけど、

やっぱりいつまでんあっとですね、どぎゃんなっ

とっとなというて、私たちに言うてきなはるわけ

ですよ。そこら辺がですね、おたくたちもなかな

か言うて言うことを聞いてもらわんと困るかもし

れんですけど、そこら辺は何らかの対策はやっぱ

考えていかんと、いかんとじゃないかなという気

がします。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） はい、ほかに。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 商工費の件なんですが、資料の４５ページのｅ

スポーツ合宿の実証実験なんですけれども、非常

に新聞にも載って、にぎわった事業だと思ってお

ります。 

 参加者、前も何回か質問したんですけど、その

聞けてなかったんですけど、参加者はどの辺りか

らがっと来られたのかなと思って、そこをちょっ

と聞きたいと思います。 
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○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 主に県内が中心でございましたけども、遠いと

ころは九州内というところで把握をしております。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ということは、宿泊とかやっぱり観光的なもの

で何か売上げが立ったというか、お金が落ちるよ

うなことは、あんまりなかったのかなと思います

けど、その辺りはどうでしょうか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 合宿をやりましたので、合宿で宿泊費、それか

ら当日は３５名の宿泊でございました。当日は

キッチンカー等も宿泊施設の前に設営しておりま

すので、そういったところでお金のほうは落ちて

いるのかなというふうに把握しております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 宿泊費、これ１００％個

人負担でしたっけ、市からの補助とかって何か出

していたような気がしたんですけど、勘違いでし

たか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 個人負担でございます。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 続けてよろしいでしょうか。 

○委員長（多田隈啓二君） どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 同じく商工費の資料の４

７ページの、金栗四三ＰＲ事業の中の大河ドラマ

「いだてん」協議会業務に８９５万円、決算書で

いくと２３５ページなんですけれども、目的とし

ては書いてあるとおりで分かるんですけれども、

その費用対効果をどういうふうに見積もられてて、

その大河ドラマが来てから、いろいろそのドラマ

館とかいろいろつくったりとか、いろんな市とし

て投資をされてきたかと思うんですが、もうそう

いったところの回収というか、それをどういうふ

うに見積もられているのかというのをお聞かせい

ただければと思います。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 この金栗四三ＰＲ事業につきましては、金栗氏

の認知度向上のため県内外の観光及びマラソンイ

ベント等をＰＲを行なうとともに、金栗四三住家

とか資料館の管理運営を行なう業務でございます。 

 また、大河ドラマ「いだてん」協議会業務にお

いては、官民連携して金栗氏のＰＲを通した地域

活性化に取り組むことということで行なっており

ます。 

 現在、住家、資料館の管理運営のほか、金栗氏

とゆかりのあるマラソン大会、８大会への金栗ト

ロフィー等の贈呈であったりですね、金栗レガ

シーを掘り起こしたスポーツ、ウエルネス、教育

のツーリズムを展開しているところでございまし

て、効果といいますかそういったところにつきま

しては、なかなかその数字としては出て見えにく

いといったところでございますけども、そういっ

たところで、レガシーそういった部分の取組を進

めているというところでございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 当然ながらその住家の管理だとか運営というの

は必要経費だと思うんですけども、結局これまで

かけてきた投資額というのは、やっぱり回収しな

いことには、あんまり意味がないのかなというふ

うに思いますし、これは数字的にはなかなかあら

わすことはできないと思うんですが、やっぱりそ

こはプラスアルファに玉名市の観光としてやって

いくことが使命だと思いますし、それができなけ

ればどんどんどんどんお金も流出していくんであ

れば、大河ドラマ来なきゃよかったねという結果

にもなりかねませんので、そういったところも含

めてしっかりＰＲにつなげて結果に出していって

いただきたいというふうに思っております。 

 続けてよろしいですか。 

○委員長（多田隈啓二君） どうぞ。 
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○委員（大野豊重君） 土木費なんですけども、

資料の４８ページの道路新設改良事業費で、今こ

こに実績令和４年度のやつ書かれてあるんですけ

ども、要望がたくさん来ているかと思うんですね。

その要望件数に対しての実施率、残数がどんだけ

あって、その辺りってどうなんでしょうか。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 土木課における道路改良事業の令和４年度の要

望件数としましては、４件来ております。その中

で過去からの道路改良に伴う要望を順次今行なっ

ておりますので、まだこの令和４年度の４件につ

いては手がついていないような状況です。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 令和４年度というか、今要望として５年、１０

年、１５年、２０年前から上がってきて、その残

件がどれぐらいなのかなという、そこをお伺いし

たいと思います。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 平成２８年度より令和４年度までで、道路改良

につきまして６７件の要望が上がっております。 

 その中で６７件中、対応中が１３件、未対応が

５４件となっております。対応済みのパーセント

としましては、約２０％になっております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） はい、ありがとうござい

ます。ここは予算ありきだと思いますので、引き

続き頑張っていただきたいと思います。 

 続けてお願いしますけども、引き続き大野です

けども。 

 資料の５１ページ、都市計画道路の４,２００

万円、決算資料でいくと２４７ページで、都市計

画道路、この２番と３番のところですね、都市計

画道路の見直し業務ということと、併せてマス

タープラン及び景観計画の見直しということで、

ここで事業予算上がっているんですけども、グラ

ンドデザインのプロジェクトをやられていますけ

ども、こことの関係性というのは今後どういうふ

うになっていくのかというのをお聞かせいただけ

ればと思います。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 グランドデザインとの関係性ということになり

ますけど、グランドデザインを考えている場所に

関して言うと、玉名駅から旧庁舎、あと温泉のと

ころが主になってきますけど、都市計画道路が

入っている場所になると、おおむね２か所ぐらい、

１か所、２か所ぐらいですね、２か所入っていま

すので、今年度は優先順位を考えてしますけど、

その優先順位の中にもグランドデザインで優先的

にするべきところという兼ね合いになるかという

ふうに思います。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） ちょっとよく分からな

かったんですけれども、グランドデザインの対象

となっているエリア、そこのところを通っている

都市計画道路のところが２か所ということで、結

局そのグランドデザインというのはトータル的に

道路も含めて、建物だとか、いろんなところを考

えてやられるのがこのグランドデザインのプロ

ジェクトチームということになりますので、例え

ばそのグランドデザインのプロジェクトチームで

やって考えて、今年素案を出して来年からまた、

それを新しい計画を出して、デビジョンアップを

されていくというふうに聞いているんですけれど

も、それで決めてやっていくことと、都市計画で

いやいやここはこうだから駄目なんだよというよ

うな、そういったところの連携というのが僕は必

要だと思うんですね。 

 プロジェクトチームでいいものが発案が上がっ

てきて、いやそこは実は都市計画道路でこういう

ふうな計画になっているからやっぱりできません

というのが無駄にならないようにしてほしいと思

うので、ぜひそこのところも併せて連携を図って

いっていただきたいというふうに思っていますけ

ど、そういったところでよろしいでしょうか。 
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○都市整備課長（中尾賢治君） はい、よろしい

です。 

○委員（大野豊重君） じゃあ続けて大野ですけ

れども。 

 資料の５３ページの公園管理業務の５,９００

万円、これは都市公園管理業務として５６公園を

年間当たり管理していますよということなんです

が、その中の都市公園の除草、除草作業について

の頻度及び回数とか、そういったところを教えて

いただければと思います。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 公園の除草に関しては、大体年に２回から４回、

多いとこで４回行なっております。 

 それは委託業務に関してそれを行なっていると。

場所によっては、それで足らないところがありま

すので、そこに関しては職員自ら行なっていると

いう状況でございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ５６か所全部ある程度を管理、例えばその５６

か所の中のある公園は年に１回とかそういうふう

なケースもあり得るんですかね。それとも大体も

う全部もう１００％、２回から４回ぐらい管理さ

れているという認識でよろしかったでしょうか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 ５６か所、公園のうち地元に委託している箇所

もありますので、そういったところを除いてとい

うふうになりますけど、大きい公園で、うちで管

理しているところが、そういった２回から４回と

いうところになります。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 今、地元にも委託というふうにあったんですけ

ども、これは地元の自治区、自治会等に委託され

ているかと思うんですが、そこに対する費用弁償

というか支払いというのは発生していますでしょ

うか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 費用弁償が発生しておりまして、１公園当たり

６万円になっております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） １公園当たり６万円とい

うのは、それはもう年間、年間で６万円、それと

も１回当たり６万円どちらなんでしょうか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 年間です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 年間なんですね。ちなみに業者委託の場合、そ

の業者と言われる部分は、シルバー人材センター

がメインだと思うんですが、その辺りお答えでき

ますでしょうか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 それは業者委託にしている金額ということ。 

○委員（大野豊重君） いや、金額ではなくて、

例えばこの５６公園中の例えば６か所が地元委託、

４０か所がシルバー人材センター、残り１０か所

を土木会社とかに工事として委託、そういう割合

がどうなのかなと思って。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 分かりました。ちょっとお待ちください。 

 地元委託はですね、３２公園になります。指定

管理が２か所ですね。業者に頼んでいるのは３か

所ですね。あとはシルバー人材センターになりま

す。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、地元に３

２か所ということは、半分以上は地元でやられて

いるということなんですね。ちなみに地元がやっ

ぱり高齢率が高くなって、いややっぱり無理とい

う判断をしたときというのは、これまた市のほう

に相談すれば市のほうでまたシルバー人材セン
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ターなり、業者のほうに委託をされていくという

認識でよろしかったでしょうか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 最近そういう相談はありますけど、一応地元で

管理されたほうが地元の公園ということで愛着も

ありますし、手を入れる回数はどうしても多くな

るので、できるだけ地元にお願いしたいというと

ころではありますけど、それでもどうしてもでき

ないということであれば、回数は減りますけど、

うちのほうで管理するというふうになると思いま

す。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） じゃあこの件について最

後の質問になるんですけど、先ほど地元には１か

所当たり年間６万円ということで、同じ場所を例

えばシルバーさんに委託した場合、これどうなり

ますか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 同じ場所をシルバー人材センターに委託した場

合は、当然シルバー人材センターのほうが高くな

るかと思います。 

○委員（大野豊重君） どれぐらい高くなるんで

すか、２倍、３倍、１０倍、感覚でいいですけど。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 ２倍から３倍になるかと思います。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） はい、ありがとうござい

ます。 

 実はここのところ、その高齢者だけで切ってい

くというよりは例えばその地元消防団にお願いを

して、消防の活動費に充てるとかそういうのも実

は、市民、住民からは要望として上がってきてい

ますので、できればここの年６万円といったとこ

ろ、ここのところをもう少し上げていただければ、

もっともっと地元でやっていただけるというふう

に思うんですね。かつ地元も、各自治区だとか、

そういったところの活動費というのもこういった

ところから捻出できますので、できればこういっ

たところの予算というのを、もう少し上のほうに

検討していただければと思いますので、よろしく

お願いします。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） なら、ちょっと１点

だけすいません。多田隈ですけど。 

 説明書のですね、５６ページなんですけど、戸

建木造住宅耐震対策支援事業として、もう何年も

熊本地震から取り組まれておると思いますけど、

これの例えば件数等、いつぐらい、これはいつも

いっぱいになるのか。ちょっとお伺いしたいと思

います。 

○営繕課長（平川裕一君） 営繕課長の平川です。 

 この事業は平成２８年度から始まっておりまし

て、令和４年度までですけども、耐震診断が３０

件、あと通算です。耐震改修工事７件、耐震改修

設計が９件などの補助金を出しております。 

 耐震化率につきましては、これは一般的に延べ

床面積で計算をするんですけども、全体の延べ床

面積を計算するのは、データを集める、それと計

算すると、かなりの時間を要しますので、自治体

においては、その戸数、耐震構造を持った家の戸

数で計算をする場合もございます。 

 これで申しますと、平成３０年度の住宅土地統

計調査というのが一番新しいデータなんですけど

も、玉名市の持家総数が１万８,０９０戸、それ

とこの中で耐震機能ありと認められる戸数が１万

５５０戸ですので、耐震化率が５８.３％という

ことになります。 

 これは平成３０年度の数字になりますので、来

月１０月から新しい住宅土地統計調査が始まりま

すので、そのデータがまた何年後かに出るかと考

えております。 
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○委員長（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 この５６年以前の耐震化する中で、やっぱり多

いのが、一番多いのは建て替えが多いんですよね。

建て替えはもう多分すぐ４月ぐらいに、５月ぐら

いに埋まると思うんですよ。やりたい人はまた、

１年間待たなければいけない状態が続いていると

考えますが、その辺の見解はどうお考えなんです

か、お伺いしたいと思います。 

○営繕課長（平川裕一君） 営繕課課長の平川で

す。 

 すいません、状態が。 

○委員長（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ５６年以前のものは耐震検査をして、それに合

致できれば、１００万円の補助金で建て直す、解

体して建て直すというのがこの補助金なんですよ

ね。 

 それが今、皆さんこう、してから建て替えを行

ないたいという需要が毎年いっぱいあるんですよ。

その建て替えの申込みが大体４月か５月にもう打

ち切られていくんですよ。予算の関係上ですね。

それがどのくらいあるのかというのをちょっとお

伺いしたい。 

 そしてその４月、５月に打ち切られているんで

あれば、もっともっと財源を確保しながら、そう

やって耐震化率を上げていったほうがいいんじゃ

ないかというちょっと質問なんですけど。 

○営繕課長（平川裕一君） 営繕課課長の平川で

す。 

 ５６年といいますのが、新建築基準法が施行さ

れた年度かと思いますけども、それ以前に建てら

れた住宅の改修工事ということですね。 

○委員長（多田隈啓二君） そうです。 

○営繕課長（平川裕一君） 耐震診断の相談あた

りは、年度初めに多いのは多いんですけども、そ

の耐震改修工事の申込みというのが、先ほど打ち

切られるというのがございましたけども、令和４

年は全部で建て替えで５件ですね、５件を受けて

おります。補助金も５件分を出しております。 

○委員長（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ５件ですか。私が言っている５６年以前の建て

替え、解体の１００万円とこれ違うんですかね。

これですよね。でしょう。 

 それの申請がいつも４月、５月でいっぱいにな

るんですよ。なるんです。これがずっと建て替え

できない人がいっぱいおるんですよ。その件に関

して今ちょっとお伺いしたいんですよ。 

 いっぱいなっているから、もうそういう予算を

拡充して、そういう耐震化をもっともっと増やし

ていったらいいんじゃないんですかという話なん

ですね。いっぱいですよね。 

   ［「あんたが言いよっとは違う」と呼ぶ者

あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 多田隈です。違うん

ですか。これ建て替え工事じゃないんですか。 

   ［「もう一遍ようと調べなっせ」と呼ぶ者

あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） さしより暫時休憩し

たいと思います。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ３時２４分 休憩 

午後 ３時２５分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） それでは再開します。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課長の

伊藤でございます。 

 先ほど大野委員の金栗四三の地域「いだてん」

協議会の取組といったところの質問がございまし

た。 

 ちょっと補足をさせていただいてよろしいで

しょうか。 

○委員長（多田隈啓二君） はい、どうぞ。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 「いだてん」地

域振興協議会につきましては、３つのツーリズム

という形で取組を進めております。 

 昨年につきましては、ウエルネスツーリズムモ

ニターツアーということで、九州看護福祉大学ス
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ポーツサポートチームの協力の下、こういったモ

ニターツアーを展開したところでございます。 

 また、金栗四三のスピリットを語るシンポジウ

ムであったり、マラニック大会前夜祭であったり、

そういったところでですね、経済効果というとこ

ろの話でございますけども、若干の経済効果は見

込められているといったところで、今年度につき

ましては、ツーリズムのモニターツアーにつきま

しては、個人負担３,０００円というところで、

ツアーを実施しているところでございます。 

 今後ですね、そういった経済効果も見込みなが

らですね、取組を進めてまいりたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。ありがとうざ

います。 

 スポーツ、ウエルネス、教育、玉名型ツーリズ

ムをしっかりとやっていただきたいんですが、宿

泊がやっぱり玉名はどうしても、少な過ぎだとい

うふうに思っていますし、実際スポーツではこの

玉名市には年間３、４万人、それ以上合宿だとか

大会で来ているんですけど、その人たちは玉名に

泊まるかったらその大半は泊らないんですね。な

ので併せて、商工観光だけじゃなくってですね、

誘致のほうも併せて連携を深めてやっていってい

ただければというふうに思います。 

 ありございます。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

 ほかに質疑及び委員間討議ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 これにて質疑及び委員間討議を終結いたします。 

 今日これにてですね、１日目の質疑を終了いた

します。 

 また１９日火曜日は午前１０時から再開します

のでよろしくお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさました。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ３時２８分 散会 
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予 算 決 算 委 員 会 記 録 

 

令和５年９月１９日（火曜日） 

  午前１０時００分開議 

  場所：第１委員会室 

 

１．本日の会議に付した案件 

 １．令和５年第３回玉名市議会定例会付託案件 

  議第６９号 専決処分事項の承認について 

専決第９号 令和５年度玉名市

一般会計補正予算（第３号） 

  議第７０号 令和４年度玉名市一般会計歳入

歳出決算 

  議第７１号 令和４年度玉名市国民健康保険

事業特別会計歳入歳出決算 

  議第７２号 令和４年度玉名市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算 

  議第７３号 令和４年度玉名市介護保険事業

特別会計歳入歳出決算 

  議第７４号 令和４年度玉名市浄化槽整備事

業特別会計歳入歳出決算 

  議第７５号 令和４年度玉名市水道事業会計

決算 

  議第７６号 令和４年度玉名市公共下水道事

業会計決算 

  議第７７号 令和４年度玉名市農業集落排水

事業会計決算 

  議第７８号 令和５年度玉名市一般会計補正

予算（第４号） 

  議第７９号 令和５年度玉名市国民健康保険

事業特別会計補正予算（第２号） 

  議第８０号 令和５年度玉名市介護保険事業

特別会計補正予算（第２号） 

 

２．出席委員（２１名） 

 委  員  長    多田隈 啓 二 君 

 副 委 員 長    一 瀬 重 隆 君 

 委     員    大 野 豊 重 君 

 委     員    中 村 慎 吾 君 

 委     員    浜 田 繁次郎 君 

 委     員    瀬 崎   剛 君 

 委     員    田 浦 敏 晴 君 

 委     員    山 下 桂 造 君 

 委     員    立 川 信 之 君 

 委     員    坂 本 公 司 君 

 委     員    𠮷 田 真樹子 さん 

 委     員    北 本 将 幸 君 

 委     員    松 本 憲 二 君 

 委     員    德 村 登志郎 君 

 委     員    西 川 裕 文 君 

 委     員    江 田 計 司 君 

 委     員    近 松 惠美子 さん 

 委     員    前 田 正 治 君 

 委     員    作 本 幸 男 君 

 委     員    森 川 和 博 君 

 委     員    中 尾 嘉 男 君 

 

３．欠席委員（なし） 

 

４．欠  員（１名） 

 

５．事務局職員出席者 

 次     長    松 野 和 博 君 

 係     長    小 畠 栄 作 君 

 書     記    森 川 留美子 さん 

 書     記    古 閑 俊 彦 君 

 書     記    德 永 優 貴 君 

 

６．説明のため出席した者 

 副  市  長    村 上 隆 之 君 

 監 査 委 員    元 田 充 洋 君 

 監 査 委 員    坂 本 直 子 さん 

 教  育  長    福 島 和 義 君 

 総 務 部 長    𠮷 田 勇 人 君 

 健康福祉部長    瀬 崎 しのぶ さん 

 産業経済部長    井 上 康 博 君 
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 建 設 部 長    田 代 史 典 君 

 建設部首席審議員    平 田 道 生 君 

 企 業 局 長    荒 木   勇 君 

 教 育 部 長    藤 森 竜 也 君 

 教育部首席審議員    荒 谷 邦 治 君 

 財 政 課 長    木 村 隆 宏 君 

 防災安全課長    二 瀬 哲 也 君 

 税 務 課 長    冨 安   崇 君 

 高齢介護課長    中 川 由 美 さん 

 保険年金課長    松 下   匡 君 

 保健予防課長    村 上 洋 治 君 

 水産林務課長    小 川 昭 彦 君 

 農地整備課長    丸 山 隆 一 君 

 土 木 課 長    田 上 幸 二 君 

 土木課審議員    宇 野 貴 善 君 

 上下水道総務課長    津 川 隆 一 君 

 上下水道工務課長    田 上 武 靖 君 

 教育総務課長    西 原 正 信 君 

 教育総務課審議員    島 田 浩 一 君 

 教育総務課審議員    成 瀬 陽 一 君 

 教育総務課審議員    田 中 良 幸 君 

 文 化 課 長    瀬 﨑 陽一郎 君 

 コミュニティ推進課長    西 川 慶一郎 君 

 スポーツ振興課長    小 山 晃 生 君 

 会 計 管 理 者    土 村 正 成 君 

 監査委員事務局長    園 田 寿 寛 君 

 その他関係職員 

 

午前１０時００分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） 皆さん、おはようご

ざいます。 

 委員会を始める前に申し上げます。委員会は、

インターネット配信をしておりますので、各位並

びに執行部におかれましては、個人情報等の発言

には十分御注意願います。 

 審査に当たっての発言の際には、必ず挙手をさ

れ、指名しますので、委員においてはマイクスタ

ンドのボタンを押して氏名を述べられてから発言

し、終わりましたら再度ボタンを押してください。

執行部においては、ワイヤレスマイクのスイッチ

を入れ、所属と氏名を述べられてから発言し、終

わりましたらスイッチをお切りください。 

 また、委員が質疑される際には、資料の名称及

びページ番号等を必ずお伝えいただくようお願い

します。 

 審査の順序、方法は、別紙の議案審査進行表に

従い行ないます。 

 各担当課からの説明は、事前に配付しておりま

す主要な施策説明書及び補正予算資料を基に行な

いますが、必要最小限の事業に絞っての説明とな

ります。ただし、決算書及び予算書等の内容は、

全て審査の対象であることを申し添えます。 

 なお、一般会計補正予算における各事業の財源

となる歳入については、各事業の歳出の説明と併

せて、対応する歳入を各担当課が説明します。

よって、財政課は財政課所管の歳入のみの説明と

なります。 

 最後に、スムーズな議事進行のために、委員に

おかれましては、決算に関係のない質疑は慎むこ

と、執行部におかれましては、説明時間は審査案

件ごと１０分以内を目安にお願いします。 

 それでは、委員会を再開します。 

 一般会計歳出９款消防費から１４款予備費まで

の審査を行ないます。 

 執行部から１０分以内での説明を求めます。 

○会計管理者（土村正成君） 会計管理者の土村

です。 

 一般会計歳出の９款消防費から１４款予備費に

つきましては、決算書でいきますと１０ページと

１１ページ、事項別明細書では２５８ページ上段

から３３９ページまでが該当箇所となりますが、

８款までと同様、款項ごとの決算額の読み上げは

省略し、令和４年度主要な施策の成果に関する説

明書の中から事業を抜粋し、４つの事業について

主管課長から順次説明いたします。 
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 なお、１１款災害復旧費から１４款予備費まで

は、主要な施策はありませんので申し添えます。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課の西川でございます。 

 コミュニティ推進課からは、４事業のうち１つ

の事業について説明させていただきます。 

 それでは、主要な施策の成果に関する説明書の

５８ページをお願いいたします。決算書は２６４

ページから２６７ページになります。 

 事業名は、岱明防災コミュニティセンター建設

事業で、予算費目は９款１項６目防災コミュニ

ティセンター費で、決算額は３億５,８７８万２

４６円です。 

 初めに、事業の概要から説明いたします。岱明

防災コミュニティセンター建設事業は、老朽化し

た岱明町公民館の建て替えを踏まえ、新たに防災

の拠点となる防災コミュニティセンターを建設す

るものでございます。防災研修施設と災害避難所、

防災備蓄倉庫を備え、地域防災の拠点となる施設

であるとともに、コミュニティセンター、公民館

やボランティアセンター、社会福祉協議会と、福

祉の機能も併せ持つ防災とまちづくりが一体と

なった複合施設でございます。岱明防災コミュニ

ティセンターは、鉄骨造り平屋建て、延べ面積１,

４０５.８４平方メートル、また、防災備蓄倉庫

は鉄骨造り平屋建て、延べ面積８０平方メートル

でございます。 

 この事業の成果についてですが、岱明防災コ

ミュニティセンターの建設事業につきましては、

令和４年８月末に本体工事が竣工し、令和４年１

０月１１日から、施設を地域の防災の拠点として

供用を開始することができました。また、旧岱明

町公民館の解体工事も完了いたしました。 

 以上でコミュニティ推進課からの説明を終わり

ます。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 教育総務課からは３事業を計上しておりますが、

１事業、事業名、情報教育推進事業を御説明いた

します。 

 主要な施策の成果に関する説明書の５９ページ

目をお願いいたします。 

 １０款１項２目情報教育推進事業、決算額６,

２７７万１,１７７円で、主に委託料で２,５０７

万７６０円、借上料で２,９７２万３,６２８円を

執行しております。 

 事業の概要といたしまして、校務業務を統合し

たシステム、統合型校務支援システムを導入し、

学校における事務軽減を図っております。 

 事業の成果といたしまして、通知表の処理、出

欠管理、指導要録等の校務全般を統合したスズキ

校務を導入し、教職員による校務や児童生徒の情

報の一元管理や共有が可能となるため、業務の効

率化、負担軽減が図られました。 

 ＩＣＴ支援員の導入の事業概要は、小中学校に

おいて端末整備を行ない、事業計画の作成支援や

操作メンテナンス支援等を行なうため、５人のＩ

ＣＴ支援員を配置しました。 

 事業の成果といたしましては、１校当たり月平

均７回ＩＣＴ支援員を派遣し、学習用端末や校務

用パソコン等の操作支援やメンテナンス、トラブ

ル時の対応を行ない、ＩＣＴ機器の円滑な運用が

可能となり、児童生徒及び教職員の学習用端末の

活用を促進させました。委託業者はＮＰＯ法人ア

イシーティーサポートスクエアに委託し、委託料

２,４４７万６,７６０円で委託し、教職員の業務

負担軽減につながっております。 

 以上で、教育総務課の説明を終わります。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） 文化課長の瀬﨑で

ございます。 

 文化課といたしましては、３事業の中で音楽の

都事業について御説明を申し上げます。 

 説明書は６７ページ、決算書ページで３２８

ページになります。 

 １０款５項８目、事業名、音楽の都づくり事業

でございます。決算額３５４万９,０９５円でご
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ざいます。 

 事業の概要ですが、こちらのほうに掲載いたし

ております。大きく３本柱で、音楽の推進事業、

この中では主に玉名市民音楽祭の開催であったり、

スクールバンドコンサート、ロビーコンサート等

を実施いたしました。 

 ２番目の人材育成事業でございますが、玉名市

内に、小学校、中学校と幼稚園、保育園のほうに

演奏家を派遣しまして、音楽に触れ合う機会を提

供いたしております。 

 続きまして、３番目ですが、タマにゃんグッズ

製作ということで、音楽プロジェクトで発生した

玉名市民のマスコット、タマにゃんでございます

が、現在は市のマスコットとして活用いたしてお

ります。そういう中で広くＰＲするためにもグッ

ズを作成して、玉名市の音楽イベント等で配布を

いたしているところでございます。 

 事業の成果でございますが、玉名市民音楽祭に

つきましては、これまで１６回ということで合併

後に開催してきたわけですけども、満員で、現在

十分成果があったものと思っておりますし、この

音楽事業につきましては、総じて成果を申します

と、子どもたちに音楽に触れ合う機会を提供でき

た、続きまして市民に芸術文化に対する意識高揚

を図る機会を提供した、３番目に感性豊かな市民

の育成につながる事業が展開できたというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山でございます。 

 スポーツ振興課からは、１事業を御説明いたし

ます。 

 主要施策の説明書７０ページ、決算書におきま

しては３３０ページから３３３ページでございま

す。 

 マラソン大会運営事業で、予算費目は１０款６

項１目保健体育総務費で、決算額は１,８１３万

７,２０２円でございます。 

 主な事業の概要といたしましては、委員皆様御

承知のとおり、令和２年２月２３日開催予定の玉

名いだてんマラソン、第４３回横島いちごマラソ

ン大会が、新型コロナの影響で直前になり延期を

行ない、３年ぶりに開催することができ、スポー

ツの振興、全国からおいでいただいたランナーと

の地域交流及び地域産業の振興を図ることはもと

より、玉名市ゆかりの日本初のオリンピアンであ

ります金栗四三氏のＰＲや玉名を代表するイチゴ、

ミニトマト等の物産品のＰＲも行なったところで

ございます。 

 事業の成果といたしましては、落ち着いてきた

もののコロナ禍の中での開催であり、募集定員に

は達しませんでしたが、約４,０００人のラン

ナーが御参加いただき、玉名のＰＲができたもの

と考えております。 

 決算額の内訳といたしましては、委託料でＳＮ

Ｓ等での事前ＰＲやゲストランナー費用として９

３万５,０００円、実行委員会への補助金１,６４

１万７,３６７円、その他といたしまして職員時

間外手当、公用車の燃料費等で７８万４,８３５

円でございます。 

 財源といたしましては、その他で５００万、一

般財源で１,３１３万７,２０２円でございます。

その他の５００万につきましては、企業版ふるさ

と納税によるものでございます。 

 決算額の大半を占めます補助金の使途用途とい

たしましては、参加費や完走された方へお渡しし

ましたフィニッシャータオル等の購入、報償費で

４８８万円、エイドステーションの給食用として

振る舞いましたイチゴ、ミニトマト、ラン終了後

の振る舞いで提供いたしましたおにぎりやアオサ

のおみそ汁等の食料費３５６万円、参加者募集チ

ラシやプログラム作成等の印刷製本費が１４６万

円、ゼッケンや参加賞を事前に送付するための通

信運搬費１０５万円等に充てております。 

 これで、議第７０号令和４年度一般会計歳入歳

出決算の説明を終わります。 



 

 －5－ 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

を終わりました。 

 これより、質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議はありませんか。 

○委員（大野豊重君） おはようございます。大

野です。 

 まず、９款消防費なんですけれども、決算書の

２５９ページなんですが、安心安全メール、この

配信の業務委託なんですけれども、これも以前、

所管課のほうにはちょっと相談させてもらったこ

とがあるんですが、受信できる場合と受信できな

い場合があってですね、その辺り、何か、業者の

ほうには相談されて、あとそういったところの問

題点があるのかどうかとか、送信ポリシーの部分

だとか、そういったところは状況はどうなんで

しょうか。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課の二

瀬です。 

 安心メールの受信、できなかった場合とかとい

うことですかね。 

 実は、この件につきましては、安心メールので

すね、システムの改築を行ないました。その際で

すね、エラー停止、配信停止っていうような原因

が発生した状況でございました。それの確認をし

ますと、やはり届いていない、安心メールが届い

てないというようなことでですね、発生したよう

な状況でございまして、その辺りの件数がですね、

やっぱり当初よりも件数が減ったっていうのが現

状でございます。 

○委員（大野豊重君） まだあります。 

 今、答弁で、システム改築を行なったから、そ

れが原因で送信エラーが起こっていたっていうふ

うに聞こえたんですけれども、間違いないですか。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課、二

瀬です。 

 これが、安心メールのシステムの改修を行なっ

た際に、エラー停止、配信停止というのがカウン

トされまして、そのＱＲコードの読み込みやメー

ル送信時の時点でのカウントがされていなかった

と。すいません、ちょっと代わります。 

○防災安全課防災消防係長（前濱俊介君） 防災

安全課、前濱です。 

 委員お尋ねの、登録者のメールに届いていない

件数等がですね、実際、毎月何件かございます。

それにつきましては、業者のほうと毎月確認を行

なっておりますが、明確な理由というのがはっき

り分からないような状況で、お尋ねがあった時に

ですね、その都度対応していくというような状況

で、今、対応しております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 ということは、まだ原因がはっきりしてない。 

 ちなみに、エラーに関してのプルーフリストっ

て出ていますか。何件ぐらい。今、１回の送信あ

たり。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課、二

瀬です。 

 これについては、後から回答させていただきま

す。 

○委員（大野豊重君） そのときに、登録者数と

エラー数というのが分かればと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 引き続き、よろしいでしょうか。 

○委員長（多田隈啓二君） どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 資料５８ページの、９款岱明防災コミュニティ

センターなんですけれども、これは総務委員会の

ときでもちょっと聞いたと思うんですが、すいま

せんちょっともう一度、決算なので改めてお伺い

したいんですが、防災についての活動状況という

のは、いわゆるこの防災センターを使っての防災

活動っていうものが、決算書上からちょっと見え

ないんですけれども、実際活動はどういうことを

やられているのか、その頻度、内容について教え

ていただければと思います。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ
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ミュニティ推進課長の西川でございます。 

 岱明防災センターがオープンしましてですね、

令和４年度における防災の事業なんですけれども、

第１２回の玉名市総合防災訓練が、令和４年の１

１月２０日にですね、岱明防災コミュニティセン

ターにおきましてですね、開催をされております。

内容につきましては、岱明地区の区長さん、参加

者が５０名程度で行なわれております。 

 それと、岱明公民館、防災センターのほうで、

ＪＡ消防訓練ということで、令和５年３月の２日

に火災を想定した避難訓練、これにつきましては、

来館者それと防災コミュニティセンター職員、大

体３０名程度で行なっているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 これは大体、定期的にやられるような事業にな

られますでしょうか。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長の西川でございます。 

 岱明防災センターがですね、昨年度できまして、

令和４年度につきましてはですね、岱明防災セン

ターのほうでですね、市の総合防災訓練が１１月

２日に行なっております。ただ、今年度はまた、

岱明では行なわれることで、ほかの場所で行なわ

れるということになります。 

 それと、ＪＡ消防訓練につきましてはですね、

毎年ですね、年に２回ほどですね、訓練を実施し

ているところでございます。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 ＪＡ消防訓練というのは大体自治区でやるもの

かなとは思っているんですけど、要は消防セン

ター、防災センターとして、何か自主事業として

定期的にやるものがあるのかどうかというのをお

伺いしたいと思うんですが。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課の二

瀬です。 

 岱明防災センターの利用につきましては、消防

団あたりがですね、定期的に消防団会議のほうで

利用しております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 会議のみということだと思うんですが、できれ

ばこのせっかくの、名前、名称自体も、岱明防災

コミュニティセンターなので、防災に関する事業

をもう少しやっていかれたほうがいいのかなとい

うのがちょっと気になっているところです。 

 あそこは防災倉庫、ありますけれども、ちょう

ど昨年のこの決算委員会のときに、多田隈委員長

のほうから、多分これ桃田のほうの倉庫だったと

思うんですけど、中身にどうやって入れ込んでい

くかということで、令和４年度にかけて入れ込ん

でいきますよということだったんですが、この岱

明防災の、あそこの備蓄倉庫、この中身は今どう

なっていますでしょうか。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課の二

瀬です。 

 岱明センターの防災倉庫ですかね。あちらのほ

うには一応今、食料品を一部置いております。そ

れとあと、飲料水あたりを置いております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ということは、まだがらんとしている状況なん

でしょうか。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課の二

瀬です。 

 それとですね、一応資材というかですね、段

ボールベッドだったりとかパーテーションだった

りとか、一部そのあたりも置いております。 

 まだ、がらんというわけではないですが、いっ

ぱいいっぱいなっているような状況ではございま

せん。 

○委員（大野豊重君） その辺り、この決算書の

ほうでは、２６７ページの備品購入費のところで

そろえたという認識でよろしかったでしょうか。

１,０５７万円ぐらい上がっていますけど。これ

はだから、備蓄とはまた別で、センターの部分で
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すよね。センターの建物のほう。ということは、

備蓄倉庫に対して中身に入れ込むための支出とい

うのは、どれぐらいあったのかなと。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課の二

瀬です。 

 備蓄関係につきましては、２００万円程度の支

出があっております。 

○委員（大野豊重君） それはどちらですか。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） ページで言いま

すと、２６３ページですね。５目の防災対策費、

その中の消耗品の中に入っております。２６３

ページの需用費の①消耗品費２１４万４,１１９

円、この中に含まれております。 

○委員（大野豊重君） 下のほうですね。ありが

とうございます。 

 すいません。引き続き、大野です。 

 教育費なんですが、資料でいきますと５９ペー

ジの情報教育の推進事業なんですが、先ほども事

業説明の中で、校務におけるＩＣＴ活用推進事業

ということで、業務の効率化も統合システムに

よって負担軽減を図ることができたということ

だったんですけれども、業務の効率化、そしてま

た負担軽減はどの程度できたのか。結局これが

ちょっと、できましたというのが少し曖昧でして、

何か数値的に表現できるようなものが何かあれば

お願いしたいと思います。 

 何か職員に対してアンケートをとって、業務の

効率化が図れましただとか、あと業務の工数がこ

こまで下がりましたとか、何かそういうのがあれ

ばと思うんですが。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 大野委員のお尋ねの、これまでにアンケート等

をとって数値的なものがあるのかという御質問で

ございますけど、今までですね、そういった教職

員の先生方にですね、どのような項目がよくなっ

たとかアンケート等をとった実例がございません

ので、現在のところは数値的なものはございませ

ん。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども。 

 ということは、効率化、負担軽減を図ることが

できたというのは、あくまでも教育総務課の中で

の話、ではないんでしょうけれども、できればそ

ういったところ、実質、統合システムを予算を

使って入れていますから、このところどれぐらい

負担軽減ができたのかというのをまた、数値的に

何か測るようなものができればありがたいなと思

いますし、あとその下の今度ＩＣＴ支援員のほう

なんですけれども、まだまだ過渡期とは思うんで

すが、要は教職のＩＣＴ機器の活用スキルについ

てお伺いしたいんですけども、これって教職の方

は、今回どこでしたっけ、アイシーティーサポー

トスクエアのほうから、平均７回ぐらい学校に５

名の方が来られて、結局その職員の方は、有効活

用できているのか、もしくはＩＣＴ機器のスキル

が身についているのか、現場の効率はどうなのか、

その辺りを効果としてお伺いしたいんですが。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 ＩＣＴ支援員を有効に活用できているかという

調査のほうが、本年の７月に調査をかけているん

ですけど、ＩＣＴ支援員を有効活用できていると

いう先生方の回答が２６６名の方から回答がござ

いまして、７７.５％の方が有効活用できている

というふうに回答いただいております。 

 それと、ＩＣＴ支援員の今後の必要性について

ということで、大いに必要性を感じているという

回答をされた先生方が２３５名で、全体の中で６

８.５％の先生方が大いに必要性を感じている、

また、必要性を感じている方が１０３名いらっ

しゃいまして、こちらパーセンテージで３０％の

先生方が必要性を感じているということで回答を

得られております。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） であればよろしいかと。 
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 ここもうどんどんどんどん日進月歩でシステム

も変わってきますので、いろんなスキルアップが

必要になるかと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 引き続き、よろしいでしょうか。 

○委員長（多田隈啓二君） どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 引き続き、地域学校協働

活動推進事業、資料でいきますと６２ページにあ

るんですが、ここですね、昨年もそうだったんで

すけれども、予算額に対して、ちょっと実績額が

少ないのかなと思いますし、決算書でいきますと

３１３ページになるんですけれども。すいません

ちょっとまた、もう１年前のことで、ここで聞く

べきかどうかちょっと違うと思うんですが、令和

３年度の実績額というのがちょっと実は知りたく

て。それは何でかっていうと、今年の予算に対し

ての実績額が非常に４９％少ないものですから、

その前の年はどうだったのかなと。その前の決算

書を見るとちょっと、会計年度任用職員のトータ

ル費しか載ってなかったので、ちょっとこの金額

が分からなかったので、もし今ここで分かれば、

令和３年度の地域学校協働活動推進員の実績額、

決算額というのが分かれば、それについてちょっ

と質問をしていきたいと思うんですけども。お分

かりですか。 

 時間かかるようでしたら、質問変えますので、

いいです。 

 要は、予算額に対して、ここもここ数年５０％

程度しか使っていませんので、実際、現場では推

進活動がしっかりとできているのかどうかという

のと、昨年も同じような質問したんですが、推進

員が不足しているところはないというふうに聞い

ていたんですけれども、結構私も推進員さんと仲

いいものですから、私もやっていましたので、結

構入替えが多いのかなという気がしています。 

 なので、そういう入替えが多い中で、そもそも

この事業自体が、なかなかどういうふうに進めて

いっていいか分からないものからスタートしてい

ますので、そういう状態の中で入替えも多いとい

うことは、やり方も難しいのかなと。じゃあ、そ

の中で実際現場では効率的に回っているのかどう

か、その辺りをお伺いしたいんですが。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長の西川でございます。 

 まず、地域学校推進員につきましては、玉名市

の全小学校に１、大規模校、玉中につきまして２

名の計２２名を配置しております。 

 令和４年度のですね、まず活動の実績なんです

けども、令和４年度につきましては、いろんな学

校支援活動があります。見守り活動であったり、

裁縫を教えたり、ミシンとかですね、安全の付添

いであったりとか、水泳の見守りとかですね、そ

ういったいろんな学校支援活動がございまして、

そちらがですね、３,８０４件で、参加の延べ人

数がですね、４万５,５５１人でございます。 

 それと、学校の子どもたちが、地域にですね、

出向いて、地域の行事であったりとかですね、い

ろんな地域のお年寄りへの慰問とかそういった地

域の活動に参加する件数がですね、令和４年で９

５件で参加延べ人数が２,６２１人でございます。

併せてですね、令和４年度が３,８９９件で参加

延べ人数が４万８,１７２名でございます。 

 地域学校の推進員さんですね、初めてなられる

方もおられまして、その方たちにはですね、市か

らですね、毎年年度初めにですね、研修会等をで

すね、行ないまして、いろんな地域学校協働活動

のですね、推進委員としての取り組み方とか、そ

ういった指導等も研修等を行なっているところで

ございます。 

 それと、玉名管内の、１市３町の地域学校協働

活動推進員さんとのいろんな共同の研修会等にも

参加をしていただいて、それぞれの地域の特色を

自分の学校に取り入れるような、学びの取組も行

なっているところでございます。 

 推進員さんは、やはり先ほど委員がおっしゃる

ように、事情、都合により１年間の任期を全うさ
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れて、１年間で交代される推進員さんもおられま

すけども、次の委員さんもやはり前任の方、引継

ぎを行なったりとか地域の方の助言とか学校の先

生の御指導等で、新たに推進員となられた方も自

分なりに一生懸命取り組んでおられる推進委員さ

んもかなりおられます。 

 市といたしましてもですね、そういった初めて

なられた委員さんにもそういった取り組み方とか、

どういった活動をしていいかとかそういった研修

を今後も引き続き行なっていきたいと思っており

ます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 答弁ありがとうございます。 

 今一生懸命頑張っているという答弁ありました

けれども、２年以内に入れ替わる割合って何％ぐ

らい。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） ４人

ぐらいだと思います。 

○委員（大野豊重君） 全体で２２分の４くらい。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） はい。 

○委員（大野豊重君） ボランティアの数は増え

ていますでしょうか。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長の西川でございます。 

 ボランティアの数につきましては、昨年度と比

較すれば若干、延べ人数では増えて、活動が多く

なっておりますので、若干増えております。 

 学校支援活動がですね、延べ人数で言いますと、

昨年度が１,８０５、令和４年度は２,１１５。そ

れと、部活動指導とかは、昨年度が８０５件で、

今年度は２,０５６人でございます。トータルで、

令和３年度は３万３,４３１人で、令和４年度は

４万５,５５１人でございます。子ども１人当た

り大人６.８人ということになっております。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 すみません、もう終わりますけども。 

 延べ人数で言われても、結局その１人が１００

回やるのか１００人が１回やるのかで全然その基

盤が変わってきますので、要はそのボランティア

の数がちゃんと増えていっているのかどうか。い

わゆるこの地域活動推進員というのはあくまでも

地域と学校のコーディネーターであって、そこの

ところが、地域のボランティアを集めてくる、そ

れに対してこの玉名市がどれだけその協力できる

のかっていったところを知りたかったので、聞い

たところだったので。 

 またこのボランティアのところもですね、極力

増やしていけるように、支援をお願いしたいと思

うのと、ここのところについては最後の質問にな

るんですが、この推進員さんだけは今計上されて

いる予算計上としては、時間報酬だけですよね。

時間はたしか１,２００円でしたっけ。これって

その、移動費とかもあるわけでして、できればそ

の費用弁償のところも検討していっていただけな

いかなというのも、要望として上げておきたいと

思います。 

 引き続き、委員長、よろしいでしょうか。 

○委員長（多田隈啓二君） どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 資料の６５ページの文化

財保護事業なんですが、決算書でいくと３２１

ページ。ここ決算書の３２１ページには指定文化

財として委託料が６４６万、うち除草作業として

４９０万。文化財、決算書３２３ページで、２

ページとんでですね、今度は文化財保護活用施設

整備事業が８００万というふうにあるんですが、

これどう違うんですかね。そこをちょっと聞きた

いと思います。 

 ３２１ページの委託料の部分と３２３ページの

施設整備事業費、これがどう違うのか。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） すいません、もう

１回よろしいですか。 

○委員（大野豊重君） はい。３２１ページの指

定文化財委託料っていうのがありますよね。６４

６万。その次、３２３ページの文化財保護活用施

設整備事業８０７万。これがどういうふうな性質

が違うのかなと思ってですね。これは国、文化財、
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県とか市とかそれで分かれているものなんですか。

委託料のところですね。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） 文化課長の瀬﨑で

ございます。 

 ３２１ページの部分の委託料についてはですね、

委託料の内容がそれぞれありますけども、文化財

の管理であったり除草等で、主にですね、その中

に文化財の管理としては、石貫とか山田の藤とか

あるんですけども、大体石貫についての大きな委

託料、施設管理の内容が含まれております。 

 続きまして、３２３ページですけども、こちら

についてはですね、３２３ページの委託料の２番

につきましては、石貫小学校につきまして、文化

財の管理センター、保存センターということに位

置づけにしておりますので、こちらの工事設計委

託ということで、その上の部分の樹木、保守点検、

警備についても、この石貫小学校の跡地の利用に

ついての内容でございます。 

 すいません、ちょっと説明が不十分でしたけど

も、３２３ページの委託料につきましては、石貫

小学校を管理センターにしておりますので、そち

らに関する経費の委託でございまして、前のペー

ジの委託につきましては、文化財を管理する中で、

これには先ほど言いましたように、石貫の穴観音

であったり、山田の藤であったり、そういうとこ

ろの、個々の委託、点検、地元に対する部分と、

また、そういう管理、清掃業務等の委託でござい

ます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 それ、石貫地区以外の文化財についての整備

費っていうのはないんですか。 

○教育部長（藤森竜也君） すいません、教育部

長の藤森です。 

 文化財の維持管理については、経常的な部分が

ほぼほぼ多いので、前のページのほうで、全体的

に全市的に行なっている。旧石貫小学校を今、文

化財の保護管理センターということで整備をして

いる途中でございますので、この分について、事

業を１つ、整備事業ということで項目を設けて、

分かりやすく整理しているというような御理解で

よろしいかと思いますが、よろしいですか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 今、部長答弁のほうで、管理センターのほうは

また別個でやっているから計上しているんだよと

いうのは十分理解できたんですが、となると、そ

の前の３２１ページの部分については、石貫地区

のみではなくて、これは玉名市全体の分の保護文

化財としての整備事業費という認識でよろしかっ

たでしょうか。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） 文化課長の瀬﨑で

す。 

 そのように考えております。それで結構です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 となるとちょっと、歳出になるんですが、玉名

市の文化財保護条例というのがありますよね。こ

れ私もちょっと、全部を読み込んだわけじゃない

んですが、ちょっとすいません、理解ができな

かったので教えていただきたいんですけれども、

市の文化財指定だとか登録だとか、県とか国とか

あるかと思うんですけども、この中で、樹木の伐

採について、要は何か、条例を読み込んでいくう

ちに、大きな樹木の伐採なんかは許可制だったと

思うんですけども、木を切っていいか、それは許

可になりますよと。でもその費用は地元負担とい

うかそういうふうになっているかと思うんですが、

その辺り。 

○文化課文化財係長（末永 崇君） 文化課文化

財係の末永と申します。 

 先ほど委員質問の内容につきまして、文化財に

指定されている樹木等の伐採については、事前に

許可が必要になっているようになっております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 許可が必要だけれども、その辺りの整備費に関

しては地区負担になるわけですね。 

○文化課文化財係長（末永 崇君） 文化課文化
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財係の末永です。 

 指定文化財につきましては、玉名市が所有して

いる文化財と、あとそれから個人の方とか民間の

所有している樹木、文化財等々ありますが、市所

有の文化財につきましてはもちろん市が負担して、

個人所有の文化財等につきましては、原則、所有

者が負担して木の伐採等を行なうわけなんですが、

それに対して市から補助するという場合もありま

す。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 すいません、ちょっと最後聞き取れなかったん

で。 

○文化課文化財係長（末永 崇君） 個人の所有、

それから民間の所有の指定文化財につきましては、

原則、所有者負担でするんですが、その中で費用

の一部を市から補助することもできますので、何

件かそういうことで補助してやっている事例もあ

ります。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 市の所有のものは当然この委託料、整備事業の

ほうに入ってくるかと思うんですが、それプラス、

いわゆる申請者、申請元が基本は負担すべきなん

だけれども、その一部を市でも補助をするという

ことで、この委託料のほうに計上されているとい

う認識でよろしかったでしょうか。 

○文化課文化財係長（末永 崇君） 文化課文化

財係の末永と申します。 

 御指摘の内容で結構です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ちなみに個人の申請元のほうなんですけれども、

これは補助金のみなんですか。それとも何か、業

者委託とかシルバー委託っていうのも含まれるん

でしょうか。 

○文化課文化財係長（末永 崇君） 文化課文化

財係の末永です。 

 文化財の管理状況につきましては、個別の文化

財ごとでシルバー人材センターに伐採等を委託す

るケース、それから一般の土木業者・造園業者に

委託してお願いする場合等々がございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 市のものは当然、市の所有のものは分かるんで

すが、個人からの、申請元が、業者、シルバーに

発注する。そのケースで補助金を出す、もしくは、

直接市のほうから発注をする。こういうことがあ

り得るかどうか。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） 文化課長の瀬﨑で

ございます。 

 市のほうから発注することはございません。基

本的には地域のほうからお願いするということに

なっております。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。

ということは、その地域のほうで、申請元のほう

でやって、それのいくら欲しいからということで、

それに対して補助額を決めて支援をしているとい

う認識でよろしかったですね。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） 文化課長の瀬﨑で

ございます。 

 はい、そのとおりでございます。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 じゃ、引き続きなんですけども、教育に関して

はもうこれで最後なるんですが、これ要望のみな

んですけども、これ毎年、言っていることですし、

委員会でも言っているんですが、全国大会出場激

励金事業費。これせめて、大学生に関しては補助

の対象にしてほしいということを要望しておきま

す。 

 で、質問のほうなんですけれども、マラソン大

会運営事業で、先ほども主要施策の事業説明が行

なわれましたけれども、いわゆるいちごマラソン、

いだてん玉名のところなんですが、大会参加は約

４,０００人ぐらいということで、３,９００人ぐ

らいだったんですかね、そもそもの、このいちご

マラソンを予算化されたときに、大会の予定募集
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数というのはそもそも何人を想定されていたのか。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山です。 

 いだてんマラソン、いちごマラソン、トータル

で８,０００名を募集しております。その中で約

４,０００名ということですので、約半分の参加

者があったということでございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 となると約半分、今おっしゃられたとおりだっ

たんですが、そうなれば、もう少しその宣伝費を

使ってよかったのかなという気はしております。

予算に対して、結構残があるかと思いますので。 

 あともう一つ、要望になるんですが、フルマラ

ソンの制限時間が６時間だったと思うんですけど

も、ぜひここは７時間にしていただきたいと思い

ますし、あともう一つ要望としては、今回、職員

の皆さんはほとんど補助員というか、大会補助で

立たれてたんですけども、ぜひですね、このフル

マラソンへの希望職員がいらっしゃったら、ラン

ナーとしての参加を認めていただきたいなという

ふうに思います。 

 玉名市が企画してやっているのに、玉名市自身

が楽しくやってなければあんまり意味がないもの

になりますので、そんなフルマラソンに何百人も

職員が参加するとは思いませんので、希望する職

員がいらっしゃったら。ペースランナーという意

味合いもありますけれども、ぜひぜひ、２時間狙

う職員、３時間狙う職員いらっしゃいますので、

そこも検討していただければと思います。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山です。 

 まず、最初に御質問がありました時間でござい

ますけれども、時間制限でございますが、時間制

限につきましては、警察との協議もございますし、

地元の横島地区の皆様の生活道路を封鎖して行な

いますので、そちらにかなりの御迷惑をかけてい

るということになっております。ですので、時間

につきましてはちょっと難しいのかなというふう

に考えております。ただ、生活道路でございます

ので、横断につきましては警備をつけて、地元の

皆さんが渡りたいときに危険がない、ランナー切

れた時点でですね、横断をしていただくというよ

うな形を今年度はとりたいというふうに考えてお

ります。 

 それと、職員がマラソン大会に参加するという

ことにつきましてはですね、実行委員会のほうで

決定することでございますけれども、基本的には

先ほどおっしゃいましたペースランナーであった

りとかですね、マラソンを実際走っている職員に

つきましては、よくマラソン大会を熟知していま

すので、そのノウハウを逆にスタッフとして生か

していただきたいという形で考えておりますので、

御理解をよろしくお願いいたします。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。ほ

かに。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課の二

瀬です。 

 先ほど大野委員から御質問がありました、安心

メールの登録者件数及びエラー件数ですが、令和

５年９月１日現在で、登録者件数が７,００５件

です。それと、そのときのエラー件数が１５件と

なっております。その原因については不明という

形になります。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） そのエラーコードが気に

なるところなんですが、私も実際届いたり届かな

かったり、同じ消防団の中でも、俺も届かなかっ

たよっていうのもありますので、単純に今エラー

が１５件で、じゃあ１５人に届いてないのかとい

うわけでもないんですけれども、もしかするとエ

ラーコードの中の一つが５,０００件届いてない

というケースもありますので、もう少しそこのと

ころを追及して調べていただければと思いますの

で、また今後よろしくお願いいたします。 
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○委員（山下桂造君） 山下です。 

 防災安全のほうなんですけれども、先ほど備蓄

品の話が出ておりましたが、備蓄品の、大体５年

計画でためていくという話でしたが、現在どのぐ

らい、何％ぐらい達成していますか。まずお願い

します。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課、二

瀬です。 

 現在の備蓄状況についてということでよろしい

でしょうか。 

 現在ですね、紙おむつとか粉ミルクなどの物資

等につきましては、大体ほぼ１００％の状況にあ

ります。ただ、食料分についてが約３３％という

ことで、ちょっとまだ１００％に至ってないよう

な状況でございます。 

 これについては、今まで災害の支援物資の提供

などを行なっており、その辺りが原因となってい

るのではなかろうかと思っております。ただ、こ

れにつきましても、まとめて購入したりとかした

場合が、廃棄する時期が、ちょっともう一緒に

なったりとかしますので、その辺りは極力計画的

に購入を図ってまいりたいはと考えております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 今、私も一番心配してい

る紙おむつとか赤ちゃんのミルクとかっていうの

はそれはもう大丈夫と言われたんで、安心いたし

ました。これも聞こうと思っていたところであり

ました。 

 あと今度は、２６１ページの１７番に、小型動

力ポンプというのがあるんですが、これは多分消

防ポンプのことだろうと思うんですけども、ただ

それだけ書いてあったんで、どういうものなのか

を教えてください。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課の二

瀬です。 

 こちらは消防団が乗っている積載車ございます

よね。あちらのほうに載っているポンプになりま

す。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） ということは、どっか消

防団の壊れたか、新しくつくったかという形で買

われたんですね。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課の二

瀬です。 

 年数がたっておりましたので、その辺りでの買

換えというような形になっております。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 次、３１７ページお願いします。 

 ここに玉名市公民館支援活動推進事業業務委託

と書いてある、業務委託って書いてあったもので

ちょっと引っかかってしまったんですけれども、

これ委託先は、これはどういうもので、委託先は

何件あるかとか教えていただけますか。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長の西川でございます。 

 玉名市公民館の支館委託料につきましてはです

ね、まず２１支館あります。こちらにですね、均

等割がですね、２４万９,０００円、世帯割が１

戸当たり２９円程度のですね、委託料を各支館で

すね、玉名町支館とか築山支館とかですね、大野

支館とか鍋支館とかに支払っております。 

 この支館委託料につきましては、各支館におい

て、様々な文化事業であったり体育事業、文化祭

とか支館だよりの発行とかですね。それと支館体

育祭とかですね、支館球技大会、グランドゴルフ

とか、ビーチバレーとか、そういった活動のほう

にですね、各支館から使っていただいておる支館

委託料でございます。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） ありがとうございました。

山下です。 

 推進事業っていうことで、それぞれの支館の活

動をっていう話であるということでよく分かりま

した。ありがとうございました。 

 じゃあ、山下、またいいですか。 

 ３１９ページです。 
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 ５番の図書館施設管理事業なんですけれども、

こちらのほうに借上料っていうのがありましたも

のですから、一体何を借り上げているのかなとい

うのをお聞きしたいと思います。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長の西川でございます。 

 １０７万１,６００円の借上料の件でございま

すでしょうか。こちらにつきましてはですね、玉

名市の４図書館のコピー機であったり、ファクス

のリース料でございます。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 分かりました。そちらのほうだったんですね。 

 あとちょっとこれ、素朴な質問だったんですけ

ど、図書館のプリンタ保守業務委託っていうのが

あったんですけれども、これはプリンターの保守

業務っていうのは委託しないとできないことなの

かなと思って、ちょっと伺います。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長の西川でございます。 

 プリンタハードウェア保守委託料、これは４図

書館ございまして、やはり図書館のプリンタです

ので、私ども職員では対応等がなかなかできない

部分もございますので、業務委託をお願いしてい

るところでございます。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ありがとうございました。そういうことですね。 

 次です。よろしいですか。 

○委員長（多田隈啓二君） どうぞ。 

○委員（山下桂造君） ３２７ページです。山下

です。 

 博物館の件なんですけれども、現在、会計年度

任用職員さんは何人いらっしゃいますか。教えて

ください。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） 文化課長の瀬﨑で

ございます。 

 現在ということでよろしいでしょうか。 

○委員（山下桂造君） はい。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） 現在ですね、会計

年度任用職員は４名います。 

○委員（山下桂造君） 山下です。すいません、

失礼します。 

 ごめんなさい。これ、４年度ですね。４年度は

４名ですか、やっぱり。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） 文化課長の瀬﨑で

ございます。 

 ４年度は４名でございます。 

○委員（山下桂造君） 博物館の会計年度の職員

さんたちっていうのは、たしか学芸員さんたち

だったと思うんですけれども、やはり玉名市の歴

史とかもどんどんすごく研究もされていってます

ので、何か会計年度よりもその上のほうに上げて

いただければなというふうなことを思いましたの

で、ちょっと要望いたします。 

 山下です。よろしいですか。 

○委員長（多田隈啓二君） どうぞ。 

○委員（山下桂造君） 次ですが、３２９ページ

です。 

 文化振興事業で、昨年度、笠智衆さんの番組つ

くるっていうことで、その費用を１,６２０万上

げられておりました。 

 今年度、令和５年度３００万という形であった

んですけれども。すいません、ちょっと質問がず

れました。 

 笠智衆さんの１,６２０万円出したことで、著

作権とか、あるいはその作品・番組の利用とか、

これはどんな形になっているか教えていただけま

せんか。 

○文化課長補佐（兵谷有利君） 文化課の兵谷で

す。 

 この件につきましては、著作権というのはです

ね、本来作られたところにありますけども、学術

的とか事業とかですね、そういう文化的な面とか

子どもたちのために使うということは承諾を得て

おりますので、こちらで利用することは可能と

なっております。 

○委員（山下桂造君） 山下です。いいですか。 
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 玉名市で利用することができる、教育のために

利用できるということで認識いたしました。 

 ここでですね、ちょっと話がずれるんですけれ

ども、令和４年度に１,６２０万あって、今年度

３００万という形で、もしよかったら、このぐら

いまだ付けてから、ほかにもいろんな事業ができ

なかったかなと。また、音楽の都づくりというこ

とで持っていければよかったんじゃないかなとい

うことをちょっとここは一言言わせていただきま

す。 

 以上です。 

 すいません、次いいですか。 

○委員長（多田隈啓二君） どうぞ。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 音楽の都づくり事業の中での市民会館固定席、

除去したり復旧したりした作業っていうのがある

んですけど、これ何があったんですか。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） 文化課長の瀬﨑で

ございます。 

 ２月ぐらいだったですか。のど自慢、ＮＨＫの

のど自慢がございまして、あのときに、ステージ

の広さが少し足りなかったということで、２０席

ほどを一時的に撤去したということで、その撤去

した費用、そして復旧した費用でございます。 

 以上でございます。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 分かりました。じゃあ次またいきます。 

 これは学校のほうなんですけれども、学校の各

学校、小学校、中学校ごとに管理費と振興費と分

けてあります。この管理費と振興費と分けてある

理由は何でしょうか。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 管理事業のほうでございますけど、小学校でし

たら１５校の管理に関する部門を管理事業のほう

で上げまして、振興事業のほうに関しましては、

学力検査であったり、様々な学校教育を進めるた

めの事業のほうを計上しているところでございま

す。 

○委員（山下桂造君） 山下です。ありがとうご

ざいます。 

 以上で終わります。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 ２８３ページのところなんですけど、学校給食

費のところで、公会計化されて、徴収的にはどう

ですか。改善したって感じですか。 

○教育総務課長（西原正信君） 学校給食事業に

関しまして、公会計化になり、先週の歳入のとこ

ろでも申したんですけど、収入未済額が１１０万

４,０００円程度ありまして、今現在、６８万程

度徴収ができておりまして、ほとんどの学校給食

費が納められているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 コンビニ収納対応ってのもあるんですけど、コ

ンビニ収納の人も結構いるんですかね。引き落と

しと。 

○教育総務課総務係長（東田優子さん） 教育総

務課総務係の東田です。 

 今年度、コンビニ収納のほうを導入しまして、

督促などの納付書の件数が３００件ほどありまし

て、そのうちコンビニのほうで収納された件数が

約半数、５割程度ございました。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 この督促とかの対応も、今も職員の人がしよる

ということですよね。 

 この人件費２,４００万円ぐらいあっているけ

れども、四、五人でされているということですか。 

○教育総務課総務係長（東田優子さん） 教育総

務課総務係の東田です。 

 督促の業務に関しましては、主の担当と副査の

担当と督促の発送とかですね、電話督促などにつ

いては、２名体制で行なっているところでござい

ます。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 どうしても払えないような生活困窮的なところ
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もあって、いろんな支援につなげたりという対応

も、そこの職員さんでされている、できてるって

感じですか。 

○教育総務課総務係長（東田優子さん） 教育総

務課総務係の東田です。 

 就学援助のほうのですね、勧奨等ですね、

ちょっとそういう支援の制度があるということで

ですね、お話をしております。 

○委員（北本将幸君） 大丈夫です。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。ほ

かに。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 決算書のですね、２７３ページと２７６ページ

に学校規模適正化事業というのが挙げてあるんで

すけど、玉陵中校区と天水中校区ですね。これは

どういった事業をされたんだったかなと思って、

お尋ねします。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 まず、学校規模適正化事業の玉陵中学校校区で

ございますけど、旧梅林小の花壇の整備であった

り、通路等を整備を行なっております。 

 すいません、学校規模適正化事業の天水中学校

校区におきましては、現在まだ、今現在、小天東

小のほうをプロポーザルにて公募を行なっており

ますけど、維持管理のほうは、除草委託であった

り高木の伐採業務委託であったり、維持管理業務

のほうを行なっているところでございます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 玉陵中校区という校区の中での学校規模適正と

いうのは、売却が済んだとこはよしとして、まだ

玉名市の財産として残っておるところは先ほど

おっしゃった花壇の整理とかいろんなことの事業

をこれで、適正化事業の中で賄うということでよ

かですかね。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 旧月瀬小学校の緑地管理業務委託であったり、

梅林小の緑地管理業務委託等に予算のほうを執行

いたしております。それプラス、月瀬小において

はですね、樹木の伐採であったり、梅林小は売却

時に境界復元等の測量業務委託に使用していると

ころでございます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 分かりました。 

 それでは、決算書のですね、２７７ページにな

るのかなと思うんですけど、市内小中学校の先生

たちで、玉名市が雇用する非常勤の先生がいらっ

しゃると思うんですけど、これは何人ぐらいおん

なはっとですかね。令和４年度では。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 市のほうで雇用しております非常勤講師として

は、ゼロでございます。熊本県が雇用している非

常勤講師がおります。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 何人というと、何月から何月までとかいろいろ

あるけん、ちょっと変えまして、おんなはっとで

すよね。いらっしゃるか、いらっしゃらないかで。

玉名市が雇っている非常勤の講師、非常勤の先生

のことです。 

○教育部主席審議員（荒谷邦治君） 教育部の荒

谷です。ちょっと確認いたします。 

 多分今、前田委員がおっしゃっているのは、前、

３５人学級をしていたときのような授業をする者

ということでしょうか。 

○委員（前田正治君） そうですね、そういった

ことも含めて。 

○教育部主席審議員（荒谷邦治君） 市のほうで

雇っている講師はおりません。ゼロです。 

○委員（前田正治君） おらんですか。 

○教育部主席審議員（荒谷邦治君） はい。 

○委員（前田正治君） ほんなら、県が雇った正

式の先生と臨時採用の先生、それしかおらんとい
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うことですね。 

○教育部主席審議員（荒谷邦治君） 教育部、荒

谷です。 

 県が雇っている正規の職員と非常勤講師、これ

はもうほぼ担任とか授業をしますけど、併せて非

常勤講師がおりまして、全部入ってないところに

週３回、理科を教えに来るとか、そういった先生

もいらっしゃいます。３種類になります。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 それはあくまで県が雇用しているという、雇用

関係というのは、県の教育委員会と本人というこ

と。玉名市は全然関係しとらんということでよか

ですかね。 

○教育部主席審議員（荒谷邦治君） 教育部、荒

谷です。 

 委員のおっしゃるとおりございます。 

○委員（前田正治君） ほんならよかですよ。分

かりました。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありませんか。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長の西川でございます。 

 先ほど大野委員からですね、御質問がございま

した、令和３年度の報償費の地域学校共働活動の

報償費ですけれども、３７８万５,５３４円でご

ざいます。 

 推進員さん２２名と、あとは放課後子ども教室

の方に、１２名ですけども、支払っております。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 以上で、議第７０号令和４年度玉名市一般会計

歳入歳出決算に関する質疑及び委員間討議は全て

終結いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 議第７０号について討論はありませんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 私は議第７０号一般会計の決算認定について、

私は反対をいたします。 

 その理由は、当初の予算のときも申し上げまし

たが、新型コロナ対策ということで、保育士等処

遇改善臨時特例交付金というのが国から来たんで

すけど、玉名市の場合は、これ、私立の保育士の

処遇改善は予算化もしてあったですけど、公立の

保育士あるいは会計年度任用職員の保育士につい

ては予算化を見送ったわけですよね。 

 ところがこの交付金の趣旨というのは、公立も

私立も、それは差をつけるべきじゃなくて、一様

にやっぱちゃんと待遇を改善しなさいというよう

な主旨だったわけなんですけど、それがされな

かったというようなことで、認定については反対

をいたします。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに討論ありませ

んか。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより採決に入ります。 

 議第７０号令和４年度玉名市一般会計歳入歳出

決算については、異議がありますので、挙手によ

る採決にいたします。 

 議第７０号について、認定することに賛成の諸

君の挙手を求めます。 

   ［賛成者挙手］ 

○委員長（多田隈啓二君） 賛成多数であります。

よって、議第７０号については、認定することに

決定いたしました。 

 ここで、執行部の入替えのため、暫時休憩いた

します。 

 再開は１１時半から行ないます。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１１時１７分 休憩 

午前１１時２９分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 
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○委員長（多田隈啓二君） 休憩前に引き続き、

委員会を開きます。 

 次に、議第７１号令和４年度玉名市国民健康保

険事業特別会計歳入歳出決算を議題といたします。 

 執行部から１０分以内での説明を求めます。 

○会計管理者（土村正成君） 会計管理者の土村

です。 

 歳入歳出決算書の３５０ページを御覧ください。 

 議第７１号令和４年度国民健康保険事業特別会

計歳入歳出決算書でございます。 

 説明に入ります前に、特別会計の説明の流れを

御案内しておきたいと思います。 

 まず、一番初めに、歳入合計の読み上げ、歳出

合計の読み上げ。次に、実質収支の読み上げ、こ

こまでを私のほうでさせていただきます。次に、

主管課長から主要施策に関する説明という形で進

めさせていただきたいと思います。 

 それでは、３５１ページと３５２ページを御覧

ください。 

 歳入ですが、一番下の段、歳入合計額を御覧く

ださい。 

 左から、予算現額８８億７,５２４万２,０００

円、調定額９６億８,４７６万４,８８３円、収入

済額９２億６６２万４,８１３円、不納欠損額１,

７４５万３,６０３円、収入未済額４億６,０６８

万６,４６７円。一番右は、予算現額と収入済額

との比較になっています。 

 １款国民健康保険税から８款諸収入までの各款

項ごとの決算額は、歳入合計の上段にそれぞれ記

載のとおりです。個々の読み上げは省略させてい

ただきます。 

 なお、不納欠損額と収入未済額については１款

国民健康保険税の額となっており、２款から８款

までの各款においては、不納欠損額、収入未済額

はありません。 

 また、歳入の目や節ごとの決算額の詳細は事項

別明細書に記載していますので、別途御参照くだ

さい。対象のページは３５９ページから３６６

ページです。 

 引き続き、歳出決算の説明をさせていただきま

す。 

 ３５３ページを御覧ください。 

 ３５３ページと３５４ページには、１款総務費

から８款諸支出金までの款項ごとの決算額を記載

しています。 

 次の３５５ページと３５６ページを御覧くださ

い。 

 ９款予備費と歳入合計を記載しております。 

 歳入の説明と同様に、各款項ごとの読み上げは

省略させていただきますので、３５５ページ一番

下の歳出合計を御覧ください。 

 左から、８８億７,５２４万２,０００円、支出

済額８５億９,８０９万８２６円、翌年度繰越額

はありません。不用額２億７,７１５万１,１７４

円。一番右は、予算現額と支出済額との比較に

なっています。 

 歳出の目や節ごとの決算額の詳細は事項別明細

書に記載しておりますので、別途御参照ください。

対象のページは３６７ページから３８８ページで

す。 

 次に、実質収支を説明いたします。 

 ３８９ページ、御覧ください。 

 実質収支に関する調書は、１,０００円単位の

記載となります。上から、歳入総額９２億６６２

万４,０００円、歳出総額８５億９,８０９万１,

０００円、歳入歳出差引額６億８５３万３,００

０円、翌年度へ繰り越すべき財源はありません。

実質収支額６億８５３万３,０００円となってい

ます。 

 次に、保険年金課長から主要な施策について説

明をいたします。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 国民健康保険事業特別会計から、２つの事業に

ついて御説明します。 

 主要な施策の成果に関する説明書７１ページ、
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決算書は３７９ページから３８２ページとなりま

す。 

 １つ目は、予算科目５款１項１目特定健康診査

等事業費、決算額は５,１４４万２,３６１円でご

ざいます。 

 事業の成果といたしまして、特定健診は、受診

対象者１万２,６１６人に対しまして受診者が３,

９５４人で、受診率が３１.３％。特定保健指導

は、対象者６８１人に対し実施者が５５１人とい

うことで、実施率は８０.９％でございました。 

 なお、令和４年度は、心電図検査の結果、心房

細動の所見がある方への保健指導も実施しており

まして、対象者が２６人で実施者が１８人、受診

率が６９.２％でございました。 

 続きまして、主要な施策の成果に関する説明書

７２ページをお願いします。決算書は３８３ペー

ジから３８４ページです。 

 ２つ目の事業は、予算科目５款２項２目健康づ

くり推進費、決算額は９３２万８,５２７円でご

ざいます。重複・頻回受診訪問指導でございます。 

 事業の成果といたしまして、重複・頻回受診訪

問指導は、医療機関を重複・頻回受診している、

もしくは重複服薬、多剤服薬している被保険者の

中から、レセプト上で訪問指導の優先順位の高い

方を選別し、委託業者に登録されている保健師等

が被保険者宅を訪問の上、本人及び、必要に応じ

て、家族にも対し、助言指導を行なっております。

原則１人当たり２回の訪問指導を行なっておりま

す。 

 その結果、下のほうに実績が上がっております

が、まず、重複受診者につきましては、効果検証

ができる被保険者３５人中３３人に改善効果が確

認されており、１人１か月当たりの医療費の削減

効果額が１万４,１１７円となっております。 

 その次の頻回受診者につきましては、効果検証

ができる被保険者４人中４人に改善効果が確認さ

れており、１人１か月当たりの効果額が８,１２

８円となっております。 

 なお、重複服薬者、多剤服薬者の効果額は、下

に記載のとおりとなっております。 

 以上で、国民健康保険事業特別会計の説明を終

わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

を終わりました。 

 これより、質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議はありませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 まず、歳入のほうなんですが、調定から収入済

み、そして収入未済のところで、これ結局その２

０２５年問題に関して、どんどんどんどん増える

んじゃなくて、こっちの、国保のほうからは減っ

ていくんですかね。で、後期高齢のほうに移行し

ていくと思うんですが、その中で、この国保から

後期高齢に関しての資格喪失の内訳をお伺いした

いんですけど、分かりますか。 

○委員長（多田隈啓二君） それでは、議事の都

合により暫時休憩いたします。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１１時４１分 休憩 

午後 １時００分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） それでは、休憩前に

引き続き委員会を開きます。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 午前中の大野委員の御質問ですが、資格関係の

喪失とかですね、そういった後期高齢の移行とか、

まず、後期高齢の移行の数ですが、令和４年度中

が８７１人ですね。それから、代表的なもので社

保離脱とか社保加入というのがございますけども、

まず、社保離脱につきましては、会社を辞めた方

の移動につきましては１,３５１人。それから、

反対に社保加入の資格喪失が６５８人ということ

になっております。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） はい。ありがとうござい
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ます。 

 次にですね、後期高齢に移動した分のタイミン

グというか、その計上のタイミングっていうので

すかね。要は７４から７５になるときに、その年

度の途中でなると思うんですけど、調停は年に１

回ですか、それとも誕生日月で何か、その調定を

切り替えるとかそういうふうにされているんです

か。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 当然今、大野委員がおっしゃったように、誕生

月ですね、そこから調定は上がるものですけど、

基本的には、例えば年度中はいいんですけども、

例えば３月とか年度末に誕生を迎えられる方につ

いては、ちょっと決定通知あたりがですね、４月

になったりとか、そういったことは出ております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ありがとうございます。 

 次の質問ですけど、一般会計からの繰入金なん

ですけど、これの算出の根拠。例えば職員給与だ

とか減免負担とかいろいろあると思うんですけど、

この算出の根拠ってちょっと教えていただければ。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 一般会計繰入金につきましては、２億数千万で

すかね。まずそれが、担当の職員の人件費、税務

課の賦課とかですね、あと支所関係もありますけ

ども、人件費と、それから事務費、それから出産

育児一時金の費用ですね。そういったものが代表

的なものになります。 

 あと、７億円ほどですね、会計から繰入れが

あっておりますけど、その差額は保険基盤安定負

担金ですね。保険税を軽減した分、あるいはそれ

の保険者の支援分ということで、４億五、六千万

円ぐらいあったかと思います。トータルで７億円

以上の繰入金があっているというところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 繰入金の際の、減免にな

る人も多分その中に入っていると思うんですよね。

減免対象となった人の令和４年度の内訳って分か

りますか。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 今の分、減免というのはどういった範囲になり

ますかね。すいません。 

○委員（大野豊重君） 要は、保険税がいろいろ

な収入だとか、減免になる対象の人が何人かい

らっしゃると思うんですけど、その分減免になっ

た分を、結局国からのやつで、今度は一般会計を

通じて繰入金で入ってきますよね。 

 対象の減免者というか、保険税が減免になる人

の対象。それが何人ぐらいいらっしゃるんかなと

思って。 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です。 

 実績としまして、４年度の実績を申し上げます

と、軽減、７割、５割、２割の軽減がございます

けれども、総額で３億３,４００万円の軽減をし

ております。 

 あと、子ども軽減という形で均等割の軽減をし

ておりますけども、それが７１３万５,０００円

程度減額をしております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど。 

 それに関連して、子ども医療費。今年、玉名市

も高校生までやったと思うんですけど、それに対

してのペナルティーのやつがあったと思うんです

ね。 

 これってたしか、厚労省から今年の４月ぐらい

にもうそれは全国的にほとんどやっていることだ

から、なくしましょうかっていうふうな、何か

ニュースが出てたんですけど、これってどうなっ

たんでしたっけ、結論は。まだはっきりしてな

かったですかね。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の
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松下です。 

 確かにそういった動きがありますけれども、

ちょっとまだはっきりとは、いつからとかそう

いったのは分かっておりません。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 国庫分のペナルティーの

額っていうのは、何か分かるんですかね。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 今現在はですね、就学前がペナルティー対象外

だったと思いますけれども、以前ちょっと担当と

その辺話していたときですね、もう１年以上の話

なんですけども、その頃ちょっと幾らぐらいあっ

とかなということで聞いたときは、二、三百万ぐ

らいじゃなかったかなと記憶しております。 

 すいません、アバウトな数字で。 

○委員（大野豊重君） 大丈夫です。ありがとう

ございます。 

 それぐらいであれば大丈夫だと思います。 

 繰越金がちょっと年々増加しているのかなと思

うんですよね。毎年少しずつ。令和３年度からす

ると約１億円ちょっと増えていますけど、これっ

て適正なのかどうか分からないんですけど、これ

適正なんですか。増やしていっているのは。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 別に増やしているわけではなくてね、結果の数

字ですけども。３年度決算のときが、実質収支が

６億５,５００万円ぐらいあったかと記憶してい

ます。今年度が６億８００万円ということでです

ね、繰越金自体減っておりますけど、当然ここは

繰越しがあったほうが運営的にはといいというふ

うで認識しております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 最後になりますけど、これも昨年聞いたんです

が、未納者の資格停止処分があって、昨年の質問

だから、令和３年度の短期証明書が４００人で、

資格証明書が７０人ということだったんですが、

令和４年度はこれどういうふうになりましたか。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 ちょっとあの、令和５年の７月末現在の数字で

ちょっと把握しているんですけど、それでよろし

いですか。年度末では、ちょっとすいません、把

握してないですけども。 

 ５年の７月末現在で短期証が４１８世帯ですね。

それから資格証明書は７０世帯という結果です。 

 申し訳ありません。 

○委員（大野豊重君） 以上です。ありがとうご

ざいます。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議は。 

○委員（立川信之君） 立川でございます。 

 決算書のですね、３７５ページですけれど、出

産育児一時金のことでございます。 

 これでですよ、何というかな、この国保に加入

されて、外国の方なんですけれど、外国に子ども

がいても、これが請求ができるそうなんですけれ

ど、玉名市の場合、これ、外国に支払った実績と

いうかな、それは何人ぐらいだったですかね。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 ゼロでございます。 

○委員（立川信之君） 今年も。 

○保険年金課長（松下 匡君） はい、今のとこ

ろ。 

○委員（立川信之君） 分かりました。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。ほ

かに。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 主な施策の７１ページですけど、特定健診の健

診率は、熊本県内で玉名市は何番目ぐらいに位置

しとるですかね、今。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長の

村上でございます。 
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 受診率の県内の１４市の中での位置づけ、本市

の特定健診の受診率の、例えば県内１４市の中で

の位置づけということでよろしいでしょうか。 

 大まかに言いまして、そうですね、大体中間ほ

どと言えると思います。 

 例えば５年前の平成３０年度から、これが第５

位。令和元年度が７位。令和２年度が大分落ちま

して１１位です。令和３年度が１１位ということ

でございます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 玉名市からこの前ＬＩＮＥで来たんですけど、

この前も言いましたけど、食べ物、どぎゃんとば

食べよっですかというアンケートを今、実施中で

すよね。その中にメタボとメタボ予備軍が県内で

ワースト１位と、そういう汚名があっとですけど。

受診率をやっぱし、ワースト１位を返上する一つ

の手だてとして、受診率の向上があると思うんで

すけど、受診率を上げるための手だては大体どう

いったことをされていますか。 

 従来どおり、さらに力を入れてこういう取組を

しましたというのがあったら、ちょっと紹介して

ほしかですけど。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長の

村上でございます。 

 この受診率の向上、これもう最終的にその人を

検診に向かわせないといけないという非常にある

意味ちょっと難しい側面があるかと思います。も

ちろん、うちの保健師とか一生懸命、当課を挙げ

て、受診率の向上につきましては、あらゆる機会

を捉えて周知をしておるところでございますが、

これは、令和４年度、これだけ目新しい何かやっ

たかというのはそういうことではなくて、こつこ

つと着実にそういった努力はしてきたつもりでご

ざいます。 

 今ちょうど協議しておりますのが、例えば、何

て言いましょうか、気楽に検診に足を運べる、例

えば受診の申込書について、ちょっと細かいとこ

ろですけども、その様式等について今ちょっと協

議をしているところでございます。と言いますの

も、申込書も、正直なところ、いろんな検診内容

があって、非常にちょっと、ぱっと見た目、

ちょっと複雑なところが正直ございますので、そ

の辺りの簡単に、ちょっと簡略化とか、まずその

辺りは、今後やっていきたいとは思っております。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 いつも毎年送ってくっとですけど。ここで受診

してくださいということで。やっぱし本人に、あ

れ見ると、確かにいろいろ書かなんけんですね、

せからしかなって思う人もおるかもしれん。 

 ですから、本人が特定検診を受けたいという思

いがあれば、例えばもう住所と名前だけ書いて送

り返すとかですね。あといろいろ面談するときに、

聞いて書き込めばよかけんですね。そういった、

何というかな、申込みのやりにくさというか、そ

の辺もやっぱ改善するのも一つの手だてかなと私

も思います。 

 それと、続けてよかですか。 

 ７２ページの重複・頻回受診訪問指導なんです

けど、これはそれなりに実績が上がってよかかな

というふうに感じます。 

 ただこれも、さらに、こういったことと特定健

診を受診してもらうということも併せて、何とい

うかな、市民の皆さんに行政側から働きかけると

いうか、病院に何遍でん行ったりとか、同じ薬ば

何遍でん飲んだりするような人はですね、やっぱ

それぞれいろいろ悩みを抱えている、あるいは誰

にも相談しようがないとか、そういったことを

思っているような人がおっとじゃないかなと思う

とですよね。これは私が勝手にそげん思うとです

けど、そういう人こそ、やっぱ、行政からの手だ

てとちゅうかな、そぎゃんとが必要だと思います

ので。さらに健診受診率を上げるような取組とか、

こういった頻回受診をなくすような取組は、人材

も増やしてですね、力を入れて、ぜひ取り組んで
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ほしいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議はありませんか。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 決算書のですね、３６１ページだった。 

 保険給付費等交付金が、減額補正で５億７,３

００万ぐらい補正されているじゃないですか。こ

れは原因としては、やっぱ実績でこぎゃんなっ

とっていうふうに思うとですけど、これが減額さ

れたということは、玉名市の国保にかたっとる人

がそれだけ病気ばせんだったということかなと思

うとですよ。給付が減ったけん、県からの補助金

も減っとっとかなと。 

 そうすると、３７７ページの、今度は健康保険

事業納付金が３,８００万ぐらいの減額なんです

けど、これも実績でこうなのかなと。そすと、全

体的には納付金は当初の予定でこれだけというこ

とで、県から来るだろうということで納付金を予

想して、国保で言えば、算出するわけですよね。

すっと、納付金が減額なったけん、その分は、国

保で言えば、うんと集めたかなというふうに考え

ても別におかしくなかわけですよね。集め過ぎた

かなと。 

 その点じゃあ、結果的には繰越金が次年度に

入っとるけん、全体の財政にそれが反映されるけ

ん、結果的には、税金ばうんと集め過ぎとった

ばってん、次の年にそれが入るけん、同じかなと、

上げんでよかっだけんですね。そういうことにな

るかなと思うとですけど。 

 そこら辺は、保険給付等交付金とか国民健康保

険事業納付金というのは、やっぱこうやって、大

幅に変動するものですかね。実績だけん、そう

だって言われると、そうかって思うけど。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 まず、納付金の５億７,３００万ですかね。こ

の分の補正につきましては、これは１２月だった

か３月だったかですね、ちょっとそこは記憶定か

じゃありませんけども、たしか西川委員のほうか

ら質問があったですかね。そんときは、ですから

歳出で当然お金が動いた以上、歳入でも同額を動

かさないかんわけですね。 

 当然、高額、億単位の補正額ということで、そ

のときは、見た目ですね、保険給付費等交付金が

減ったような形になっているんですけれども、実

際はそうではないと。実際の話はですね。ただ一

時的にちょっと、財源として調整するような形、

歳入歳出同額にするというものですからですね。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ちょっとようと理解できんとですけど、もう

ちょっと詳しく説明お願いします。 

○保険年金課長（松下 匡君） ちょっとこれ説

明がですね、なかなか難しいんですけど。 

○保険年金課長補佐（納冨龍之介君） 保険年金

課の納冨と申します。 

 前田委員が御質問された５億７,３００万の歳

入は、３月議会での補正予算かと思います。この

とき、５億７,３００万マイナス補正をしている

んですが、同時にですね、歳入で繰越金の６億ぐ

らいをプラスで補正予算を組んでいます。 

 当初予算は、課長が申したとおり、歳入と歳出

の調整をするために、財源をですね、どう言った

らいいんでしょう、取りあえずはその普通調整交

付金に多く歳入を見積もっとって、繰越金の金額

は、ここでいくと、令和４年度の繰越をするとす

ると、６億ぐらいの繰越金が今発生しているかと

いうふうに捉えていただけるといいと思います。 

 多分５年度の当初予算を見られると分かるんで

すが、前年度の繰越金が当初予算でいくとそのま

ま６億ぐらいの繰越金を上程しているかというと

そうではなくて、約１,０００万ぐらいの繰越金

を上げております。 

 ここで歳入のバランスをとったところで、３月

決算等のおおむね見込みができた段階で、この普

通調整交付金、保険給付費等交付金については、
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おおむね決算額に合わせたところでマイナス補正

をするという形を今、玉名市の国保特別会計は組

んでいるということで御理解いただければと思い

ますが、よろしかったですか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 要は、国から、県からもらうお金が減ったと。

減ったけど、玉名市が給付として出す分も減った

けん、国、県からくっとも減っとる。しかし、最

終的には、次年度にきちんと決算が出た時点でで

すね、次年度にその余った分というか、残った分

は反映するということですかね。分かりました。 

 積立金も、今のところゼロだけん、それはずっ

と順繰り順繰りきよっとかなと思ったんですけど。

分かりました。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第７１号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 議第７１号令和４年度玉名市国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算については、全員一致を

もって認定することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

採用決定いたしました。 

 令和４年度玉名市後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算を議題といたします。 

 執行部から１０分以内での説明を求めます。 

○会計管理者（土村正成君） 会計管理者の土村

です。 

 歳入歳出決算書の３９１ページを御覧ください。 

 議第７２号令和４年度後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算書です。 

 歳入から説明してまいりますので、３９２ペー

ジを御覧ください。 

 一番下の段、歳入合計を御覧ください。 

 左から、予算現額１０億８,４３７万７,０００

円、調定額１０億７,３７２万４,５８６円、収入

済額１０億７,０３１万７８６円、不納欠損額１

０４万３００円、収入未済額２３７万３,５００

円。一番右は、予算現額と収入済額との比較に

なっています。 

 １款後期高齢者医療保険料から５款諸収入まで

の各款項ごとの決算額は、歳入合計の上段にそれ

ぞれ記載のとおりです。 

 なお、不納欠損額と収入未済額については、１

款後期高齢者医療保険料での額となっており、２

款から５款までの各款においては、不納欠損額、

収入未済額はありません。 

 また、歳入の目や節ごとの決算額の詳細は事項

別明細書に記載していますので、別途御参照くだ

さい。対象のページは３９８ページから４０３

ページです。 

 引き続き、歳出を説明いたします。 

 ３９４ページを御覧ください。 

 １款総務費から４款諸支出金までの款項ごとの

決算額を記載しています。 

 各款項ごとの読み上げは省略させていただきま

すので、一番下の歳出合計を御覧ください。 

 左から、予算現額１０億８,４３７万７,０００

円、支出済額１０億６,９７４万２,７８６円、翌

年度繰越額はありません。不用額１,４６３万４,

２１４円、一番右は予算現額と支出済額との比較

になっています。 

 歳出の目や節ごとの決算額の詳細は事項別明細

書に記載しておりますので、別途御参照ください。

対象のページは４０４ページから４０９ページで

す。 

 次に、実質収支を説明いたします。 

 ４１０ページを御覧ください。 

 実質収支に関する調書は、１,０００円単位で
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の記載となります。上から、歳入総額１０億７,

０３１万１,０００円、歳出総額１０億６,９７４

万３,０００円、歳入歳出差引額５６万８,０００

円、翌年度へ繰り越すべき財源はありません。実

質収支額５６万８,０００円となっています。 

 次に、保険年金課長から主要な施策について説

明をいたします。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 後期高齢者医療特別会計から３つの事業につい

て御説明します。 

 主要な施策の成果に関する説明書、７３ページ

をお願いいたします。決算書は４０６ページから

４０７ページです。 

 予算科目は３款１項１目健康診査費、決算額は

２,９０１万７２５円でございます。 

 まず、医科健診と歯科口腔検診でございます。 

 事業の成果でございますが、令和４年度の医科

検診及び歯科口腔検診につきましては、検診期間

を玉名郡市医師会や玉名郡市歯科医師会と協議し、

８月から１月末までの期間で実施しました。 

 まず、医科検診につきましては、対象者１万１,

１９９人に対し受診者１,６６２人で受診率は１

４.８％という結果でございました。次に、歯科

検診につきましては、対象者同じく１万１,１９

９人に対しまして受診者が１２７人で受診率が１.

１％でございました。 

 次に、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な

実施事業でございます。 

 事業の成果でございますが、対象地域につきま

して、高齢化率が高い生活圏域の玉陵、玉南地区、

それから有明、天水地区の２地区を対象といたし

ました。対象者を医科検診受診者の中から選定し、

個別支援につきましては、検診結果からＢＭＩ１

８.５未満の痩せ気味で、高血圧・高血糖を併せ

持つ人などにですね、重症化予防対象者につきま

して健康指導等を行なっております。 

 糖尿病性腎症重症化予防で１１８人の支援、そ

の他の生活習慣病等重症化予防で４８人の支援な

どを実施をいたしました。 

 また、玉陵、玉南、有明、天水地区の通いの場

５３か所へ出向き、参加者に健康教育、健康相談

などですね、保健師さんあたりが当たっておられ

ます。 

 以上で、後期高齢者医療特別会計の説明を終わ

ります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

を終わりました。 

 これより、質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議はありませんか。 

○委員（大野豊重君） すいません、大野です。 

 まず、この後期高齢者の状況についてなんです

けれども、対象は何人で何世帯ぐらいか。これは

もう令和４年度で構いませんけれども。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 令和４年度はですね、年度末で１万２,１４６

人でございます。世帯は、ちょっとこれは、基本、

後期高齢者個人なので、世帯はちょっと分からな

いです。 

○委員（大野豊重君） 続けて、大野ですけども。 

 それ何で聞いたのかっていうのが、昨年１０月

から後期高齢者医療、この制度が変わりましたよ

ね。いわゆるその２割負担の分が出てきたかと思

うんですが、そこで単身だったら２００万、夫婦

だったら３２０万以上だったら２割負担というふ

うになったので、ちょっとそれで、じゃあ、この

玉名市で、その対象となっているのが何人何世帯

いるのかなと思ってですね。 

 じゃあ、何人で構いませんので。その２割負担

ですね。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 今現在の数字、本当は直近の数字ではないんで

すけど、少し前の数字になるんですけども、大体

２割負担の方がおよそ１,５００人ほどいらっ
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しゃいます。１割負担の方が１万３００人ぐらい

いらっしゃる。３割負担は４４０人ほどいらっ

しゃいます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 大体全国平均が、２割ぐらいがその２割負担と

いうふうに聞いているんですけど。すごいですね、

３割負担が４４０人いらっしゃる。 

 再質問になるんですけど、そのときに、いわゆ

る配慮措置が、令和４年１０月から令和７年９月

まで配慮措置がありますよね。いわゆる負担増額

分の３,０００円を超えた分を月額で、国補助で

払い戻すという。これはいわゆる、説明書、国か

らの、厚生労働省のを見ると、郵送で対応すると

いうふうになっているんですが、いわゆるその払

戻しの口座を登録しないといけないということな

んですが、これ１００％登録できていますでしょ

うか。その対象の１,５００人の方は。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 この辺りはですね、例えば加入されるときに、

年齢到達のときに、例えば高額医療費の登録とか

ですね、そういったことで口座等は登録をほぼ全

員の方にいただいている状況です。 

 ですので、この部分に関しましても、全然問題

ないかなというふうに考えています。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 であれば大丈夫だと思うんですが。ただここで、

多分去年も警察とかからも案内があったと思うん

ですけど、高額医療費の還付詐欺というのが、

やっぱちょこちょこ出てきたかと思うんですね。

玉名市では何かその辺、何かそういうのが、引っ

かかったとか、そういう情報が上がったようなも

のはありましたか。これもう任意で構わないんで

すけど。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 その辺はですね、広域連合を通じて、よく文章

は回ってまいりますけれども、玉名市で、例えば

後期高齢者の被保険者が被害に遭ったというのは、

ちょっと、私の把握している範囲ではないかなと。

ないというところです。 

○委員（大野豊重君） 情報が入ってきてないと

いうことであれば、もう、そうだと思うんでです

ね。 

 あと、この一般会計の繰入金なんですけれども、

これも先ほどの国保のと似たようなもんなんです

が、結局その後期高齢になってくる方が増えてき

て、その分それをどんどん対応していかなきゃい

けないですよね。いわゆる職員。職員の数という

のは、今、充足しているのかどうか。今後増やさ

なきゃいけないのか、増やすときにはどういう対

応されるのか、その辺りをちょっとお聞かせいた

だければ。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 今現在、後期高齢者医療係は、正職員が４人、

それから会計年度任用職員が１人ということで５

人体制ということになっています。今のところ、

増やすとか、そういったことは考えておりません。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。

まだまだ大丈夫ということなんですね。 

 これについてちょっと最後の質問になるんです

けども、資料の７３ページの、決算書でいくと４

０７ページになるんですが、健康保持増進事業費

というのがありますよね。これ、内訳を見ると、

不用額が毎年２０％から２５％出てるんですけれ

ども、いわゆる健康診査費の不用費ですね、委託

料のところ。これ、どんな要因か。先ほどの、国

保のときに説明があったような、似たようなもの

なんですかね。受診率が。ここより全然高いと思

うんですけど。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 先ほど大野委員もちらっと言われましたけども、

医科健診と、及び歯科口腔健診、この辺の受診率
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が、歯科口腔検診につきましてはもともと低いん

ですけども、３年度と４年度は同じような数字１.

１％、医科健診がちょっと減少傾向になっており

ます。 

 ですので、そちらのほうの、要するに委託費で、

一旦広域連合から市に歳入として受けて、余った

分はまたという形になりますので、残っている分

は、その受診率ですね、その辺にちょっと結びつ

かなかったというのは一つの原因かなと思います。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 その辺りを対応するために、先ほども前田委員

のほうから聞かれた、そのときの答弁があったん

ですけど、それと同じように、簡素化じゃないけ

ど、簡略化というか、申込みのときの簡略化をし

ていくとか、それと同じような方針で考えられて

いるということでよろしいですか。それとも何か、

もうここはまた別の考えでやられるのか。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 国保のほうとそうそう変わらないと思いますが、

後期高齢のほうの医科検診につきましてはですね、

例えば保険証とか、その辺を発送する時期に、年

度更新のときですね、７月中の初旬に、同じよう

な形で受診券をですね、全員の方に送付している

ところです。 

 その受診券の中にいろいろこう、アンケート内

容といいますかね、そういったものも入っている

んですけれど。それもありますし、あと、なかな

か後期高齢者の場合は、御高齢でやっぱりいらっ

しゃるので、９割以上の方が何らかの疾患で病院

を受診されているといった状況でですね、なかな

か受診率の向上にも苦慮しているといったところ

でございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 今、最後の答弁で、９

０％以上の人がその他医療機関にかかっているか

ら、それで代替ができているだろうということで

あれば、そもそもここのところを見直しをもう少

し、何か対策をですね、そもそもこれが必要なの

かとか、必要な人に届けるためにはとか、そう

いったところの観点で今後検討されていってはい

かがかなとは思います。 

 私から以上です。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 決算書の３９９ページをお願いします。 

 保険料の不納欠損が１０４万３００円か、上

がっていますけど、この主な理由というか、この

欠損のですね、ちょっと教えてください。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 今回１０４万ほど不納欠損しておりますけれど

も、人数でいきますとまず５人の方、原因としま

しては死亡によってですね、時効を迎えたという

ことでですね。ただし、今回１人の方が高額滞納

の方がいらっしゃいましたけれども、その方が亡

くなられてですね、配偶者の方も相続放棄あたり

をされていますので、執行停止処分に至ったとい

うことですので、今回、時効を迎えた分につきま

して、不納欠損を行なったということで、高額滞

納の方が１人いらっしゃいましたので、今回は、

金額が特に大きかったということでございます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 保険料を滞納されている人は、この不納欠損の

それも普通徴収の方なんですけど、滞納している

と、高齢者も資格証ですかね。あ、そうか、資格

証がなかったばってん、滞納していると、やっぱ

なかなか病院にも行こうと思っても、本人さん、

やっぱ行きらんですかね、病院に行くと。ちょっ

と障害になるんじゃないかなという気もすっとで

すけど、そこら辺は滞納者の人に接する際に、丁

寧な説明というか、きちんとやっぱり行なっても

らうようなそういう働きかけというのはしよらん

ですかね。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 
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 今、前田委員もおっしゃったようにですね、当

然そういった、来られたときにですね、相談とか

そういったのも当然受けますので、こちらとして

も丁寧に対応するというふうな形でですね。病院

に行ってもらわんといかんけんですね。 

 ですから、後期高齢の場合ですと、わりかし皆

さん分納という形でですね、定期的においでには

なられています。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 大体、保険料は年金から天引きされるですね。

すっと普通徴収の人は年金もらえよらんか、ある

いはもうえらい財産があって、自分が保険にかか

らんでよかというような、そういう個人的な思い

で、もう保険料も払わんとか何とかいうような人

も中にはおんなんごたっですけど、ほとんどが

やっぱ無年金者の人だと思うとですよね。 

 ですから、そういった対応というのも、丁寧な

対応をひとつお願いします。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議。 

○委員（近松惠美子さん） 近松です。 

 後期高齢の受診率の件なんですけども、課長が

言われたようにですね、９０％受診しているとか

９５％受診しているという中で、これは熊本県が

後期高齢者医療をしていますので、そこの議会の

ほうで私もですね、もう９５％も受診しているの

に受診率上げろみたいなことを市町村にあんまり

言うなということを、再三議会で言っているとこ

ろなんです。だから９５％受診している中で受診

率が１４.８なら立派なもんだと思うんですよ。 

 それよりも生きがい対策をしてくれというふう

に、県のほうには再三言っているので、皆さんも

お忙しい中、この数字で、あんまり県からちょっ

と言われても、びくともしないでやってください。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 私もそぎゃん思います。

それでですね、検診の自己負担というか、こぎゃ

んたもう県が全部みれて、市町村に押し付くん

なって、やっぱ言うべきだと思ったんです。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第７２号について討論はありませんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 私は、歳入における保険料の引上げがちょうど

令和４年の当初でされていますので、その点

ちょっと異議がありますので、決算認定には反対

をいたします。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに討論ありませ

んか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて討論を終結

いたします。 

 これより採決に入ります。 

 議第７２号令和４年度玉名市後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算については、異議があります

ので、挙手により採決いたします。 

 議第７２号について、認定することに賛成の諸

君の挙手を求めます。 

   ［賛成者挙手］ 

○委員長（多田隈啓二君） 賛成多数であります。

よって、議第７２号については、認定することに

決定いたしました。 

 令和４年度玉名市介護保険事業特別会計歳入歳

出決算を議題といたします。 

 執行部から１０分以内の説明を求めます。 

○会計管理者（土村正成君） 会計管理者の土村

です。 

 歳入歳出決算書の４１２ページを御覧ください。 
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 議第７３号令和４年度介護保険事業特別会計歳

入歳出決算書です。 

 歳入から説明しますので、次の４１３ページを

御覧ください。 

 １款保険料から１０款諸収入までの款項ごとの

決算額を記載しています。 

 款項ごとの決算額の読み上げは省略させていた

だきますので、次の４１５ページを御覧ください。 

 歳入合計です。左から、予算現額８０億１,８

４５万４,０００円、調定額８０億５,８６９万３,

５４５円、収入済額８０億３,７０４万５,７３０

円、不納欠損額３７９万３,４８２円、収入未済

額１,７８５万４,３３３円。一番右は、予算現額

と収入済額との比較になっています。 

 なお、不納欠損額と収入未済額については、１

款保険料での額となっており、２款から１０款ま

での各款においては、不納欠損額、収入未済額は

ありません。 

 また、歳入の目や節ごとの決算額の詳細は事項

別明細書に記載しておりますので、別途御参照く

ださい。対象のページは４２３ページから４３４

ページです。 

 引き続き、歳出を説明いたします。 

 ４１７ページを御覧ください。 

 ４１７ページと４１８ページには、１款総務費

から７款諸支出金までの款項ごとの決算額を記載

しております。 

 次の４１９ページと４２０ページを御覧くださ

い。 

 ７款諸支出金の続きと８款予備費、最後に歳出

合計を記載しています。 

 一番下の歳出合計を御覧ください。 

 左から、予算現額８０億１,８４５万４,０００

円、支出済額７７億８,７２２万２,３９８円、翌

年度繰越額はありません。不用額２億３,１２３

万１,６０２円。一番右は、予算現額と支出済額

との比較になっています。 

 歳出の目や節ごとの決算額の詳細は事項別明細

書に記載しております。別途御参照ください。対

象のページは４３５ページから４６０ページです。 

 次に、実質収支を説明いたします。 

 ４６１ページを御覧ください。 

 実質収支に関する調書は、１,０００円単位の

記載となります。 

 上から、歳入総額８０億３,７０４万６,０００

円、歳出総額７７億８,７２２万３,０００円、歳

入歳出差引額２億４,９８２万３,０００円。翌年

度へ繰り越すべき財源はありません。実質収支額

２億４,９８２万３,０００円となっています。 

 次に、高齢介護課長から主要な施策について説

明をいたします。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長

の中川です。 

 高齢介護課から、介護保険事業特別会計につい

て説明いたします。 

 説明書の７４ページをお願いいたします。 

 決算書の詳細は４３５ページからでございます。 

 事業名、介護保険事業、決算額は７７億８,７

２２万２,３９８円でございます。 

 初めに事業の概要ですが、介護保険制度にのっ

とり、適正な介護サービスの提供と運営を行なう

ものです。また、高齢者の健康づくり、認知症予

防などのため、住民主体による介護予防事業の実

施、要介護状態になる前の方を対象とした自立支

援目的のサービスを提供しております。 

 事業の成果としましては、まず、１番介護保険

事業といたしまして、第８期玉名市高齢者福祉及

び介護保険事業計画に基づき、対象者に合った介

護給付を行ない、その費用は自己負担分を除き、

７０億８,３９８万７,８５９円でした。 

 また、認定審査業務に関しては、２市４町で有

明広域行政事務組合に認定審査会を設置しており、

その負担金は２,０６９万８,０００円でした。 

 次に、介護予防事業の成果といたしまして、い

きいきふれあい活動は１０３か所で参加延べ人数

９,８７３人、ゆた～っと元気体操は４５か所で



 

 －30－ 

参加延べ人数５,６９３人、通いの場は２９か所

で参加延べ人数９,４９０人でございます。特に、

通いの場につきましては、週１回、有償ボラン

ティアの地域サポーターを中心に、体操やレクリ

エーション、健康チェックなどを行なっておりま

す。地域住民が主体となり介護予防に取り組む体

制を整備し、支援を行なっております。 

 次に、介護予防・日常生活支援総合事業の成果

ですけれども、要介護状態になる前の方を対象と

したこの事業の成果といたしまして、対象者に

合った介護予防生活支援サービス事業を適正に行

ないました。 

 利用者の自己負担分を除いた介護予防生活支援

サービス負担金は１億４,３５６万９,０５５円で、

その利用内訳ですが、訪問型サービスの延べ利用

者は、従前相当が１,２１８人、緩和型が２,１９

２人、シルバー人材センター会員によるふれあい

家事支援が７５８人、合計の４,１６８人の利用

がありました。 

 また、通所型サービスの延べ利用者は、従前相

当が７４２人、緩和型が２,６１２人、短期集中

の６か月間で運動機能の向上を目指す自立支援型

の元気あっぷ教室が１,０９５人で、合計の４,４

４９人の利用がありました。 

 以上で、介護保険特別会計の説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

を終わりました。 

 これより、質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議はありませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ２点だけ。 

 意見書の３８ページなんですけども、介護認定

審査について、令和４年度は、取消しもしくは却

下が１７１件とちょっと増加しておるんですけど

も、この主な理由をちょっと教えていただければ。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長

の中川です。 

 審査結果の状況の中の取下げですかね。 

○委員（大野豊重君） 取下げ。１７１件の内訳。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 取下げが１１

５件、却下が５６件になります。 

○委員（大野豊重君） 却下の、どっちかな、取

下げの１１５件というのは、本人さんが納得され

て取り下げられたっていうことだと思うんですが、

ほかの却下のところの５６件で、納得されていま

すか。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長

の中川です。 

 要介護の状態が上がる方と、逆に下がる方もい

らっしゃいますので、その状況に応じて、御本人

さんには納得していただいております。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 納得しているんであればよろしいかと思うんで

すが。ただちょっとここが、例年から比べると

ちょっとぽんと一つ上がったような数字だったん

で、気になったとこでした。 

 もう１点です。 

 これもう完全に私の知識不足かもだと思うんで

すが、基金のところで、決算書の４５５ページの

ところで、基金積立金がこれ、毎年補正で計上さ

れていると思うんですね。多分これ補正の際に説

明を受けていると思うんですが、ちょっと、全然

私頭入ってなくって。ただ、それを見ると、前年

度より約１億アップして、今年の基金の全部の積

立が５億７,０００万円ぐらいなっているんです

が、令和４年度に１億ぽんと上がった理由という

のをちょっと教えていただければと思います。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長

の中川です。 

 今回ですね、かなり上がっているように思われ

ますけれども、多分委員が一般質問された際にも

少しお話はしておりますけれども、介護予防サー

ビスの利用形態が変わりまして、施設型から訪問

型のほうの利用が多くなったということで、単価

のほうが下がりますので、その分が、大きく言え

ばコロナの影響で、そういうふうに使う人が減っ
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たと。 

 ただし、６５歳以上の介護保険の１号被保険者

と７５歳以上のですね、高齢化率とかによって、

調整交付金の率が、通常５％なんですけれども、

玉名市においてはですね、７.２６だったですか

ね、少し高い金額をいただいております。その分

でですね、今回、基金に積み立てる額が増えてい

るということです。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。ありがと

うございます。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今の基金の問題なんですけど、令和４年度末で

５億７,７００万円程度の基金残高がなっていま

すけど、第９期の計画が来年度からスタートしま

すけど、第９期の計画を立てるに当たって、基金

の使途っていいますか、使い道についてどういっ

た考え方を持っておられるのか。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長

の中川です。 

 今まさに、第９期計画の試算を行なっている最

中ですけれども、今の時点ではですね、通常６,

０００円の平均標準の介護保険料なんですけれど

も、それでは足らないような状況になっておりま

す。 

 このまま、そのままの金額をできればですね、

維持したいというふうに思っておりますけれども、

まだこれから試算をしてみないと、基金を取り崩

すのかどうかというのははっきり申し上げられな

いところでございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 私はこの基金の使い道っていうのは、やっぱし

保険料が高騰することを抑えるために基金を使う

べきだと。第一番にですね。その基金を全額使う

か半分使うか。それは第９期を計画するに当たっ

ての給付がどしこなるかということで、おのずと

出てくるかもしれない。基金ば全部取り崩しても

保険料を上げんといかんかもしれん。分からんで

すけど。 

 基金の使い道はそういった使い道をしてもらい

たいということと、もう一つ、保険料の料金区分

ですけど、玉名市の場合、今９段階でしょう。こ

れはもっと広げるというような考え方はなかっで

すかね。第９期を計画するに当たって。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長

の中川です。 

 委員おっしゃるとおりですね、国の指針のほう

でもですね、高いほうの階層の区分を広げるとい

うふうになっておりますので、そちらのほうをで

すね、同じような考えで算定をしていければと

思っています。 

 ですから、９段階を１２段階とかですね、そう

いうふうに区分を広げるようなところで、試算も

今しております。 

○委員（前田正治君） 分かりました。 

 前田ですけど。 

 介護保険料は、保険に加入している、例えば６

５歳以上の人はみんな年金から引かれるでしょう。

ところが、保険料ば算定するに当たっては、その

世帯で決めるもんでですよ。世帯に収入の多い人

が一緒に住んでおけば、その人の年金から高い保

険料が引かれるちゅうかな。年金が少なかけん、

ほんなら一緒の人が、んならよか、俺が払てやる

ばいたちゅうことは、ほとんどはなかつかな。み

んなやっぱ年金から天引きされるっていう。だけ

ん、そういう点じゃ、ぜひ、料金区分の改定も含

めてですね、基金の使い道も含めて、保険料が上

がるっていうことについては、やっぱ、取組ば真

剣にお願いします。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 
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 議第７３号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 議第７３号令和４年度玉名市介護保険事業特別

会計歳入歳出決算については、全員一致をもって

認定することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

採用決定いたしました。 

 ここで、執行部の入替えのため暫時休憩いたし

ます。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ２時０２分 休憩 

午後 ２時１０分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） それでは、休憩前に

引き続き委員会を開きます。 

 次に、議第７４号令和４年度玉名市浄化槽整備

事業特別会計歳入歳出決算を議題といたします。 

 執行部から１０分以内の説明を求めます。 

○会計管理者（土村正成君） 会計管理者の土村

です。 

 歳入歳出決算書の４６３ページを御覧ください。 

 議第７４号令和４年度浄化槽整備事業特別会計

歳入歳出決算書です。 

 歳入から説明しますので、次の４６４ページを

御覧ください。 

 １款分担金及び負担金から９款市債までの款項

ごとの決算額を記載しています。 

 一番下の段、歳入合計を御覧ください。 

 左から、予算現額４,１９６万７,０００円、調

定額４,２７３万８１６円、収入済額４,２７１万

４,７３９円、不納欠損額はありません。収入未

済額１万６,０７７円。一番右は、予算現額と収

入済額との比較になっています。 

 なお、収入未済額については、２款使用料及び

手数料での額となっており、その他の款において

は不納欠損額及び収入未済額はありません。 

 また、歳入の目や節ごとの決算額の詳細は事項

別明細書に記載しておりますので、別途御参照く

ださい。対象のページは４７０ページから４７５

ページです。 

 引き続き、歳出を説明いたします。 

 ４６６ページを御覧ください。 

 １款総務費から４款予備費までの款項ごとの決

算額を記載しています。 

 一番下の段、歳出合計を御覧ください。 

 左から、予算現額４,１９６万７,０００円、支

出済額３,９５０万８,３２４円、翌年度繰越額は

ありません。不用額２４５万８,６７６円。一番

右は、予算現額と支出済額との比較になっていま

す。 

 歳出の目や節ごとの決算額の詳細は事項別明細

書に記載しておりますので、別途御参照ください。

対象のページは４７６ページから４７９ページで

す。 

 次に、実質収支を説明いたします。 

 ４８０ページを御覧ください。 

 実質収支に関する調書は、１,０００円単位の

記載となります。 

 上から、歳入総額４,２７１万５,０００円、歳

出総額３,９５０万９,０００円、歳入歳出差引額

３２０万６,０００円、翌年度へ繰り越すべき財

源はありません。実質収支額３２０万６,０００

円となっています。 

 次に、上下水道総務課長が主要な施策について

説明をいたします。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 説明書の７５ページをお願いいたします。 

 ２款１項１目浄化槽整備事業決算額は１,５８

８万４,４１４円でございます。 

 事業の成果でございますけども、下段になりま

す。 

 浄化槽市町村整備推進事業、市町村設置型の浄
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化槽を整備したことにより、し尿及び家庭排水を

併せて処理するため、良好な排水状態を保ち、水

路及び河川の水質汚濁防止を図ることができたと

ころでございます。 

 成果としましては、１６基、合計して１６基で

ございます。５人槽が１０基、７人槽が６基でご

ざいます。１０人槽はありませんでした。 

 以上、議第７４号令和４年度浄化槽整備事業特

別会計の御説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第７４号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 議第７４号令和４年度玉名市浄化槽整備事業特

別会計歳入歳出決算については、全員一致をもっ

て認定することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第７５号令和４年度玉名市水道事業会

計決算を議題といたします。 

 執行部から１０分以内での説明を求めます。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 議第７５号令和４年度玉名市水道事業会計決算

書。１ページ表紙をめくっていただきまして、地

方公営企業法第３０条第４項の規定により議会の

認定に付します。 

 決算書の１ページ、２ページをお願いいたしま

す。 

 １、令和４年度玉名市水道事業決算報告書。こ

ちらは主要な部分の決算のみ申し上げます。 

 １ページ上段になります。 

 収益的収入及び支出、収入、決算額は２ページ

の上段になります。 

 １ページ戻りまして、第１款水道事業収益の決

算額は８億３,３４３万９,３３４円。 

 次に、第１項営業収益、決算額は６億８,８２

４万１,３４７円。主なものを申しますと、水道

料金収入の収入になります。 

 次に、第２項営業外収益の決算額は１億４,５

１９万７,９８７円。主なものは一般会計補助金

並びに長期前受金戻入でございます。 

 内訳を申しますと、まず、一般会計の補助金、

こちらは物価高騰の影響を受けている世帯の生活

支援のため、利用料金の基本料金の減免分の補填

でございます。こちらは令和５年の１月と２月に

実施いたしました。決算額は４,２６３万９,２０

９円でございました。 

 次に、長期前受金戻入でございますけれども、

こちらは水道施設や設備などの資産を取得する際

に、国や他会計等の補助金をこちら会計上収益化

したものでございます。決算額は８,０８７万８,

９５８円でございます。 

 次に、下段、支出。 

 決算額は同じく２ページの中段になります。 

 第１款水道事業費用の決算額は８億９３４万７,

０３２円、第１項営業費用、決算額は７億５,７

７０万５,０４６円でございます。 

 こちらは、県水の取水井戸や浄水場などの維持

管理に要する費用並びに減価償却費などでござい

ます。収入総計８億３,３４３万９,３３４円、支

出総額８億９３４万７,０３２円、収支差引は２,

４０９万２,３０２円の損失でございます。 

 続きまして、決算書の３ページ、４ページをお

願いいたします。 

 （２）資本的収入及び支出。収入、決算額は４

ページ上段になります。 
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 第１款資本的収入の決算額は４億１,１６８万

円、第１項企業債で決算額は４億９６０万円。こ

ちらは施設の建設改良等に要する資金に充てるた

めの、国などからの借り入れた資金でございます。 

 次に、下段の支出でございます。 

 決算額は同じく４ページの中段になります。 

 第１款資本的支出の決算額８億４,０２１万９,

２９６円。第１項建設改良費、決算額は６億１,

３３４万３,７６２円。主なものにつきましては、

東部地区配水管布設工事と工事請負費でございま

す。 

 次に、第２項の企業債償還金２億２,６８７万

５,５３４円。こちらは建設改良企業債の償還金、

いわゆる元金でございます。 

 収入総額４億１,１６８万円、支出総額８億４,

０２１万９,２９６円、収支差引きは４億２,８５

３万９,２９６円の不足でございます。 

 なお、この不足に対しましては、資本的収入額

が資本的支出額に対し不足するもので、当年度分

消費税及び地方消費税、資本的支出調整額、当年

度分損益勘定利用資金及び建設改良積立金で補填

したところでございます。 

 続きまして、決算書の５ページ、６ページをお

願いいたします。 

 令和４年度玉名市水道事業損益計算書。こちら

は決算状況を基に収益から費用を差し引いた経営

状況を示したものでございます。 

 令和４年度の経営状況につきましては、６ペー

ジの末尾を御覧ください。 

 本年度の経営状況は当年度純損失３,０９２万

２９８円でございます。 

 こちらの損失の主な要因としましては、水道管

の布設工事等に伴う減価償却費の増加、併せまし

て物価高騰に伴う電気料金などの光熱費の高騰に

理由などが主な要因でございます。 

 続きまして、１２ページをお願いいたします。 

 令和４年度玉名市水道事業報告書でございます。 

 １、概要。総括事項。本年度の水道事業は、伊

倉地区などの老朽管布設工事及び昨年度に引き続

き東部地区改築更新事業として、田崎第１水源地

井戸改修工事、同電気設備工事等を実施し、水道

水の安定供給の向上を図りました。 

 業務状況につきましては、本年度の給水戸数は

２万１,８５８戸で、例年度に比べ４１７戸、１.

９４％の増加、総配水量は６０８万１,４６３立

方メートルで、前年度に比べ１０万８,８０３立

方メートル、１.８２％の増加となっております。 

 総有収水量は４７０万５,７８７立方メートル

で、前年度に比べ４万５,６７１立方メートル、

０.９６％の減少、有収率は７７.３８％でありま

した。 

 以上、議第７５号令和４年度玉名市水道事業会

計決算書の説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

を終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議はありませんか。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 まず３ページのですね、建設改良費で、令和４

年度は６億からの事業費が組まれてあります。こ

の令和４年度の未整備地区をちょっと教えてもら

えんかな。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 未整備地区

で、工事した区域でいいですか。 

○委員（中尾嘉男君） いやいや、まだ、全然し

ていないとこ。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） まだ残って

いるとこということですか。 

 今の段階で本市で未整備地区といいますと、横

島町の昭栄地区を除く部分ですね。あと旧天水町

の中の東地区、北横内地区、玉水辺りを除いた支

所周りとかですね、野部田とか尾田とかの辺りが

未整備地区となります。 

 旧玉名市におきましては、奥野、川床辺りが未

整備地区です。 

 旧岱明につきましては、ほとんどが整備地区と
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考えていいと思います。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 令和４年度はその未整備地区に関しては工事は

全然しとらんとでしょ。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課、田上です。 

 今現在が、委員御存じのように、東部地区のほ

うにお金をかけておりますので、まだその未整備

地区のほうへ工事を発注する余力、金銭的な余裕

もございません。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 私はね、合併してから玉名市になってからずっ

と水道事業の未整備地区を言い続けてきとるわけ

よ。まだ今現在も、これだけ玉名市に未整備地区

があるが、する気があるのかないのか。 

 私としては、もうこんだけの月日をたってね、

やってきとる。以前の説明では、それを一般質問

あたりでやると、水源地の確保、東部地区の水源

の確保ということを、しきりにおっしゃっとった

わけよね、今までが。令和４年度に東部地区が完

了して、水量もかなりのアップがされたというふ

うに思うとたいね。ただ単に、これ整備するに当

たっての段取り、水源ができたけんがすぐ引っ張

りますよって言うこっじゃないと思うとたいね。

工事に着手するまでは。 

 そういういろんな事務作業なんかもやっていけ

よんのか。まずその辺をね、ちょっと聞きたいけ

どもね。まずはその未整備地区を開発するのか、

整備をするのか。するんであるならば、そういっ

た段取りもろもろ、今現在どこまでやっとるのか、

ちょっとお尋ねしてみたいと思います。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課、田上です。 

 その未整備地区に対しましては、今年度、早け

ればですね、今年度もしくは来年度にアンケート

調査を行なう計画でおります。そのアンケート調

査を踏まえた上で、今後、整備していくのか。ど

うしても水道ですので、任意加入ということでご

ざいますので、水道が必要というような地区があ

りましたらば、そこに向けて整備計画を立ててい

くと。 

 今、東部で整備しております中で、横島天水辺

りを賄えるだけの井戸の水量確保は既に完了して

おります。 

 ですから、アンケート次第で、この先どうなっ

ていくかというのは、計画性が変わってくる可能

性はございます。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） ちょっと企業局長にお尋

ねしますけれども、そういうことで、水道を未整

備地区に関しては必要とするから、水源の確保も

せないかんという考えで、おたくたちは東部地区

の水量アップを図られてきたと思うとたいね。 

 今の説明では、来年度ぐらいからアンケートと

いうような話よね。私は当然そういう手順を踏ま

なんちゅうのは分かっとった上でね、いつ頃には

完成しますよと、新たなボーリングを掘って水の

確保をしますよと。それに合わせてソフト面ちゅ

うか、そういった段取りが私はなされるものと

思っとるわけよね。 

 来年からアンケートをとってよ。じゃあ、なら

１回ね、合併してから１８年頃ね、これアンケー

トをとったったい。なかなか地元の人たちの同意

も、そのアンケートの協力もあんまりなかった。

その当時はね。 

 ほんで、それからいろいろ熊本地震とかいろん

なことが起きてね、またその当時と今の利用の水

道の地下水のね、自分とこの地下水の変動はあっ

とるかなと私は思うとたいね。だけん、１８年ぐ

らいのアンケートから見ると、加入者あたりも大

分アップされとるというふうに私は思うとたい。 

 ほんで、そういうやる気があっとならね、やっ

ぱりもうずーっと私はもうとにかく水源を確保し

てからの段取りになるけん、市としてもその、未

整備地区のところは見捨てとらんから、でくれば、
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でくっとだけんというふうにずっと今まで言い続

けてきとったわけよね。 

 もうしょっちゅう言わるっとよ、地元としては

ね。横島も千五、六百軒あるけども、中にはいい

水が出よっとこもあるよ。どっちかちゅうならば、

よか水の出よっところが多かかなというふうに私

は思うとたいね。 

 でも、やっぱりいろんな異物が入ってねえ。や

はりポンプの運転に対して支障がおきて、故障な

んかもしょっちゅうする。私はもうポンプの手前

にドレンばつけて、それを最低１週間に１回は掃

除せんと水が出ない。でもその水を検査場に持っ

ていけば、これ、飲料水として合格なんですよと

いうようなことを言わすわけよ。真っ黒か水は飲

まれんとだけん。沈殿させてろ過させて、今は洗

いもんだけたいね。飲み水あたりは一切そのいが

わの水は飲まんし。私も２本ほどボーリングばし

直したけども、やっぱ水量がようなかつよね。 

 そういうことで、これはとにかくね、やっぱ水

道を引っ張ろでちゃ、実際工事に着手するには時

間がかかっとったい。来年から始めるなら遅くと

も早うしてもあと５年はかかっどね。その間

ずーっと東部の工事ばすっとにも、やっぱり３年

ぐらいかかっとでしょう。足かけ３年ぐらいね。

その間でもいろいろそういうされるべき仕事っ

ちゅうのを何でせんとかなって。 

 いつもね、局長の顔を見っと、言おごしてたま

らんとたい。何しよるや、お前はって。 

 私は１回は、私の家にね、私が掃除するとき見

に来てもらおごた。そりゃ、たまがるよ。ぎゃん

とば飲みよっとですかって。ぎゃん水ば使いよっ

とですかって言うごたって思うよ。でもなかけん、

しょんなかったん。いでの水よりはそっちのほう

がましなもんだけんね。非常に困っとるわけよ。 

 そういうことでやはり、水道あたりを、そうい

う未整備の地区のね、まだ今聞いても、天水もあ

る、旧玉名市にもある、行政は見捨っとかなと。

考えはどがんあっとかねて。非常に、んなこても

う、ときたま顔を見っとね、もうしょっちゅう言

おごたつ。ちょっと止まれって。止まって水道は

どがんなっとるとかって言うごたるけどもね、お

互い立場があるけんね、そうそうは言えんけども。

まだ、令和４年度の決算の中で、新しく未整備地

区にはまだ入ってないということだったもんだけ

んね。 

 どうね、局長。そういうね、される仕事は、前

もってするわけにいかんとね。どがんね、ちょっ

と。 

○企業局長（荒木 勇君） 企業局長の荒木でご

ざいます。 

 中尾委員から、以前のこの議会の中で言われ続

けてきましたけれども、昨年度までは、正直言い

まして、ほとんど手つかずのところでおりました

けれども、今年度に入りまして、先ほど課長が申

しましたように、今の状況、また今後の検討する

中で、どういったほかに事業があるのかとか、そ

ういったのを精査しながら、早い時期に、まずは

アンケートというところで考えております。 

 アンケートをとる上では、横島地区のみならず、

先ほどもありましたように天水、川床等もですね、

含めたところで今検討しているところでございま

す。早ければ、来年度中には、アンケートを実施

したいというところまでは考えております。 

 ですから、私一存でそれをしますということは

言えませんけれども、そういった中で進めて、次

回の議会もしくは遅くとも３月の議会には、いつ

いつしますよという返事ができるように今準備は

進めるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけど。 

 この生活していく中で、水っちゅうのは必ずい

る品物であってね、これがなければ生活でけんと

よ。この議会の中に横島出身３人おられるけども、

私んところ辺りが一番悪かつよね。役場付近にな

ると、そうなよかったい。一番よかったい、水は。 

 そういう計画にのっとって、一日もはようね、
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平等に、この玉名市がなるように持っていってく

ださい。よろしくお願いしておきます。 

 以上です。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 今の、中尾委員が、横島地区は、私が住んでい

るところは引いてあるんですけれども、整備がし

てないと。 

 今、工務課長のほうからアンケート、局長のほ

うからもアンケートということだったんですけど、

もしアンケートをとってですよ、何％の参加なら

ば工事に踏み切ろうかなという数字っていうのが

あっとですか。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課、田上です。 

 国の基準だったり県の取決めとかで、明確に

何％以上ちゅうのはございませんが、大体今まで

事業してきた中で、本来ならば９０％以上という、

おおよその目安的な数字はあります。 

○委員（松本憲二君） じゃあその９０％もし参

加が見込まれんならば、もう未整備地区はそのま

まっていうことで、結果捉えてよかわけですか。 

 私たちも、中尾委員がおっしゃるように、市民

の方々からは、しょっちゅう聞かれるわけですよ

ね。横島地区でですね、私が一番話ば聞いた中で、

一番掘ってある人は、４００メートルですよ。４

００メートル掘るということは、もう七、八百万

ぐらいかかるわけですよね。そこまで掘らんとよ

か水が出らんだったていうことでそこまでかけた

と。多分その人たちは入られないと思うとですよ

ね。もう七、八百万もかけて、今ものすごい、よ

か水が出よるけんということで。上水道が通るけ

ん、参加しなはっですかって。参加しませんって

なったら、未整備って。結局、この市町村設置型

の浄化槽と全く一緒で、ボーリングば掘る人に対

して、その補助とかというとば考えていただかん

と。上水道というとはですよ、要するに命の源で

すよ。それば公共が引かんっていうことは考えら

れんと思うとですよね。 

 それだったら、ボーリングを掘られるのに対し

て、市町村型の浄化槽と一緒で、補助なり何なり

を考えていただかんと。市民の方々は、いつ来っ

とだろか、いつ来っとだろかって。９０％以上て

ばいたっていうときに、私は、その９０％確保で

くっとかなと、物すごい不安がありますし、多分

中尾委員も森川委員も、多分今９０％て聞かれて、

多分、ぼやっと言いなはったばってん、そがんこ

とはもう考えられんなってことを。９０％じゃな

いとまず、多分採算ベースが合わんのかなという

ふうにも思いますし。それだったら、アンケート

ばとって、９０％いかんだったらば、ボーリング

の費用を補助しますとかという対策ば、現段階か

ら考えてアンケートにも踏み切っていただきたい

なというのが正直なところだと思うとですよね。 

 そうじゃなかと、結局中尾委員も、前のボーリ

ング使われんけん、自分でも２本掘ったばってん、

当然２本でも分からんて。何メートル掘ってよか

かっていうともなかなか分からん。今の技術は、

若干こう上がってくるけんがですね、二重管掘り

などもあるもんだけんが、そこの一番下の堀り

ゆっとこの水が上がってくる。それを水質検査に

でもすぐ持っていかれるけんがですね、ある程度

２００メートル掘ってもまだ全然がた臭かって、

物すごい鉄分が高かとかって。というように地区

地区で違うとですよ、横島の場合は。 

 私たちのところでも、私がハウスで使いよると

でも、２００メートル、２３０メートル、２４０

メートル掘っとるとです。やっぱそれだけいかん

と、がた臭か臭いが出て、鉄分が出るていうとも

あったもんだけん、ハウスにも使えんということ

で、２３０メートルまで掘っていったんですけど

も。自分たちが事業で毎日毎日使うし採算ベース

がとれるけんが、私たちはそのハウスでは掘るん

です。生活だけって言えば、サラリーマン家庭で

昼間は仕事行って、朝と夜ぐらいしか、自分たち

が洗濯とかお風呂ぐらいしか使わんというところ

ならですよ。やっぱその辺を考えた中で、アン
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ケートに踏み切っていただきたいなということも、

ちょっとお願いをしておきたいなと思います。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 認可区域をですね、申請してから、認可の許可

が下りるまで最短どのくらいかかるんですか。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課の田上です。 

 認可もコンサルに発注します、実際。最短でと

言いますけれども、極端に言えば来年度の４月に

発注したとして、年内に仕上げてくれと。１２月

までですね。 

 あとは県に、その先にできたら県に提出するん

ですが、そこから県に提出して許可が下りるまで

に、二、三か月は要するということを考えると、

１年間、最短で１年間ぐらいでどうにかできるか

とは思います。 

○委員（前田正治君） なるほど。分かりました。 

 最短で、もしかしたら最短で１年ぐらいしたら

工事にかかれる可能性があるということですね。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課、田上です。 

 工事となると、またその後に実施設計業務があ

りますので、認可が下りたからすぐ工事発注がで

きるっちゅうことではございません。その後にま

た、実施設計を行なって、それが上がって発注に

入りますので、そこまで考えれば、工事にかかる

までを考えれば、やはり１年半から２年は見てお

かなくちゃいけないのかなと思います。 

○委員（前田正治君） 分かりました。前田です

けど。 

 先ほど、アンケートの同意が９割以上という話

があったですけど、やっぱ９割だろうが７割だろ

うが８割だろうが、そこら辺がちょっと、正確な

数字は、私はなかつかなと思うとですよ。 

 ９割以上っておっしゃるのは、企業局側から見

れば採算の問題、市民の側から見れば、例えば横

島天水地域に普及したとしてですよ。その料金は、

玉名市全体の水道使用者のほうにかかってくるわ

けですよね。だけん、やっぱそういう意味の、説

明責任というかな、果たすためのやっぱ同意は

やっぱそのぐらいが妥当かなとは思うとですけど。 

 もういっちょ違う観点から、ちょっと質問すっ

とですけど、シェフコまで水道を引っ張ったです

よね。あの間は、何件加入がありました。令和４

年度でもよかし、その前でもよかし。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課、田上です。 

 シェフコまでの間での加入というのは、今のと

ころゼロ件です。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 ゼロ件ばってん、あそこまでパイプはいっとる

と。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課、田上です。 

 すいません、訂正します。 

 １件です。セブンイレブンができましたので、

あそこは上水道加入されております。 

○委員（前田正治君） あそこですね。分かりま

した。前田ですけど。 

 しかし、実際はセブンからさらに向こうまで

行っとっということですよね。 

 有収水量というのが出てきましたけど、やっぱ

り有収水量を上げるということが、経営的には

やっぱどうしても必要かなと。シェフコまでパイ

プがいっとっですよね。そこにはいつも水がた

まっとるけん。たまった水ば出さんと腐るけんで

すね、いかんと思うんですよ。出せば、有収水量

に影響してくると。すっと、結局は採算に影響し

てくると。 

 結論は、もう早いところ認可ばとって、９割以

上と言わずに、仮に１００％同意しなんならそれ

が一番よかですけど、認可をとって、あれから先

にやっぱ広げていくというのが、一番よかっじゃ

なかですかなと、私は思うとですけど。 

 あそこまで引っ張っとるけん、今度は、これが

また、余計な悪さばするけんですね。あんまりよ
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くなかっですよね。いつもやっぱ放水してやらん

といかんでしょう。何か月に１回かは。 

 そこら辺もやっぱ考慮して、早く認可取得のほ

うに動き出してもらうということを言いたいと思

います。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第７５号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 議第７５号令和４年度玉名市水道事業会計決算

については、全員一致をもって認定することに御

異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第７６号令和４年度玉名市公共下水道

事業会計決算を議題といたします。 

 執行部から１０分以内の説明を求めます。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 令和４年度玉名市公共下水道事業会計決算書。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、議

会の認定に付します。 

 決算書の３０ページ、３１ページをお願いいた

します。 

 １、令和４年度玉名市公共下水道事業決算報告

書。主要な部分の決算のみ申し上げます。 

 ３０ページの上段になります。 

 （１）収益的収入及び支出。収入決算額は３１

ページ上段になります。 

 第１款公共下水道事業収益、決算額は１５億２

８９万７,７８１円、第１項営業収益、決算額は

７億１３４万９,０４０円。主なものは公共下水

道使用料の収入でございます。 

 次に、第２項営業外収益、決算額は８億１５４

万８,７４１円。主なものは、一般会計、補助金

並びに長期前受金戻入でございます。 

 内訳申しますと、まず、一般会計補助金は物価

高騰の影響を受けている世帯の生活支援のため、

利用料金の減免分の補填でございます。決算額は

３億６,７２０万２,８０４円でございます。 

 次に、長期前受金戻入でございますけれども、

こちらは公共下水道施設や設備など資産を取得す

る際、国や県などの補助金を会計上収益したもの

でございます。決算額は４億２,６７０万７,９７

０円でございます。 

 次に、下段、支出。決算額は、３１ページ中段

になります。 

 第１款公共下水道事業費用、決算額は１４億３,

９３７万３,５３２円、第１項の営業費用、決算

額は１３億２,１４８万３,０７６円。主なものと

しましては、公共下水道施設の維持管理に要する

委託料並びに動力費のほか減価償却費などでござ

います。 

 収入総計、１５億２８９万７,７８１円。支出

総額１４億３,９３７万３,５３２円。収支差引は

６,３５２万４,２４９円でございます。 

 続きまして、決算書の３２ページ、３３ページ

をお願いいたします。 

 資本的収入及び支出。収入決算額は３３ページ

の上段になります。 

 第１款資本的収入の決算額は、３億８９８万９,

８６０円。主なものとして第１款企業債、決算額

は１億９,１８０万円。こちらは、施設の建設改

良等に要する資金に充てるための、国などから借

り入れた資金でございます。 

 次に、下段、支出。決算額は３３ページの中段

になります。 

 第１款資本的支出、決算額は８億７,２８６万



 

 －40－ 

５,４８２円。主なものは第１項建設改良費、決

算額は３億８,９７０万９,１５８円で、山田地区、

大坊地区等の工事及び大坊汚水マンホールポンプ

場建設整備工事などでございます。 

 次に、第２項借入償還金。決算額は４億８,３

１５万６,３２４円。こちらは、建設改良企業債

の償還金、いわゆる元金でございます。 

 収入総額３億８９８万９,８６０円、支出総額

８億７,２８６万５,４８２円で、収支差引は５億

６,３８７万５,６２２円の不足でございます。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する、

こちらの額は、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額、当年度分損益勘定保留資金及び

建設積立金で補填しております。 

 続きまして、決算書の３４ページ、３５ページ

をお願いいたします。 

 令和４年度玉名市公共下水道事業損益計算書で

ございます。 

 決算状況を基に、収益から費用を差し引いた経

営状況を示したもので、令和４年度の経営状況は、

３５ページの末尾を御覧ください。本年度の経営

状況は当年度純利益４,１０２万８,１４９円でご

ざいます。 

 続きまして、４１ページをお願いいたします。 

 令和４年度玉名市公共下水道事業報告書。 

 １、概要。（１）総括事項。下水道事業におい

ては、都市環境の整備、公衆衛生の向上とともに、

河川、海域などの公共用水域の水質保全に努め、

住民にとって快適な生活環境づくりに取り組んで

いるところでございます。 

 令和４年度は、汚水管渠施設整備として山田地

区、大坊地区等の工事及び大坊汚水マンホールポ

ンプ場を機械設備工事等を実施しました。 

 今後も引き続き計画的な環境整備及び施設の改

築更新事業に取り組んでまいります。 

 ア、事業状況について。本年度の処理区域内人

口は３万５,４５４人となり、対前年度より２４

５人減少し、行政区域内人口６万３,７４９人に

対する普及率は５５.６１％となり、有収水量は

３６０万２,５１１立方メートルで、対前年度１

万７,７５２立方メートルの増加でありました。 

 以上、議第７６号令和４年度玉名市公共下水道

事業会計決算書の説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

を終わりました。 

 これより、質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議はありませんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 下水道の認可区域内での普及率というのはどの

くらいになるんでしょうか。どっか出とっとかな。

これか。水洗化率かな。よかです、見つけました。 

 それでですね、認可区域内でまだ下水が通っと

らんというところが、大体あそこら辺あそこら

辺っていうて、ざっとでよかけん、ちょっと言う

てほしかですけど。その残りは今後どうするかっ

ていう。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課、田上です。 

 今現在での認可区域内での整備、未整備地区で

すね。今年度、昨年度も工事発注していますけど

も、九看大近くの立願寺地区になります。 

 あと、全体計画区域に入っている区域で未整備

地区、富尾とかありますけども、それについては

今現在で認可の見直しを行なっております。岱明

地区におきましても、開田とか西照寺地区とかが

あるんですが、その辺りを今年度中にはちゃんと

認可として、今後どうするのかというのを決定す

る。今現在検討中でございます。 

 よろしいですか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 岱明地域の下水道の処理は、長洲のほうに持っ

ていっているでしょう。長洲の処理場への負担金

というのも、お互いに決められとるですけど、そ

の見直しというのはあっとですかね。負担割合の

見直しというか。下水道加入人口のやっぱこう上

がり下がりすっと思うんですけど。 
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○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課、田上です。 

 取決めは毎年年１回打合せをして行なっていま

すけども、通常は、流入した量というのを毎月、

うちからも報告、長洲は長洲でカウントされてい

ます。量に対してうちが負担金を払うと。その実

流入量でですね。人口がどうのじゃなくて、実際

送り込んだ量に対してっていうことになります。 

 あとは、負担割合で、向こうの処理場の建設費

用の建設負担金とかが発生します。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 長洲への負担金の主な比重は、流入量で大体主

に決まるということですね。 

 分かりました。よかです。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第７６号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 議第７６号令和４年度玉名市公共下水道事業会

計決算については、全員一致をもって認定するこ

とに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第７７号令和４年度玉名市農業集落排

水事業会計決算を議題といたします。 

 執行部から１０分以内の説明を求めます。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 令和４年度玉名市農業集落排水事業会計決算書。 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、

議会の認定に付します。 

 決算書の６３ページ、６４ページをお願いいた

します。 

 １、令和４年度玉名市農業集落排水事業決算報

告書。 

 主要な部分の決算のみ申し上げます。 

 ６３ページの上段になります。 

 （１）収益的収入及び支出。収入、決算額は６

４ページ上段になります。第１款農集事業収益の

決算額は４億５８０万６,８８５円。第１項営業

収益、決算額は７,８１４万５,７７８円。主なも

のは農業集落排水の使用料収入でございます。 

 次に、第２項営業外収益、決算額は３億２,７

３４万２,６６３円。主なものは一般会計補助金

並びに長期前受金戻入でございます。 

 内訳を申しますと、一般会計補助金で２億５２

８万３,４４１円。次に、長期前受金戻入。こち

らは農業集落排水施設や設備など資産を取得する

際、国や県などの補助金を会計上収益化したもの

でございます。決算額は１億２,２０５万４２２

円でございます。 

 次に、下段、支出。決算額は、同じく６４ペー

ジ中段になります。 

 第１款農集事業費用の決算額は４億１,１４３

万１,１９１円。第１項営業費用、決算額は３億

７,４１５万８,１７５円。こちらは農業集落排水

施設の維持管理に要する委託費並びに人件費、動

力費のほか減価償却費などでございます。 

 収入総計４億５８０万６,８８５円、支出総額

４億１,１４３万１,１９１円、収益的収入及び支

出収支差引は５６２万４,３０６円の損失でござ

います。 

 続きまして、６５ページ、６６ページをお願い

いたします。 

 資本的収入及び支出。収入決算額は６６ページ

上段になります。 

 第１款資本的収入決算額は１億４,６５４万８,

４２５円。主なものについて御説明いたします。

第１項企業債、決算額は２,６２０万円。施設の
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建設改良等に要する資金に充てるため、国などか

ら借り入れた資金でございます。第２項補助金、

決算額は１億１,７７８万８,４２５円。こちらは

建設改良等に要する国、県からの補助金でござい

ます。 

 次に、下段、支出。決算額は同じく６６ページ

中段になります。 

 第１款資本的支出、決算額は２億６,４１４万

９,８０１円。主なものは第１項建設改良費、決

算額は６,６４５万６７円。横島地区強化事業、

真空ステーション改築に関わる前払金でございま

す。 

 次に、第２項借入償還金、決算額は１億９,７

６９万９,７３４円。建設改良企業債の償還金、

元金でございます。 

 収入総額１億４,６５４万８,４２５円、支出総

額２億６,４１４万９,８０１円。収支差引は１億

１,７６０万１,３７６円の不足でございます。 

 なお、資本的収入額は資本的支出額に不足する

こちらの額は、当年度分損益勘定留保資金及減殺

積立金で補填いたしております。 

 続きまして、決算書の６７ページ、６８ページ

をお願いいたします。 

 令和４年度玉名市農業集落排水事業損益計算書。

こちらは決算状況を基に収益から費用を差し引い

た経営状況を示したものでございます。 

 令和４年度の経営状況は、６８ページの末尾を

御覧ください。 

 本年度の経営状況としては、当年度純損失４８

７万８,５０８円でございます。 

 続きまして、７４ページをお願いいたします。 

 ７、令和４年度玉名市農業集落排水事業報告書。 

 １、概要（１）総括事業。農業集落排水事業に

おいては、農村の生活環境を改善及び自然環境の

保全等を目的として公共用水域の公衆衛生の向上

に取り組んでいるところです。 

 令和４年度は横島地区機能強化事業として、真

空ステーション改築工事等を実施し、今後も引き

続き、計画的な更新事業に取り組んでまいります。 

 事業状況について。本年度の処理区域内人口は

６,８７５人となり、対年前年度より１８人減少

し、行政区域内人口６万３,７４６人に対する普

及率は１０.７８％となり、有収水量は５６万５,

１６１立方メートルで対前年度１万２,２８９立

方メートルの減少であります。 

 以上、議第７７号令和４年度玉名市農業集落排

水事業会計決算書の説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

を終わりました。 

 これより、質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議はありませんか。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 この農業集落排水は、その加入率はどがんです

か。もう全然増えよらんごた状態ですか。 

 令和３年から見て。横島は７割ぐらいあったん

ですかね。加入率が。天水が５割満たしとらんと

かな。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 今松本委員のほうから御質問がありました農業

集落排水の利用率ということで、令和４年度につ

きましては、利用される方の人口にしますと４,

８４０人。ただ、前年度の令和３年度を申します

と４,７８８人。そして令和４年度は４,８４０人

ですので、６０名ほどちょっと増加傾向でありま

して、若干ちょっと横ばいの状態が続いている状

況でございます。年度を見てみますとですね。微

増で増えながらも、若干ちょっと増えつつあると

ころもあるというところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 ちょっと加入率はやっぱもうちょっと上げてい

かんと、採算ベースが全然これは取れんごとなっ

とじゃなかつかなというと思うわけですよね。 

 それは営業収益は物すごい低っかつに、一般会

計からの、補助金でずっと賄いよるごた状態で、
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この真空弁の横島の強化はしたっていうとも、も

うその採算ベースが真空弁の更新ばずっとしてい

かなごたふうなら、これ果たして、それを爆発す

るこつなっとじゃなかすかなとしか思わんとです

よ。 

 その加入率の増加には、１軒１軒にまだ入っと

らんとこ、ほとんどその本管はずっと引いてある

わけじゃなかですか。自分ところに、合併浄化槽

じゃなくて、単独浄化槽がもう入っとるけん、

ちょっと今のところはっていうことで多分入んな

はらんとだろうばってん、しかしそれば上げてい

かんと。結局この事業が成り立っていかんと思う

とですよね。その辺はどがん考えとるんですか。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 今の松本委

員からの御質問ありましたとおり、経営状況とと

もに、今後、いわゆる加入者を増やしていかない

ことには、経営状況の状態がどうなのかというこ

とでございますけれども、こちらの農業集落排水

につきましては、やはりこの加入率を上げること

がまずは収入源ということになってきますので、

そちらのほうの上げる努力というのは、当局でも

行なっているところでございます。 

 ホームページ、また定期的な広報たまなのほう

でも、加入率、周知のほうは行なっておりますけ

れども、なかなかこの、いわゆる人口減少に伴い

まして、やはりこの人口流入があることを踏まえ

て、先ほども委員のほうからもおっしゃいました

合併浄化槽をつけているのに、それをちょっと、

また切り替えるとなると、やっぱ費用負担も発生

してくるということで、なかなかこう、そちらの

ほうの接続が伸び悩んでいるというところは現状

でございますので、特にこの加入率が低い地区に

対しては、今後引き続き、周知を図りながら、加

入促進の推進について呼びかけを行なっていきた

いと思ってございます。 

 以上でございます。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 結局ですね、玉名市が都市計画じゃないですけ

ど、立地適正化計画も策定をされて、結局この旧

町部だけじゃなくて、ある程度のエリアのところ

までに立地を制限して、コンパクトシティーを玉

名市もしていかんと。結局下水道と上水道の老朽

化を布設替えしていったりすっとで、費用が物す

ごくかかってくるけんが、その辺も含めた中で、

都市計画課あたりと連携を結んでしていかんと。

ずーっとこの費用が莫大にかかっていくけんが、

やっぱその辺はですね、上下水道工務課、上下水

道企業局と、土木というか立地的、都市整備計画

課あたりとですよ、話をしながらですね、横島で

もコンパクトシティー横島町の中でもコンパクト、

岱明町の中でもコンパクトというのをつくってい

かんと、やっぱそこに公共下水道が今どこでも一

番、全国的にお金がかかっていくという問題が発

生しとるけんがですね、その辺はやっぱ的確に対

応ばしていっていただきたいということをお願い

したいと思います。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 似たような質問なんですけど、農集の場合、私

はここの加入率が仮に１００％になったとしても

ですね、なかなか経営は厳しかと思います。なぜ

なら、農集を普及している地域の人口そのものが

だんだん減ってきよるけん。分母が減りよっとる

ですよ。分子ば太したっちゃあ、もとが減りよっ

とだけん、なかなかですね、これ厳しいなと、将

来的に。だけん、法定外繰入ばずっと続けよっと

かなといういうふうに思うわけです。 

 それで幸いに、玉名市だけじゃなくてほかの市

町村も導入しているとこありますので、経営改善

にどぎゃんとが必要なのかなと。他市の状況なん

かもちょっと研究して、何か取り組まれているよ

うなことは何かあるんでしょうか。お尋ねします。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 今前田委員

の、他市の状況を含めたところでの経営改善とい

うところで、他市の経営状況の改善については、

今の現状としては、情報を持ち合わせておりませ

んので、今後、他市のそういった事例があればで
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すね、調査等を含めながら検討してまいりたいと

思います。 

 それで経営状況につきましては、今委員おっ

しゃるとおり、他会計の繰入金、いわゆる市から

の繰入金が、ちょっと大きいところを含んでいる

ところでございます。それでこの状況が、仮に、

今後続くようであれば、やはり少なからず料金等

にも若干影響してくる分もございますので、まず

はおっしゃるとおり、加入率数の増加もございま

すけれども、経常状況の改善に向けて、まずは

ちょっと、当課としても検討を今後進めていきた

いと思っております。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 農業集落排水はなかなか経営的には厳しかかも

しれんばってん、やっぱしやらなきゃいかんわけ

ですよね。 

 先ほどおっしゃいました処理区域内、横島天水

地域の生活水準の向上というかな、あるいは環境

の改善というかな、そういった意味からも、やっ

ぱり一般会計からの繰入をしてでも維持していか

んといかんと思うんですよ。 

 そういう意味じゃ、先ほどの上水道の普及もで

すよ、加入率、事前のアンケートで加入者がどの

くらいあるかなと水道に。そういったことももち

ろん大事ですけど、やっぱり一番は、そこに住ん

どる人たちの生活水準の向上というかな、やっぱ

福祉の向上というか、そういった観点からやっぱ

りしっかり考えてもらって、もちろん財政的な裏

づけというのも出てくっですけど、やっぱり一番

は福祉の向上というか、住民のですね、そういっ

た観点が大事じゃなかつかなと思いますけど。 

 もうよかです。以上です。そぎゃん思いますの

で。そんだけ言うて。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 今推進員さんちゅうのはおらるっとね。農業集

落の。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 今推進員さんはいらっしゃっておりません。 

○委員（中尾嘉男君） 何でおんなはらんと。前

はずっとおって、加入の推薦にずっと回るように

なったと。 

 そういうことでね、やっぱ加入も結構ありゆっ

たったいね。何年ぐらいもうおられんとね。いつ

やめたっだろうか。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 推進員さんということで、合併後の平成１７年

以降については、いらっしゃらないということで、

合併以前に、やはりそういった推進をされる方々

が地域を回られて、普及に努められたというのは

ございます。 

 特に、俗に言う、区の区長さんですとか、地域

の代表となる方が、やはり率先してこの事業を進

めるに当たって、やはりもう、大がかりといいま

すか、一大事業でございますので、その普及に関

しても、地区の方が推進されたのではないかと

思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第７７号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 議第７７号令和４年度玉名市農業集落排水事業

会計決算については、全員一致をもって認定する

ことに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 
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 今日これにて、２日目の質疑を終了いたします。 

 明日２０日は午前１０時から再開しますので、

よろしくお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ３時２２分 散会 
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予 算 決 算 委 員 会 記 録 

 

令和５年９月２０日（水曜日） 

  午前１０時００分開議 

  場所：第１委員会室 

 

１．本日の会議に付した案件 

 １．令和５年第３回玉名市議会定例会付託案件 

  議第６９号 専決処分事項の承認について 

専決第９号 令和５年度玉名市

一般会計補正予算（第３号） 

  議第７０号 令和４年度玉名市一般会計歳入

歳出決算 

  議第７１号 令和４年度玉名市国民健康保険

事業特別会計歳入歳出決算 

  議第７２号 令和４年度玉名市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算 

  議第７３号 令和４年度玉名市介護保険事業

特別会計歳入歳出決算 

  議第７４号 令和４年度玉名市浄化槽整備事

業特別会計歳入歳出決算 

  議第７５号 令和４年度玉名市水道事業会計

決算 

  議第７６号 令和４年度玉名市公共下水道事

業会計決算 

  議第７７号 令和４年度玉名市農業集落排水

事業会計決算 

  議第７８号 令和５年度玉名市一般会計補正

予算（第４号） 

  議第７９号 令和５年度玉名市国民健康保険

事業特別会計補正予算（第２号） 

  議第８０号 令和５年度玉名市介護保険事業

特別会計補正予算（第２号） 

 

２．出席委員（２１名） 

 委  員  長    多田隈 啓 二 君 

 副 委 員 長    一 瀬 重 隆 君 

 委     員    大 野 豊 重 君 

 委     員    中 村 慎 吾 君 

 委     員    浜 田 繁次郎 君 

 委     員    瀬 崎   剛 君 

 委     員    田 浦 敏 晴 君 

 委     員    山 下 桂 造 君 

 委     員    立 川 信 之 君 

 委     員    坂 本 公 司 君 

 委     員    𠮷 田 真樹子 さん 

 委     員    北 本 将 幸 君 

 委     員    松 本 憲 二 君 

 委     員    德 村 登志郎 君 

 委     員    西 川 裕 文 君 

 委     員    江 田 計 司 君 

 委     員    近 松 惠美子 さん 

 委     員    前 田 正 治 君 

 委     員    作 本 幸 男 君 

 委     員    森 川 和 博 君 

 委     員    中 尾 嘉 男 君 

 

３．欠席委員（なし） 

 

４．欠  員（１名） 

 

５．事務局職員出席者 

 次     長    松 野 和 博 君 

 

６．説明のため出席した者 

 副  市  長    村 上 隆 之 君 

 教  育  長    福 島 和 義 君 

 総 務 部 長    𠮷 田 勇 人 君 

 企画経営部長    宮 本 圭一郎 君 

 市民生活部長    松 田 智 文 君 

 健康福祉部長    瀬 崎 しのぶ さん 

 産業経済部長    井 上 康 博 君 

 建 設 部 長    田 代 史 典 君 

 建設部首席審議員    平 田 道 生 君 

 教 育 部 長    藤 森 竜 也 君 

 総 務 課 長    前 田 弘 信 君 
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 財 政 課 長    木 村 隆 宏 君 

 人権啓発課長    濱 治 裕 子 さん 

 企画経営課長    石 貫 誠 哉 君 

 情報政策課長    大 石 晋 史 君 

 市 民 課 長    古 賀 祐一郎 君 

 税 務 課 長    冨 安   崇 君 

 環境整備課長    塚 本 昭 広 君 

 総合福祉課長    小 山   聡 君 

 くらしサポート課長    平 田 光 紀 君 

 高齢介護課長    中 川 由 美 さん 

 保険年金課長    松 下   匡 君 

 保健予防課長    村 上 洋 治 君 

 農業政策課長    前 田 竜 哉 君 

 水産林務課長    小 川 昭 彦 君 

 農地整備課長    丸 山 隆 一 君 

 商工政策課長    神 永 和 典 君 

 観光物産課長    伊 藤 恵 浩 君 

 土 木 課 長    田 上 幸 二 君 

 土木課審議員    宇 野 貴 善 君 

 都市整備課長    中 尾 賢 治 君 

 都市整備課審議員    中 川 英 昭 君 

 教育総務課長    西 原 正 信 君 

 教育総務課審議員    島 田 浩 一 君 

 教育総務課審議員    成 瀬 陽 一 君 

 教育総務課審議員    田 中 良 幸 君 

 コミュニティ推進課長    西 川 慶一郎 君 

 スポーツ振興課長    小 山 晃 生 君 

 その他関係職員 

 

午前１０時００分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） 皆さん、おはようご

ざいます。 

 委員会を始める前に申し上げます。 

 委員会はインターネット配信をしておりますの

で、各位並びに執行部におかれましては、個人情

報等の発言には十分御注意願います。 

 審査に当たっての発言の際には、必ず挙手をさ

れ、指名しますので、委員においては、マイクス

タンドのボタンを押して氏名を述べられてから発

言し、終わりましたら再度ボタンを押してくださ

い。執行部においては、ワイヤレスマイクのス

イッチを入れ、所属と氏名を述べられてから発言

し、終わりましたらスイッチをお切りください。 

 また、委員が質疑される際には、資料の名称及

びページ番号等を必ずお伝えいただくようお願い

します。 

 審査の順序、方法は、別紙の議案審査進行表に

従い行ないます。 

 各担当課からの説明は、事前に配付しておりま

す主要施策説明書及び補正予算書資料の下行なわ

れますが、必要最小限の事業に絞っての説明とな

ります。ただし、予算書等の内容は全て審査の対

象であることを申し添えます。 

 なお、一般会計補正予算における各事業の財源

となる歳入については、各事業の歳出の説明と併

せて対応する歳入を各担当課が説明します。よっ

て、財政課は財政課所管の歳入のみの説明となり

ます。 

 最後に、スムーズな議事進行のために、委員に

おかれましては、決算に関係がない質疑は慎むこ

と。執行部におかれましては、説明時間は審査案

件ごと１０分以内を目安にお願いいたします。 

 それでは、委員会を再開いたします。 

 これから、令和５年度補正予算４件の審査にな

ります。 

 まず、総務部、企画経営部、市民生活部所管の

審査を行ないます。 

 議第７８号令和５年度玉名市一般会計補正予算

（第４号）を議題といたします。 

 執行部から１０分以内の説明を求めます。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課長の木村でご

ざいます。 

 これから審査いただきます総務部、企画経営部

及び市民生活部所管に係る議第７８号令和５年度

玉名市一般会計補正予算（第４号）につきまして、
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予算資料を用いて、主なものの内容につきまして

各担当課長から説明いたしますので、よろしくお

願いいたします。 

 それでは、予算資料の２ページ下段をお願いい

たします。 

 ２番の財政調整基金積立金は、令和４年度決算

に伴う剰余金処分として元金７億１,０００万円

を積み立てるものでございます。 

 財政課からの説明は以上でございます。 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です。 

 同じく予算説明書の３ページ中段をお願いいた

します。 

 ７番、市税賦課事業２０３万５,０００円の追

加でございますが、来年度から、個人市県民税と

併せて賦課徴収を行ないます森林環境税への対応

を行なうため、既存システムの改修費用を補正す

るものです。 

 以上でございます。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 市民課長の古賀で

ございます。 

 予算資料の３ページをお願いいたします。 

 ナンバー８番、社会保障・税番号制度事業でご

ざいます。マイナンバーカードの交付に係るシス

テム導入等に要する経費といたしまして、今回６

９４万８,０００円の増額補正をお願いするもの

でございます。 

 主なものといたしまして、マイナンバーカード

交付管理システム導入業務委託５５０万円の増額

ですけれども、マイナンバーカードの交付管理は、

制度導入の平成２７年度から、本庁、支所、それ

ぞれ別々にエクセルによりデータ管理を行なって

おります。 

 制度導入から年数も経過しエクセルのデータ量

が膨大になっており、処理速度が遅いことに加え

エクセルデータの破損等も懸念されるところです。 

 これらにつきましては、令和４年度から５年度

にかけてマイナンバーカードの交付が急増したこ

とに起因するわけでございますけれども、マイナ

ンバーカードにつきましては、決して一過性のも

のではなく、継続して申請、交付、更新、切替え

等の処理事務を行なう必要があり、今後もさらに

データ量及び業務量が増加することから、これら

の事務を効率よく処理をするとともに、本庁、支

所間のデータ管理を一元化し、市民からの問合せ

や要望に迅速に対応するため、今回マイナンバー

カード交付管理システムを導入するものでござい

ます。 

 なお、今回要求しておりますマイナンバーカー

ドの交付事務に係る経費につきましては、全てマ

イナンバーカード交付事務費補助金、補助率１０

分の１０の対象でございます。 

 市民課からは以上でございます。 

○環境整備課長（塚本昭広君） 環境整備課の塚

本でございます。 

 予算資料の４ページをお願いいたします。 

 １７番、地球温暖化対策事業の６万円につきま

しては、熊本連携中枢都市圏域の関係市町村、こ

れにつきましては熊本市を中心として玉名市を含

む２０市町村でございます。 

 それで、広域的な地球温暖化対策実行計画区域

施策編、これは仮称でございますけれども、策定

を予定しております。それに関わる広報啓発や委

員の報償費の経費の負担金でございます。 

 以上でございます。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課長の木村でご

ざいます。 

 予算資料の８ページ下段をお願いいたします。 

 今回の補正の財源でございますが、その他の一

般財源の内訳といたしましては、補正の財源調整

として普通交付税及び繰越金を追加するものでご

ざいます。 

 以上で、総務部、企画経営部及び市民生活部所

管に係る議第７８号令和５年度玉名市一般会計補

正予算（第４号）の説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で、執行部の説

明は終わりました。 
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 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議はありませんか。 

○委員（大野豊重君） ７８号だから歳出もオー

ケーなんですかね。 

○委員長（多田隈啓二君） はい。 

○委員（大野豊重君） 所管課の。 

○委員長（多田隈啓二君） はい。 

○委員（大野豊重君） 資料３ページの２款リ

モートデスクトップライセンス使用料についてお

伺いしたいんですが、これ、庁内でどういうふう

に使われるものなんですか。 

○情報政策課長（大石晋史君） 情報政策課、大

石と申します。 

 このリモートデスクトップのライセンスにつき

ましては、今庁内のネットワークをですね、マイ

ナンバーを使う方、マイナンバーは使わないけれ

ども個人情報を扱う方、あとグループウエア等を

使うインターネット側という３層の構造に分けて

おります。 

 今回のこのリモートデスクトップにつきまして

は、マイナンバーは使わないですけれども、個人

情報を取り扱う職員のパソコンで、通常は、その

パソコンは業務を、個人情報を使う基幹業務のほ

うのシステムを使うんですけれども、画面転送さ

せまして、インターネットを利用するためにこの

リモートデスクトップのライセンスが必要となる

ものでございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 それは、端末ごとで管理はできてないんですか

ね。今、マイナンバーを使う端末と使わない端末

と、何かもう一個言われましたけど。でも、結局、

オペレーターはどこの職員がやられるんですか。 

○情報政策課長（大石晋史君） 情報政策課、大

石です。 

 利用するのは、あくまでも原課の職員が自分の

パソコンを使って、そのパソコンを使って、リ

モートデスクトップの画面、インターネットを使

うサーバーの画面を転送させてインターネット業

務をそこで行なうという形になります。 

○委員（大野豊重君） 市民課になるんですかね、

そしたら。所管は。違う。 

○情報政策課長（大石晋史君） 情報政策課、大

石です。 

 このリモートデスクトップを使っている職員が

ですね、現在約１１０名おられます。課としては

１６課が利用しているところでございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） その端末の中に、リモー

トデスクトップとしてインターネット業務をする

場合のもの、それでセキュリティーのためにリ

モートデスクトップのソフトウエアを使ってやる

んですよという、そのライセンス料という認識で

よろしかったですか。 

○情報政策課長（大石晋史君） はい。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 引き続きよろしいでしょうか。 

○委員長（多田隈啓二君） はい、どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 同じ３ページのマイナン

バーカード。今回、先ほど、エクセルで管理して

て、それをしっかりシステムにおいて安定をさせ

ていくということだったんですけれども。 

 そのシステムはいいんですが、その下に借上料

の統合端末というのがあるんですが、これは追加

導入になるんですか、それとも何かの入替え導入

になるんですか。追加なのか、入替えなのか。こ

れ、市民課だと思いますけど。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 市民課長の古賀で

ございます。 

 これ、追加ということになるんですけれども、

各支所にですね、１台ずつ、計３台。今回１２月

から３月までの統合端末の借上料として、これは

追加をいたします。 

 統合端末につきましては、市にマイナンバー

カードの交付申請、こういったものを行なう専用

端末ということになりますけれども、制度導入か
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らも各１台しか支所にないということで、また、

４年度から５年度にかけて非常に交付が多かった

ということで、現在１台で対応することが困難と

いうことになりまして、１台追加導入するという

ことでございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 それで、今までエクセルでやっていて、今発行

率からすると、もう４万人分ぐらい発行されてい

ると思うんですけど。それをエクセルでやるとな

ると非常に危険な作業だったので、それ、システ

ム化されるんですが。 

 今後ですね、更新が入ってくるじゃないですか。

今までは発行、発行で来てたんですけど、今後そ

れが、子どもたちの５年更新と大人の１０年とい

うのが出てくると思うんですけど。そういったと

きも、今回のこの交付管理システムには、それを

対応できるような仕様で、リビジョン管理まで含

めてやっていかれる仕様ということでよろしいで

すか。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 市民課長の古賀で

ございます。 

 現在のところですね、更新については、エクセ

ルにおいては管理をできてない状態ですけれども、

今回導入するシステムにおいては、非常に管理項

目が広いということで、そこら辺の更新について

もカバーができていくものということで考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど。ありがと

うございます。 

 発行より更新のほうがめちゃくちゃ複雑になっ

てくると思うんですね。通知したけれども、更新

をしないだとか、新しくまたつくり直すだとか、

そういうのが出てくるんですけど。人員管理って

いうのは、その辺、大丈夫ですか。対応する人員。

今回端末も支所に入れられるということだったの

で、それなりの職員教育とか、そういった対応す

る人員って増やさないといけないのかなっていう

感覚なんですけど、その辺りは大丈夫ですか。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 市民課長の古賀で

ございます。 

 人員については、非常に、国の動向とかにもで

すね、左右される部分があるんですけれども、今

回のシステムを導入することによって、非常に効

率的に事務が簡素化できるということがありまし

て、逆に、現在の人員よりも少ない人員でできる

のではないかというふうには考えております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。どうぞ。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今のマイナンバーカードについてですけど。交

付の段階で、全国的に、同姓同名で間違えました

というのが発生したじゃないですか。あのことに

ついて、単純な人為的ミスということで解決され

んとじゃなかつかなと思うとですけど。そういっ

た、同姓同名を間違えんようなシステム上のなん

かはあっとですかね。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 市民課長の古賀で

ございます。 

 同姓同名をですね、間違えないようにするとい

うことについてはですね、システムが情報連携を

しているかしていないかということには尽きると

思うんですけれども。 

 この情報連携という意味がですね、何もかも自

動で、手入力をせずに入力ができるということの

みを指すものではなくて、最終的に、確実な情報

を取得をしたものの、入力する段階で職員が間違

えるという、ここら辺のところをですね、国のほ

うの今の点検の中では、それは一応ないという前

提でちょっと今動いているという状況ですので、

ひょっとするとその辺の甘さが出てきて、また、

再度点検のし直しという可能性も出てくるのかな

というふうに感じております。 
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 玉名市としては、現在、全国の各自治体に、今、

事務処理をどのようにやっていますかということ

で照会がかかっておりまして、それについてどう

いうふうにやっていますという国のほうに回答し

た結果、玉名市は点検対象外であるという、全国

３３２団体で、今点検対象ということになってい

るんですけれども、玉名市におきましては基準は

一応満たしているということで点検対象外という

ことになっておる状況です。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 分かりました。より慎重にですね、扱うしかな

かつかなというふうに感じたところです。 

 それで、このマイナンバーカード交付のシステ

ムの保守あるいは管理についての何かマニュアル

的なものっていうのはあっとですか。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 市民課長の古賀で

ございます。 

 システムの保守につきましてはですね、一応予

定しておりますところが、住基とか、統合端末と

か、そういったものと連動性が必要ということに

なってきますので、現在のベンダーであります行

政システムさんが作成したシステムの利用を予定

しておるということで、そこら辺の、システム導

入に伴いまして保守も５年間ついておりますので、

その辺で対応をしていく予定でございます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 続けてよかですか。 

○委員長（多田隈啓二君） はい、大丈夫です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 それじゃもう一つですね。今度の議会に高瀬蔵

の無償貸付けが議案として出ていますけど、高瀬

蔵についての固定資産税の取扱いについては、今

まで、そして今度無償貸付けをしたとしたら、今

後はどぎゃんなっとか、その辺をちょっとお願い

します。 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です。 

 ただいまの質問ですけども、高瀬蔵につきまし

ては、現在、商工会議所が管理されております。

商工会議所につきましては、税制上非課税団体と

いう形で、今のところ高瀬蔵には課税されており

ません。 

 ただ、今後譲渡されて、ＮＰＯ団体のほうへ譲

渡されますと、今度は非課税の規定がございませ

んので、課税という形にはなるところでございま

す。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 無償譲渡だったですかね、貸付けじゃなくて。 

○税務課長（冨安 崇君） 譲渡です。 

○委員（前田正治君） 譲渡だったかな。その辺

は相手方にきちんと説明もしてあっとですか。 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です。 

 所管が商工政策課になりますけども、その辺の

説明はしているというところで確認はしておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 相手先がＮＰＯで、そぎゃん利益ばばんばん出

すようなとこじゃないかと思ってですね。引き続

き、何がしかの固定資産税に対する減免措置もあ

りかなとは思たっですけど。それはまあよかです

けど。所管のところでまたさるるかもしれんけん。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。どうぞ。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 また、マイナンバーカードについて伺いますが、

今回、国のほうの事務費補助金ということでする

ということではあるんですけれども、このマイナ

ンバーカードの管理システムというのは、国はつ

くらないで各自治体に任せているっていうことで

理解してよろしいでしょうか。 

 また、このシステム自体は自治体ごとに違うの

が使われているとか、同じなのかっていうところ

は、どのようになっているか、教えてください。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 市民課長の古賀で
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ございます。 

 国がですね、クラウド的なやつでまとめてつく

るというところの話は今のところ出てきておりま

せんので、自治体ごと、それぞれ違うというシス

テムになってきます。 

 とはいえ、国のほうはですね、標準化といいま

すか、同じような様式にそろえていくということ

を推進しておりますので、これらのシステムにつ

いてもですね、そう変わったシステムじゃないよ

うな形で多分そろえられていると考えております。 

 全国でですね、今度入れる予定のシステムは４

８自治体が導入をしているという状況に、参考ま

でになりますけれども。 

 以上でございます。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（山下桂造君） ありがとうございます。

いいです。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 予算書の１６ページのところで、税の徴収費の

ところの委託料なんですけど、森林環境税が取ら

れるようになるけん、そのシステム改修だと思う

んですけど。結局、これ、税金の枠組み的なやつ

が変わるだけで、取られる額的、取られるという

か、徴収する額的には変わらんとですか。 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です。 

 徴収する額、個人に対しては変わらないですけ

ども、市に入ってくる税収としては落ちます。た

だ、その分、森林環境税につきましては、森林環

境譲与税という形で別のところで入ってくる形に

はなります。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 今もう来よっとですよね、あれが。今、森林の。

それ、使われよっとですか、実際。それとも、も

う基金に積み立てよっとですか。実際どんくらい

来よっとですかね。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課長、木村でご

ざいます。 

 これにつきましては、今、農林水産のほうの森

林関係で使っております。内容につきましては、

後でよろしいですか、お答えいたします。 

○委員（北本将幸君） 北本です。はい、大丈夫

です。 

 それが、もう結局、引き続き、ただ集め方が変

わってくるということですよね、今後。来年度か

ら。国から森林に、関係で使いなさいというのは、

交付されてくるということですよね。この税金、

集めて、市に交付されてくるということですよね。

流れ的には。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課長の木村でご

ざいます。 

 今回の税目に対しては、特定でございますので、

森林関係に使う財源として、譲与税として交付さ

れる形になってまいります。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。ほ

かに。どうぞ。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。ちょっと

財政課にお尋ねします。 

 財政調整基金が、今度も、繰越金の半分以上の

７億１,０００万円程度を積み立てたということ

なんですけど、財政法でそぎゃん決まっとるけん

こぎゃんしてあっとて思うとですけど。 

 年度末ぐらいで、これぐらいの繰越金が出そう

だなというのが、ある程度判明するじゃないです

か。その段階で、地域から出てたいろんな、側溝

の改修とか、ちょっとした道路の拡張とか、そう

いったのを前倒しで施工するというようなことは

実際どのくらいあっとですか。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課長の木村でご

ざいます。 

 今、委員のほうからですね、前倒しということ

でもありますので、ちょっと金額はですね、基本

的にはないというふうに考えています。 

 といいますのが、その年度に計画をしている事

業自体をまず執行することを前提で、その年度間

は計画しますけども、その年度におきましては、
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事業計画として不測の事態とか、いろいろあった

りして、逆に執行が厳しいというところもあった

りしますので、そういう意味からしますと、その

年度の事業執行ということをまず優先させる形で

すので、翌年度、また前倒しっていう形で行なっ

てしまいますと、事業としては非常に厳しい状況

になりますので、そういう意味からして、ないと

いうふうな形で今答えさせていただきたいという

ふうに思います。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 いろんな事情で今年整備する予定ができんだっ

たと。そういうのは当然次の年度になるかもしれ

んですけど。お金が、入札残とかいろんなことで

余るという時点で、例えば軽微な側溝の修理とか、

そぎゃんとば、ほなこつは来年する予定だったけ

ど、大体、地域からいろいろ要望が出て、順番が

あるけん決まっとっじゃないですか。 

 それで、そういったことをちょっと早めに取り

組むというようなことも、私は金額によっては

あってもいいかなと思うとですけど。必ずその年

度にせんとでけんと。決めたとおりせんとでけん

ということじゃなくて、よかこつならちっとは前

倒しでもしてよかっじゃなかつかなと思いますけ

ど。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課長の木村でご

ざいます。 

 計画どおりに年度分を進めるというものではご

ざいませんで、計画はしながらも、その年度内に

おきまして、いろいろ執行状況等も見まして調整

しながら行なっておりますので、その件につきま

しては、計画したものだけではなく、年度間の中

でいろいろ考慮しながら執行は行なっているとい

うふうに伺っております。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 無理やりせれていうこっじゃなくてですね、そ

こら辺は酌んでいただきたいというふうに思いま

す。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（中尾嘉男君） おはようございます。中

尾ですけども。 

 ちょっと、３ページのね、２款の自衛隊募集協

力事業についてお尋ねします。 

 資料があるならば、令和元年度からの採用され

た数をちょっと教えてください。 

○総務課長（前田弘信君） 総務課長の前田です。 

 玉名管内の入隊者数で、令和元年度が９人、令

和２年度が１８人、令和３年度が９人、令和４年

度が８人です。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 予想しとったつよりも結構多かですね。やる気

のある青年、じゃんじゃん自衛隊のほうに、募集

をされるようお願いしておきます。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。どうぞ。 

○委員（德村登志郎君） 德村です。 

 資料の３ページですけれども。税務総務費関連

で、男性育児休業なんですけれども。こちらの、

今、職員さんの実績ですね、ここ３年ぐらい

ちょっと教えていただければと思いますけど。 

○総務課長（前田弘信君） 令和２年度がですね、

１人。令和３年度が１人、令和４年度が５人です。 

○委員（德村登志郎君） 德村です。 

 それは、１人、１人、５人となっていますけれ

ども、対象になられる方、ほとんどが育児休業を

申請なさっているような状況ですか。それとも、

そうでない方もいらっしゃるんですかね。 

○総務課長（前田弘信君） 総務課長の前田です。 

 いえ、育児休業になっています。育児休業のほ

うになります。 

 対象人数を申し上げますと、令和２年度が１０

人のうち１人、それと令和３年度が１０人のうち

１人、それと令和４年度が１３人のうちの５人で

す。 

○委員（德村登志郎君） 德村です。ありがとう
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ございます。 

 まだ、もっとですね、やはり推進していただき

たいかなと、その割合から考えればですね。よろ

しくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議はありませんか。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課長の木村でご

ざいます。 

 先ほど北本委員のほうから、森林環境譲与税の

活用という形で、どのようになっているかという

ことで、御質問でございましたけれども。 

 今年度当初予算におきましてですけれども、ま

ず事業費としては１,６３６万９,０００円を当初

予算では計上いたしまして、ここでは、事業とし

ては、新生児に対しまして、木製品のタマにゃん

皿という形で、これを配布をするようにいたして

おります。 

 また、今回補正を、資料の５ページの６款の２

７番で、森林保全の事業という形で、石貫地区に

おきます森林保険及び森林経営管理民有林の整備

という形で委託を行ないますけども、このような

経費に譲与税を充当するという形で対応いたして

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

 ほかに質疑及び委員間討議はありませんか。 

○委員（西川裕文君） 西川ですけども。 

 説明資料の３ページ、３款の９番、自殺対策推

進事業の中のですね、直接じゃないけれども、実

際自殺をされた方というのは把握はされておりま

すか、玉名市内に。 

○委員長（多田隈啓二君） 後でよろしいですか。 

○委員（西川裕文君） はい。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議はありませんか。 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です。 

 先ほど前田委員のほうから、高瀬蔵の固定資産

のことでお尋ねのあった件で、一部修正させてい

ただきます。 

 土地につきましてが無償貸付けという形で、今

議会に提案されていますとおり無償貸付けです。

建物につきましてが譲渡という形で、土地につき

ましては市の所有ですので、これまでどおり非課

税、建物についてが課税という形になります。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 土地は玉名市のっだけん課税はされんで、建物

だけが、課税すると。建物も、ですから、さっき

言ったように、ＮＰＯ法人ということですので、

何らかの軽減策があっていいのかなというふうに

思います。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 ここで、執行部の入替えのため、１０時４５分、

再開いたします。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１０時３５分 休憩 

午前１０時４３分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） 休憩前に引き続き委

員会を開きます。 

 次に、産業経済部及び建設部所管の審査を行な

います。 

 議第６９号専決処分事項の承認について、専決

第９号令和５年度玉名市一般会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

 執行部からの１０分以内での説明を求めます。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 まず、農地整備課からは１つの事業について説

明いたします。予算資料の１ページをお願いしま
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す。予算書は１０ページ上段です。 

 予算資料１ページ、１番、事業名、土地改良事

業は５,３８３万８,０００円の増額をお願いする

ものです。 

 これは、平成２年度に県営排水対策特別事業で

設置した玉名市岱明町の大正開排水機場において、

年１回の委託業者による定期メンテナンス及び運

転管理者による月１回の点検などを行なっていた

にもかかわらず、水中ポンプ５台中２台が本年６

月に故障したもので、至急熊本県に報告し、農林

水産省の補助事業で、団体営土地改良施設突発事

故復旧事業での対応を行なっているものです。 

 ７月には採択申請を行ない、８月には採択を受

けたことによりポンプの補修を開始しているとこ

ろです。 

 以上、農地整備課からの説明を終わります。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 当課からは、２件のうち１件の予算について説

明をさせていただきます。同じく資料１ページ中

段をお願いいたします。 

 ２番、林道事業の６０５万６,０００円の増額

をお願いするものです。 

 内訳としましては、修繕料の１２８万７,００

０円で、市が管理する林道東部小岱山線の路面が

下がり水たまりとなる部分等を補修するものであ

ります。 

 これは、今年１月の寒波の際に水たまりが凍結

したため職員で撤去作業を行なったところであり、

今年の梅雨時期に、その水たまりの状況を確認し

ましたところ、道路中央から左右に水たまりがで

きており、深いところでは、最大７センチの深さ

であることを確認いたしました。 

 このことから、林道利用者が安全に通行できる

よう、秋の台風シーズン前までに路面の補修を行

なうものであります。 

 また、同じく同路線ですが、盛土にて施工され

ました路面の一部にクラックが発生し、そこから

雨水が浸入したことにより、路肩のフェンスの一

部が、傾きが発生してきていることから、このま

まの状態では路面ごと滑落する危険性があること

から、今回、予防保全対策として早急に路面に

オーバーレイを行ない林道の維持保全を図るもの

でございます。 

 次に、工事請負費の４７６万９,０００円でご

ざいますが、これは、同じく市が管理する林道東

部小岱山線の法面上部が７月の豪雨により崩落し、

その上部の残存部分において再度崩落する危険性

があることから、仮設の防護柵を設置するもので

あります。 

 施工延長は１４メートルで、長さ４メートルの

Ｈ形鋼を２メートル間隔で建て込み、その間に木

板を設置するものでございます。 

 ここは以前、国の災害復旧補助事業を活用して

復旧した箇所であり、その上部の一部が崩落した

ものであり、そのほとんどが、法面が既存のまま

残存していることから補助基準には該当しないた

め、斜面にて仮設防護柵を設置し、林道利用者の

安全を確保するものでございます。 

 水産林務課からは以上になります。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 土木課からは１つの事業について御説明いたし

ます。同じく予算資料の１ページをお願いいたし

ます。 

 ７番、現年発生単独災害復旧費、道路橋梁の１,

０２１万５,０００円の増額は、道路５０件と水

路５件の計５５件の災害復旧費であり、内訳とし

ましては、修繕料１７件、委託料１１件、借上料

２７件でございます。 

 これは、６月３０日からの梅雨前線豪雨により、

土木課が管理する道路において陥没や法面崩壊、

倒木、土砂流出などの災害が発生し、国の災害復

旧事業の採択要件に該当せず、なおかつ緊急性を

要する災害について専決にて対応したものでござ

います。 

 土木課からは以上となります。 
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 以上で議第６９号令和５年度玉名市一般会計補

正予算（第３号）の説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

は終わりました。 

 これより、質疑及び委員間討議に入ります。質

疑及び委員間討議はありませんか。 

○委員（作本幸男君） 作本です。 

 １番のですね、土地改良事業費、この大正開の

ポンプが５台のうちの２台というふうにおっ

しゃったですけど、５台は同じ年数でつけられた

ポンプですかね。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 平成２年度から

の工事で一緒につけているポンプになります。 

○委員（作本幸男君） 作本です。 

 ２台がいかんだったということですけど、点検

の不十分というか、そういったミスでこのポンプ

が故障したということですか。原因は何だったっ

ですかね。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 原因についてはですね、今現在ポンプのほうが

メーカーのほうに行っていますので、詳細に調査

したところ、シール台の腐食によりポンプ内の機

械室に水が入り動かなくなったということです。 

○委員（作本幸男君） 作本です。 

 要するに、点検は誰かに委託しよっとですかね。

職員がしよっとか。年に何回かするでしょう。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 先ほど説明の中にも言いましたとおり、年１回

は、市のほうが委託しております委託業者が年１

回行なっております。それと、毎月、月に１回、

運転管理者の方に一応点検をお願いしているとこ

ろです。 

 以上です。 

○委員（作本幸男君） 作本です。 

 それでも故障したということは、何かやっぱり

原因はあったわけですよね。浸水でしょう。それ

で、浸水に至るまでのそういった手順というか、

その管理者さんあたりがですよ。ちょっとしたミ

スになっとかな、これ。仕方ないことかな。どが

んですかね。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 ミスと言うよりは、どちらかというとやっぱ経

年劣化といいましょうか、そちらのほうの、やっ

ぱ部品の損傷から、たまたま点検のときに動かな

くなってというところになるかと思います。 

○委員（作本幸男君） 作本です。 

 平成２年かな。 

○農地整備課長（丸山隆一君） はい。 

○委員（作本幸男君） 平成２年。原因は、もう

結局おっしゃった浸水して止まったというこっで

しょう。故障したってわけでしょう。その辺りが

ですよ、それは、どこのポンプ機場あたりは、

あってもおかしくないような事故というか故障か

な。よそにもあっとっとだろうかな。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 年数がたっているのもありますし、ずっと水の

中につかっている状態のままていうか、つかって

いるときもあるし、つかっていないときもあると

いう部分で、やっぱりそれの繰り返しになります

ので、経年といえば経年のほうも強いのかなとい

うところで感じております。 

○委員（作本幸男君） 水中ポンプたいね。水中

ポンプちゅうのはそがんなごはもてんたいね。大

体、耐用年数というとは何年ね。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 今、玉名市内に、排水機場２６か所ありますけ

ども、もう３０年以上になっている部分も多く

なっていますので、それを今随時、県のほうとも

相談しながら、県営でできる部分については県営

でしていますし、それに合致しないような部分に

ついては、補助事業を見つけながら団体のほうで
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やっている状態であります。 

 ２０年から３０年ぐらいが大体年数なのかなと

いうところではあります。もう３０年以上を超え

ている部分についてはちょっと急いでやっている

状態です。 

 以上です。 

○委員（作本幸男君） 水中ポンプということで

して、結構、３０年ぐらいが精いっぱいかなと思

いもすっとばってんですね。故障してから替える

ていう、劣化してから替えるというよりも、耐用

年数というのはそれぞれやっぱあるわけですから、

その辺りもしっかりとですね、管理の中でやって

もらえば。大事なときに故障したら何もならんけ

んですね。お願いしときます。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議。どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 今、作本委員の追加になるんですけれども。こ

れは、オーバーホールはするケースってあるんで

すか、エンジンに。ポンプのオーバーホール。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 オーバーホールも計画的に今やっているところ

です。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど。 

 オーバーホールは、大体どれぐらいの年数でや

られるのか。大方でいいです。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 大体、エンジンポンプ、水中ポンプはあります

けども、１０年から２０年の間でオーバーホール

するところで今計画は進んでおります。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど。 

 結局、先ほど作本委員のほうもおっしゃられま

したけども、壊れたらやっぱりとんでもないんで、

やらないといけないんで。そのオーバーホールが

今１０年から２０年。耐用年数が３０年なんです

けれども。 

 ちなみに、私、そのポンプの稼働がどういうふ

うになっているのかってちょっと把握できてない

んですけど、稼働状況というのは、大体、常に２

４時間３６５日動いているようなものなんですか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 水中ポンプのところについては、水位が上がっ

てきた段階で、ある程度のところで動き始めて、

水位が下がって、ある程度のところで止まるとい

う自動運転のところがほとんどになっております。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 多分、フロートで管理されているんかと思うん

ですけど。であれば、例えば雨が多いときとか、

水量が多いときを予測されたときにしか動かない

ということなんで、ということは、動かない時

期っていうのも把握、計算できるということです

よね。 

 これも、先ほどの、私質問しようとしてたんで

すけど、６月に故障して８月に交付金が決定した

からもうそれを専決でやったということで、それ

が専決にされた突発性とか緊急性的な要因になる

という認識でよろしいでしょうか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） はい。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 続けてよろしいでしょうか。 

○委員長（多田隈啓二君） どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 資料の２ページの１１款

ナンバー１。資料２ページ、１１款の１番の災害

復旧費、災害復旧対策費なんですが、これは、７

月の前半の大雨のときに、岱明の三崎地区で県河

川がちょっとあふれて水田のほうに流れ込ん

じゃったんですね。 

 そこに県と市のほうから来てもらったんですけ

ども、そのときの言い分が、県からすると、県河

川があふれて水田のほうに流れて水田の法面を壊

したんですね、市道のところを。市道と隣接する

ところをですね。で、県が言うには、いや流れ出
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た後のことは知りませんと。川の補修が、必要

だったら川の補修すると。 

○委員長（多田隈啓二君） すみません。大野委

員、それ、次の議案。７８号でちょっと言っても

らっていいですか。 

○委員（大野豊重君） でしたっけ。あ、そっか。

今。 

○委員長（多田隈啓二君） また後でお願いしま

す。 

○委員（大野豊重君） すいません。はい。じゃ

あ結構です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。どうぞ。 

○委員（松本憲二君） すいません。松本です。 

 １ページの６款のナンバー３漁港管理事業で、

漁港内に、漂着物の撤去ということで、新川と大

正開と横島漁港しか載っとらんとですけど、これ、

大浜とか滑石はなかったっですか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 大浜とですね、滑石につきましては、滑石漁港

のほうは、漂着物がちょっと量が多かったという

ことでですね、それは既決の予算の範囲でできる

ということで、そちらのほうで対応をしておりま

す。 

 それと、大浜漁港につきましては、漂着物は

あったんですけども、干満の出入りがありました

ので、もう自然と出ていったということでなく

なっております。当初は予算を要求する予定では

おりましたんですけども。そういった状況でござ

います。 

 以上です。 

○委員（松本憲二君） 分かりました。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。ほ

かに。どうぞ。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 今の漁港のことなんですけど。機械借上料って

あるもんですから、作業っていうのは漁協の方々

がされたんですか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） その作業につき

ましてはですね、建設業の方のほうにお願いをし

ております。機械の借り上げとしてバックフォー

ですとか、ダンプトラック、そういったやつで上

げてもらって処分をしていただいているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。作業された方

への報酬とかそういうのはここに入っているんで

すか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） それも込みで機

械借上料として支払いをしておるところでござい

ます。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 １ページの２番、林道事業で、東部小岱山線防

護柵設置ということのお話の中で、前に何か、国

か何かの工事でして、それが崩れてまたしたとい

うことだったんですが、ちょっと、今の認識でよ

ろしいでしょうか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 そうですね、これは平成２２年度に、１回この

現場で土砂崩れが、法面の崩落があっております

ので、そのときに復旧工事をしております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 とすると、取りあえず、もうこれ以上危険が及

ばないようにっていうことでの防護柵設置という

ことになると思うんですが、今後、この先、国の

ほうにまた、しっかりした復旧ということは要求

される予定はありますか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 今後の対応についてですけども、この現場がで

すね、土質が砂質系、砂系ということでですね、

崩れやすいのかなというところで認識しておりま

すけども。災害復旧で行なうということになりま
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すと原形復旧ということです。 

 今回の崩落につきましては、上部の一部が崩落、

滑ったということで、土量的にも多くはなかった

んですけども、既存で残っている部分がですね、

岩盤のちょっと硬い部分と、そうでない部分との

ところにですね、ちょっと、水が入ったら今後崩

れるかなということも想定されましたもんですか

ら、今後はですね、この仮設の防護柵を設置した

後、状況を観察して、その状況次第で対応を考え

たいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。どうぞ。 

○委員（松本憲二君） すいません。松本です。 

 先ほどから、この１１款の中で災害復旧という

のがあるんですけれども、６月３０日からの豪雨

に伴うということで。よくあるのが、道路で、民

地からの木の垂れ込みですよね。なかなかこう、

道路が通れん状況っていうのが、やっぱり雨が

降った後というのは物すごかと思うんですけれど

も。 

 しかしながら、そこが市道じゃない場合は、土

木課は、結局、農地整備課でしょうって。そした

ら今度は、農道であっても民地から出とったら、

結局は市は触られんけん、それは、農業委員会に

言ってくださいって。その所有者の人に切っても

らうようにこっちから通知をしますて言えども、

しかしながら、そこの先に畑がある人とか、絶対

そこば通らざるを得ん人たちというのは非常に困

んなはっとですよね。 

 そういうのに対して、ここには予算というのが

出てないんですけども、災害復旧で、専決でやっ

ていらっしゃる中で、その辺今後玉名市としては、

どんな対応策とするのか。全部、ほとんどの人が

言われるのが、どこに行ってもたらい回しされ

るっておっしゃるわけですよ。 

 土木課に行くと、市道が俺たちは分からんけん。

道路に面しているところからの木の垂れ込みとい

うとこは天水、伊倉と何か所にもある。竹林と

かっていうのは、竹は弱いもんだけんがですね。

だけんやっぱ垂れ込みが車に当たって、トラック

なんか非常に困るというふうにおっしゃるわけで

すよね。 

 今後の対策をきっちり、じゃ、土木に来らした

ら、いやいや、それは市道じゃなかけん農地整備

課にお願いしますと。当然、農地整備課は、いや

いや、それは民有地からの垂れ込みだけん農業委

員会にお願いしますて結局たらい回しで。区長さ

んたちも、住民からおっしゃられて行っても、私

も農業委員会に聞きいったら、ずっと通知は出し

ますて。しかしながら、その人が切んなはらんな

らどがんでけんですもんねていう対応ですたいね。 

 その辺の対応策をやっぱり考えていかんと、耕

作放棄地が増えてきよる状況の中で、今後やっぱ、

災害復旧なら災害復旧で、市が、どこまで突っ込

んでしていただけるのかというのを、ある程度検

討をしていっていただきたいなというなのを、要

望をちょっとしておきたいと思います。 

 以上です。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 まず、災害に関わらず、通常時に民地からの樹

木が道路上にはみ出し通行の支障になっている場

合は、先ほど委員もお話しされましたとおり、現

地確認を行なった上で土地所有者に文書を送付し、

関係法令に基づき適正に管理を行なっていただく

ようにしております。 

 ただし、災害時や、災害時ではなくても、御本

人が高齢などの理由により個人での適正管理が難

しい場合は、土地所有者と協議を行なって、通行

に支障がある部分についてのみ土木課のほうで伐

採を行なっております。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

 ほかに、質疑及び委員間討議はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 
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 これより討論に入ります。 

 議第６９号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 議第６９号専決処分事項の承認について、専決

第９号令和５年度玉名市一般会計補正予算（第３

号）については、全員一致をもって承認すること

に御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第７８号令和５年度玉名市一般会計補

正予算（第４号）を議題といたします。 

 執行部から１０分以内の説明を求めます。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長の

前田です。 

 当課からは、主なものとしまして２件の予算に

ついて説明をさせていただきます。では初めに、

予算資料の４ページ中段をお願いいたします。 

 まず、１９番、園芸産地における事業継続強化

対策事業の３０７万８,０００円の増額につきま

しては、度重なる豪雨や台風などの被害拡大を踏

まえ、老朽化などから十分な耐候性を備えていな

いとされる既存の農業用ハウスの倒壊、損傷等の

被害防止対策に取り組む園芸農家に対しまして、

補助率２分の１以内で、国が補助する園芸産地に

おける事業継続強化対策事業補助金でございまし

て、今年６月の県要望調査により、トマト、ミニ

トマトの生産農家組織の１組合が取り組まれるも

のでございます。 

 なお、この事業の財源につきましては、国の園

芸産地における事業継続強化対策事業補助金とし

まして、県を介し全額が交付されるものでござい

ます。 

 続きまして、２０番、県産麦安定生産体系構築

支援事業の１,８７５万５,０００円の増額につき

ましては、県産麦の品質、収量の高位安定化によ

る安定供給のための排水対策に導入します機械の

取得費に対し、補助率２分の１以内で、県が補助

する県産麦安定生産体系構築支援事業補助金でご

ざいまして、今年５月の県の追加要望調査により

まして、麦作農家７軒が取り組まれるものでござ

います。 

 なお、この事業の財源につきましては、県の県

産麦安定生産体系構築支援事業補助金としまして

県から全額が交付されるものでございます。 

 当課からは以上でございます。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 農地整備課からの説明は、予算資料の５ページ

をお願いします。予算書は２２ページ上段です。

５ページ中段になります。 

 ２６番、事業名、渇水対策維持管理事業の１,

２２４万９,０００円の増額をお願いするもので

す。 

 今回の１,２２４万９,０００円のうち８０４万

６,０００円は、令和３年度と令和４年度の渇水

対策事業で発生した余剰金を再度基金に積立て精

算を行なうものです。 

 また、４２０万３,０００円は、渇水対策施設

のポンプ運転などにかかった令和４年度の電気代

が高騰した分、農林水産省が農業水利施設に対し

て７０％の補助をするもので、これも基金に積立

てを行なうものです。 

 農地整備課からは以上です。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 当課からは、１件の予算について説明をさせて

いただきます。同じく予算資料の５ページ中段を

お願いいたします。 

 ２７番、森林保全事業の７６６万７,０００円

の増額をお願いするものです。 

 内訳としましては、保険料の５５万９,０００

円で、これは、玉陵校区の石貫地区にある９.７

５ヘクタールの森林について、森林経営管理法及
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び森林経営管理制度に基づく経営管理権集積計画

の策定が完了し、今後の経営管理を所有者が市に

委ねられたことにより、市が加入する本年１１月

から５年間分の森林保険料でございます。 

 なお、この事業の財源は、国から譲与されます

森林環境譲与税を市が積み立てた同基金から全額

を繰り入れるものでございます。 

 次に、委託料の７１０万８,０００円で、これ

は、先ほど申しました石貫地区の森林管理に伴う

間伐業務委託料でございます。 

 これも、全国の地方自治体に国から配分される

森林環境譲与税を財源とするものであり、平成３

１年４月に制定されました森林経営管理法に基づ

く、適切な経営管理が円滑に行なわれるため、地

権者の同意を得て今年度に策定した経営管理権集

積計画に従って市が実施する９.７５ヘクタール

の森林間伐を林業団体に委託するものでございま

す。 

 当課からは以上です。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課長の

神永でございます。 

 補正予算説明資料の５ページ下段のほうをお願

いいたします。 

 ナンバー２８新型コロナ中小企業等経済対策事

業で１,０００円の増額をお願いするものでござ

います。 

 内容といたしましては、２４節積立金１,００

０円を増額するもので、新型コロナウイルス感染

症対策利子補給金基金積立金残金に発生しました

基金口座利子分でございます。 

 以上でございます。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤です。 

 予算書６ページをお願いいたします。 

 ３２番、インバウンド推進事業は２４３万３,

０００円の増額で、玉名市・台湾桃園マラソン交

流事業業務委託でございます。 

 内訳といたしまして、旅費の増額３６万４,０

００円は、台湾トップセールスのために当初予算

にて市長と職員の２名分の旅費を計上していまし

たが、桃園マラソン対応が必要になったため、タ

マにゃん対応職員１名、スポーツ振興課職員１名

の合計２名の旅費を計上するものでございます。 

 次に、玉名市・台湾桃園マラソン交流事業業務

委託２０６万９,０００円で、桃園国際シティ

ハーフマラソン大会と、玉名マラソンであります

横島いちごマラソン、いだてんマラソン、金栗杯

ハーフマラソン大会で、地域間の交流を推進し連

携を深めるということを目的として本事業の業務

委託を行なうものでございます。 

 観光物産課からは以上でございます。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 同じく予算資料の６ページをお願いいたします。 

 ３４番、道路メンテナンスサイクル事業（舗装）

の７８２万７,０００円の増額は、道路舗装工事

の工事請負費であり、これは、社会資本整備総合

交付金（道路）において、前年度に令和５年度の

予算要望を行なっておりましたが、要望額以上の

交付金配分がなされました。 

 そこで、次年度以降施工予定の部分を今年度に

前倒しで行なうこととし、当初予算と交付額の差

額分の補正をお願いするものです。 

 土木課からは以上になります。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 同じく予算資料６ページ、予算書は２４ページ

をお願いします。 

 都市整備課からは、４つの事業のうち１つの事

業について説明します。 

 ３５番、都市計画総務費の７３９万５,０００

円は、３Ｄ都市モデル研修旅費及びまちなか未来

プロジェクトに関する予算で、主なものは、賑わ

いまちづくり地域交流活性化事業業務委託の７３

０万円の増額です。 

 内容としまして、まちなか未来プロジェクトの

一環で、在来線ＪＲ玉名駅の一部施設及び駅前広
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場歩道などの公共施設を利用してイベントを実施

する市民団体等を支援する社会実験事業で、在来

線ＪＲ玉名駅の空きスペースをＤＩＹワーク

ショップで改装を行ない、まちなか魅力発信の交

流拠点としたり、必要な機材、テント、椅子、机、

照明器具の貸出しをしたり、にぎわいの創出、そ

れと訪問者の滞在時間の増加を図る事業です。 

 財源としまして、県補助金の地域づくり夢チャ

レンジ推進補助金で、トータル補助率は約６７％

で４９２万５,０００円交付されるものです。 

 都市整備課からは以上です。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 農地整備課からの説明は、予算資料の８ページ

をお願いします。予算書は２８ページ中段です。

８ページの中段になります。 

 ５０番、事業名、現年発生単独災害復旧費（農

地農業用施設）の２,８８４万３,０００円の増額

をお願いするものです。 

 これは、本年６月３０日の大雨で、農道、水路

等の法面崩壊や洗掘、陥没等の被害が発生し、被

災しました排水路２０件、農道８件の計２８件の

修繕料でございます。 

 なお、復旧につきましては、議会承認後、稲刈

り等も考慮しながら随時進めていく予定です。 

 以上で、農地整備課からの説明は終わります。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 同じく予算資料の８ページをお願いいたします。 

 ５２番、現年発生単独災害復旧費、道路橋梁の

１,１４８万６,０００円の増額は、道路２２件と

水路１件の計２３件の災害復旧費であり、内訳と

しましては、修繕料２２件、委託料１件でござい

ます。 

 これは、６月３０日からの梅雨前線豪雨により、

土木課が管理する道路において陥没や法面崩壊、

路肩崩壊などの災害が発生し、国の災害復旧事業

の採択要件に該当しないものについて補正をお願

いするものです。 

 土木課からの説明は以上となります。 

 以上で、議第７８号令和５年度玉名市一般会計

補正予算（第４号）の産業経済部、建設部に係る

案件の説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議はありませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 先ほど間違えまして、すいません。 

 １１款のナンバー１の災害復旧対策のやつと、

今説明があった、同じく１１款、ナンバー５０、

ページ８ですね。 

 これ、どっちに当たるかちょっと分かんないん

ですが、両方とも６月３０日からの豪雨災害の復

旧だと思うんですが。 

 これで、１件、個別具体的なところで、岱明の

三崎に今泉川というのがあって、それ県河川なん

ですが、そこから大雨であふれて、農道をまたい

で水田のほうに入り込んで、その影響で水田の法

面が崩落しているんですね。 

 それは、県から言わせると、いや、それは市で

しょうと。でも市からすると、いや、もともとの

原因は県河川が氾濫したことによるものだという

ことで、その結論が、ちょっと聞いてなかったん

ですけれども、その辺りって、この災害復旧で

どっちか入ってますか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 これについてはですね、今説明しました災害復

旧の中に、玉名市で行なうということで入れてお

ります。 

○委員（大野豊重君） どっちで入っていますか。

ナンバー１のほうかナンバー５０か。 

○農地整備課長（丸山隆一君） ５０のほうです。 

○委員（大野豊重君） ５０のほうですね。で、

対応を、これでやるということですか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） はい。 
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○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 それは県のほうにも言われたんですかね。県の

ほうには言ってない。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 県のほうにも、一応、今泉川の管理が県という

ことで、県と立会いして、今ちょっと委員さんの

ほうからありましたとおり、押し問答というか、

ありましたけども、玉名市のほうでやるというこ

とで決まりましたので、やる予定でいます。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 続いてあと１件だけ。 

○委員長（多田隈啓二君） どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 続けて、大野ですけども。 

 ５ページの２５番。農地整備課のほうなんです

が、鍋地区の圃場整備がもう終わって、それの費

用対効果の算定ということであるんですけども、

費用対効果の算定というのは、具体的にどういう

ふうなことをされるんですか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 これについてはですね、現在玉名市の岱明町の

鍋地区で進めています。まだ採択されておりませ

ん。大野下扇崎のほうはもう完了が間近なんです

けども、採択に向けて今進めている地区になりま

す。 

○委員（大野豊重君） すいません。大野ですけ

ど。 

 ５０１号の下のほうの話ですか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） そうです。はい。 

○委員（大野豊重君） ああ、そっちですね。 

○農地整備課長（丸山隆一君） それで、県のほ

うと協議を進めていく中で、どうしても事業費に

見合った費用対効果があるのかどうかというのを

玉名市に今求められている状況ですので、玉名市

より算定業務を委託するための必要が生じたこと

により、今回補正をお願いするものです。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど。 

 あそこ、一体的というよりか、３分割した中の

３分の１区画だと思うんですけど。ということは、

また、その後、残りのほうがやりたいというふう

に地権者のほうからの同意が取れたとして、それ

を進めていく中で、また、これもそのときに入っ

てくる費用ですか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 まだ確定ではありませんけども、恐らくそうな

るかと思います。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 じゃ、もう圃場整備をやる前にはこういったも

のを県のほうに報告として出さないといけないと

いうものなんですね。はい、分かりました。あり

がとうございます。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。どうぞ。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

 ５ページの７款で、機械室温水器の工事という

ことなんですけど、これ、多分潮湯と思うんです

けれども。潮湯て書いてあるんですけども。潮湯

の温水器、もちろん海水を沸かすわけですから、

ちょっと、普通の家の温水器とは、若干ですね、

異なるんだろうと思うんですけど。大体何年ぐら

い、これ、もちますか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤です。 

 この温水器につきましては、建設以来今回初め

ての取替え工事ということで。平成７年からぐら

いなので。 

○委員（松本憲二君） ２０年までもっとらんと

か。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） いや、３０年。 

○委員（松本憲二君） あ、そうか、そうか。平

成７年だけんですね。じゃ、２３年ぐらいもっ

とっていうこつですね。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） これまで少しず

つ修繕、修繕を繰り返しながらやってきたもので
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ございます。 

○委員（松本憲二君） はい、分かりました、そ

れで。 

 ちょっと、引き続きお願いします。松本です。 

 同じく５ページ、６款の２４で、土地改良事業

で、野部田地区の排水路のしゅんせつの業務委託

で８５万８,０００円が計上されておるわけです

けれども、野部田地区は一般財源になっとっとで

すけど。旧天水地区で、過疎地域に指定されてい

るわけですよね。土堀りのところのしゅんせつに

ここはなっとですか、それとも、もともと柵渠と

かＵ字溝が入っとるところに泥が堆積しとるけん

がしゅんせつするのか。ちょっとそこを教えてく

ださい。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 野部田地区の排水路、今回上げておりますしゅ

んせつする部分については整備がなされていまし

て、どうしても近年の雨で土砂の流れ込みが多く

て、現在流れの阻害になっているのでというとこ

ろで、今回要望させていただいております。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

 ほかに。どうぞ。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 資料の５ページの６款の２６番です。渇水対策

維持管理事業でお金が積み立てていかれているん

ですけれども、今後、新幹線のトンネルができた

ことによる渇水対策なんですが、現状というか、

維持費とか、そんなのはどのぐらいかかっている

のか分かれば教えてください。 

 かかるようであったら、後でまた伺います。 

○委員長（多田隈啓二君） 分かりますかね。 

○農地整備課長（丸山隆一君） すいません。

ちょっと今手元に資料がないので、後で用意して

報告させていただきます。 

○委員（山下桂造君） 山下です。じゃ、お願い

します。あと１つお願いします。 

 同じ５ページの２３番で、水田の畑地化による

土地改良区決済金等の支援ということがあるんで

すが、畑地化促進事業ということで、畑地になる

予定の面積は今回どのぐらいでしょうか。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課の前

田です。 

 今回補正予算で計上しております畑地化に向け

た面積というのは農家１軒分でございまして、１

万２,８２３平方メートルになります。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） ありがとうございました。

大丈夫です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。はい、どう

ぞ。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

 予算書の６ページ、７款の３０番で、情報発信

事業ということで、ここで、玉名と小天温泉の再

始動プロジェクトということで、動画とかウェブ、

ＳＮＳ、雑誌等などを活用したということで、こ

れ、しゃんむっでん福岡都市圏ていうことで限定

せなんわけですか。こら、日本全国に向けて発信

してよかっじゃなかつかなと思うとですけど。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤です。 

 玉名市の観光の国内ターゲットの地域というか、

地域を福岡都市圏ということでちょっと設定をし

ておりますので、今回福岡を中心としたＦ１層を

狙っているという形です。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

 じゃ、これは福岡にしか流れんわけですか、こ

のウェブにしても動画にしても。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 福岡中心ですね、

もう近隣の県もそうですけども。九州内、九州内

というか。 

○委員（松本憲二君） 県北。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） はい。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

 じゃ、今回は福岡だけかもしれんけれども、結

局、台湾に向けてだったりとか、もう全世界に向
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けてだったりとかっていうのは今のところでは全

然考えてないのか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤です。 

 インバウンドっていいますか、そういった部分

については、また別の事業で考えております。 

○委員（松本憲二君） よかったら、それ、結構

今、もう台湾のＴＳＭＣ関連で、いっぱい、大津

とか、菊陽あたりはもうばんばん発信をしてい

らっしゃいますので、だけん玉名も負けじと、そ

こはしっかり発信をしていただかないと、なかな

かインバウンド数も増えませんし、観光の人たち

も増えないということもあります。 

 小天と天水はですね、今度力を入れて、また整

備も何かやるというような予算も出ていましたか

ら、その辺はですね、しっかり考えてやっていた

だきたいなと思います。 

 ちょっと、引き続きお願いします。 

○委員長（多田隈啓二君） はい、どうぞ。 

○委員（松本憲二君） ８款、同じページの８款

で、景観の形成ということで、高瀬地区２件、天

水地区２件ということでやっておられるんですけ

ども。この景観形成で補助金が出ているんですけ

ども、どういった、景観になじむように景観形成

を取られるような形になっとっとですかね。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 景観形成の場合は、まず修景になじむ。景色に

なじむ感じと、あと、塀を垣根に替えたりとか、

あと、エアコンの室外機をかぶせる、木などでか

ぶせるやつとか、そういうのを、見た目を落ち着

かせた感じにするということです。 

 以上です。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

 結局、高瀬だったら、高瀬蔵のあの通りとかで、

エアコンの、今課長がおっしゃったように、室外

機の目隠しだったりとかっていうのが分かります。

それは全体的にやっぱり、１軒、２軒じゃなくて、

もし、市役所の係、担当の職員が見てですね、

ちょっと、あんまりよろしくないかなというとこ

ろをですね、ぜひこういう補助金をですね、じゃ

んじゃん出して、にぎわいのある町をつくってい

ただきたいなというふうに思います。 

 今のところ以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（大野豊重君） すいません。１件、聞き

忘れてました。 

 同じ６ページの７款、ナンバー３２の台湾との

マラソン交流事業なんですが。これ、当然、いち

ごマラソンだとかハーフマラソンとのひもづけを

やっていただければなと思ってたんですが、それ

の答弁がありましたけども、２名の増員というこ

とで。 

 実際、この予算が通ってから、当然、これから

向こうに行かれて、募集要項出ていましたよね。

あのときにやられると思うんですけど、アピール

をされてくると思うんですけど。 

 今実際、何かメールで例えば資料を送ったりと

かして、来年６月明けのいちごマラソンの申込み

て今月末までじゃないですか。今何か申込みがも

う既に来ているとか、そういうのは情報ないです

か。それとも、今回これすることによってそれの

効果が出てくるのは令和７年の大会のときなんで

すかね。 

○観光物産課長補佐（和田耕一君） 観光物産課

の和田でございます。 

 今の御質問なんですけども、今回、桃園マラソ

ンとの交流という点におきましては、まず幾つか

ありまして、２０２３年１２月に開催される桃園

国際シティハーフマラソン大会において、玉名市

のツアーのお客様４０名を上限に、まずマラソン

エントリーを無料にしていただけるということが

１つ。 

 そして、２０２３年１２月に開催される桃園国

際シティハーフマラソン大会において、優勝者を

２０２４年２月のいだてんマラソンもしくはいち
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ごマラソン大会に招待すると。 

 そして、この桃園マラソンのあった日に、男子

の部４３位、女子の部４３位の選手に金栗四三賞

して金栗トロフィーを授与すると。 

 そして、２０２５年２月に開催されるいだてん

マラソン、いちごマラソン大会において、１０名

を上限として、桃園からのマラソン選手のエント

リー料を無料にすると。こういった協定を結ぶこ

とになっております。よろしいでしょうか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。２０２５年ま

で計画されているということなんで非常にいいん

ですが、ただ、一番最後の２０２５年２月、１０

名をエントリー無料。でも、今回こっちから行く

とには４０名無料にしていただけるんで、せめて

そこは４０人以上のほうがいいのかなと思うんで

すが。 

○観光物産課長補佐（和田耕一君） 観光物産課

の和田でございます。 

 桃園市の政府のほうから、この１０名という数

字が出てきておりまして、これはあくまでも、今

回、玉名市の４０名というのは一般のツアーのお

客様です。桃園市からの１０名というのはマラソ

ンランナーとしての１０名ということでお聞きし

ております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。これは、

ハーフマラソンはもう除いてという認識でよろし

いですか。さっきはちょっと、それも含めてと言

われてたんですけど。 

○観光物産課長補佐（和田耕一君） 観光物産課

の和田でございます。 

 そうですね、今回は、桃園はあくまでも国際シ

ティハーフマラソンということですので、玉名に

おいてフルマラソンに参加されるか、もしくは

ハーフマラソンに参加されるかは桃園市のほうで

決められることになっております。 

○委員（大野豊重君） いえ、じゃなくて、玉名

市のハーフマラソン、あるじゃないですか、玉名

市の。いちごマラソンのハーフじゃなくて。いち

ごマラソンの後の。 

○観光物産課長補佐（和田耕一君） 金栗杯。 

○委員（大野豊重君） 金栗のほうの。それは関

係ないですよね、これは。 

○観光物産課長補佐（和田耕一君） いいえ、金

栗杯のほうも、もしエントリーができればぜひお

願いしたいってことは言われております。 

○委員（大野豊重君） 何か、出場制限がなかっ

たでしたっけ。 

○観光物産課長補佐（和田耕一君） そうです。

日本の陸上、たしか陸連のタイムか何かが要ると

いうことは伺っております。 

○委員（大野豊重君） 何か出場してないと駄目

とかなんかありましたよね。 

○観光物産課長補佐（和田耕一君） はい。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。ありがと

うございます。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。どうぞ。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 資料の６ページの３５番なんですけど。ちょっ

と言われたかもしれないんですけど、この賑わい

のまちづくりの業務委託というのは、このまちな

か未来プロジェクトの中に事業ば委託するという

ことですか、何か考えるのば委託するということ

なんですか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。これは、まちなか未来プロジェクトの一

環で、地域で、今、まちづくりをされている方、

その支援をするということです。 

○委員（北本将幸君） だけん、まちなか未来プ

ロジェクは全然関係ないということですか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） グランドデザイ

ンを考える上では、全くじゃないですけど直接的

には関係ないと。 

○委員（北本将幸君） だけん、玉名駅とかのや

つということですか。そういうわけじゃなくて。 

○都市整備課長（中尾賢治君） そうです。玉名
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駅のイベントとか。この前やりましたイベント。

そんときの機器の貸出しとか、そういったのちゅ

うことです。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ６ページのですね、先ほどの７款３２番のイン

バウンド推進事業で、玉名市・桃園マラソン交流

事業業務委託なんですけど。これは何を委託され

るのかなって。 

○観光物産課長補佐（和田耕一君） 観光物産課

の和田でございます。 

 今回の委託料ですけども、現地でのコーディ

ネート料、そして通訳、そしてパンフレット多言

語の作成、そして協定書を結ぶに当たっての消耗

品が主なものでございます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） なるほど。分かりました。 

 引き続き、前田です。 

 ８款３５番の都市計画総務費の中の賑わいのま

ちづくり地域交流活性化事業業務委託なんですけ

ど。これは何を委託されるんですか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 この委託内容については、先ほども申しました

けど、ＪＲ玉名駅の施設の一部を借りまして、そ

こをＤＩＹワークショップで、机とか椅子とか、

人が滞在できるような形にしたり、市民団体の方

たちの、イベントをされるときに必要な機材、テ

ントや椅子、机、照明器具を貸出したりするやつ

です。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 そういった機材類とか、いろんなことの貸出し

とか、そういう費用を使うと。この事業は、今度

したとして、次年度からはどぎゃんなっとですか

ね。何年か続ける予定なんですかね。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 これは、継続的に行なって、一番始めにそろえ

るときは、今年度そろえますけど、そのそろえた

機材を使える間ずっと貸出しを行なうと。来年、

再来年、ずっとイベントが続く限りは貸出しを行

なうということになるかと思います。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 イベントが続く間は。いや、財源として国県支

出金が半分以上あるじゃないですか。これが、来

年、再来年、果たしてこのとおり来るのかなとい

うのも思うし、その分足らんなら一般財源の持ち

出しになっとかなとも思うとですけど。そこら辺

はどぎゃんなんですかね。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 地域づくり夢チャレンジ推進補助金は、こうい

う事業に関してまた新しくが３回が限度。３回が

限度です。今回これを買った機材は来年買うとか

ということではないので、この機械は本年度だけ

ということになります。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ３回することによって、ちっとは玉名市も機材

をいろいろそろえていって、これから継続的にこ

ういう催物を、まちなか未来プロジェクトですか、

そういうところにもお願いして続けるという計画

ですね。分かりました。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 先ほど山下委員からの御質問がありました渇水

施設の年間、維持管理、どのくらいかかっている

かということですけども、大体３,５００万円か

ら４,５００万円程度で、かかっております。 
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 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。かなりかかっ

ているんですね。積立金もどんな状況になってい

ますかね。今回１,４００万円ぐらい積立てなん

ですが、足らなくなってくる可能性ありますか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 積立金等々を考慮しますと、大体、今のところ

１５年ぐらいは積立てのほうでもつのかなという

ところで把握しております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） ありがとうございました。

終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 ここで、執行部の入替えのため暫時休憩いたし

ます。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１１時４３分 休憩 

午後 １時００分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） 休憩前に引き続き委

員会を開きます。 

 次に、健康福祉部、市民生活部所管の審査を行

ないます。 

 それでは、議第７８号令和５年度玉名市一般会

計補正予算（第４号）を議題といたします。 

 執行部から１０分以内の説明を求めます。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課長の

小山でございます。 

 議第７８号令和５年度玉名市一般会計補正予算

（第４号）中の健康福祉部に関わる案件について

御説明を申し上げます。 

 補正予算資料の３ページをお願いします。 

 ９番、自殺対策推進事業で今回９３万円の追加

補正をお願いするものでございます。熊本連携中

枢都市圏圏域の関係市町村で行なうＳＮＳ相談事

業負担金でございます。 

 これは県内１９自治体で、現在、形成しており

ます熊本市を中心とした熊本連携中枢都市圏に玉

名市も加わるよう、今議会において連携協約の締

結の議案を上程されているところであります。 

 併せて、今年度上半期から新たな自殺対策とし

て事業実施をするため、補正予算をお願いするも

のでございます。 

 事業の内容としましては、ＳＮＳのＬＩＮＥで

相談専用アカウントを作成し、住民に友だち登録

をしてもらい、登録した方から相談員が相談を受

けるというものでございます。相談受付時間につ

きましては、毎週火曜日と日曜日の１８時から２

２時まででございます。 

 また、友だち登録は配布チラシ等にＱＲコード

を掲載し、広報を行なうものとしております。 

 １９自治体のうち、現在６市２町２村の１０自

治体がこの事業に参加しておりまして、熊本市に

人口割で負担をするものでございます。 

 事業の効果としまして、圏域市町村で協力して

実施することで、圏域全体の自殺者の減少に資す

ると考えられ、また、単独自治体では困難な相談

員の確保が容易になるものでございます。 

 相談時間を夜間に設定することで、日中に相談

できない方が相談する手段を確保することができ

るものであります。 

 また、直接会話する必要がなく、匿名性が高い

ため、気軽に相談できるという点が大きなメリッ

トであります。 

 続きまして、１０番、地域生活支援事業８０万

円の増額補正をお願いするものでございます。こ

ちらは障がい者の自動車運転免許取得及び改造に

対する助成であります。 

 こちらは当初予算で７０万円を計上しておりま

したけれども、予算を超えての申請が現在あって

いるため、過去の実績を踏まえまして、追加補正
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を行なうものでございます。 

 総合福祉課からは以上でございます。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長

の中川でございます。 

 予算資料の４ページをお願いいたします。 

 １３番、高齢者等就業支援センター管理運営事

業でございます。 

 今回、修繕料３９万円の増額をお願いするもの

でございますが、これは高齢者等就業支援セン

ター実習棟の電動シャッター及び男子トイレと女

子トイレの修理費用でございます。 

 高齢介護課からは以上です。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長の

村上です。 

 同じページの説明予算資料の次の４款、１６番

をお願いいたします。予算書のほうは１９ページ

でございます。 

 １６番、地域医療体制整備事業でございます

が、ここで７２６万６,０００円の増額補正をお

願いするものでございます。 

 この事業につきましては、物価高騰の影響を受

ける公立病院への運営支援として、本市内に所在

する熊本県北病院に対し、光熱水費や燃料費のエ

ネルギー価格等の高騰分を支援するものでござい

ます。 

 以上で、健康福祉部に係る議第７８号の説明を

終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議はありませんか。 

○委員（西川裕文君） 西川ですけども。 

 資料３ページの３款、９番の自殺対策推進事業

の予算とはちょっと関係ありませんけども、実際、

玉名市において自殺をされた方のデータはありま

すか。ここ何年間かの。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課長の

小山でございます。 

 それでは、令和元年度から申し上げます。 

 令和元年度が５名です。令和２年度が６名、令

和３年度が１２名、令和４年度が１６名でござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（西川裕文君） はい。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議はありませんか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 今、自殺者の数を聞いてちょっとびっくりして

いるんですけれども、何か考えられることとかっ

てありますか。もう答えられないなら答えられな

いで大丈夫です。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課長の

小山でございます。 

 細かい内容については、なかなか把握できない

部分がありますけれども、県等に確認する中では

ですね、やはり仕事関係、職場関係の人間関係で

あるとか、職場での悩みというのが多いというふ

うにお聞きしております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） ありがとうございます。 

○委員（松本憲二君） 関連でよかですか。 

○委員長（多田隈啓二君） はい、どうぞ。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 年齢って分かりますか。年齢。何歳代か。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課長の

小山でございます。 

 今から申し上げる数字につきましてもですね、

単年度の年齢というのが個人の特定につながる場

合もございますので、これは２０１７年から２０

２１年の５か年の合計を申し上げたいと思います。 

 男性の２０歳から３９歳までが９件、男性の４

０歳から５９歳までが９件、男性の６０歳以上が

８件。今のは職業があられる方でございます。 

 それと、無職の方につきましては、２０歳から

３９歳までが３人、４０歳から５９歳までが６人
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というような状況になっております。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

 ほかに。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 今の関連なんですけど、県内でも玉名は多い。

去年か何か新聞にも載ったようなときがあったと

思うんですけど、多いほうでしょう。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課長の

小山でございます。 

 県内の他の自治体の状況については、今、把握

をしておりませんけれども、少なからず件数のほ

うあるのかなというふうに感じております。 

 以上です。 

○委員（𠮷田真樹子さん） ありがとうございま

す。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

 ほかに質疑及び委員間討議はありませんか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 地域生活支援事業、３ページの１０番ですが、

障がい者の自動車の助成金なんですけれども、追

加ということだったんですが、昨年も追加があっ

たって、大体、毎年何名ぐらい申し込まれていま

すか。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課長の

小山でございます。 

 これも令和元年度から申し上げたいと思います。 

 令和元年度の申請件数が９件、令和２年度が６

件、令和３年度が４件、令和４年度が６件でござ

います。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 今回、補正という形で今年も多かったというこ

とで、９人目ですか。７人目がされたから、今回、

余計にちょっと補正を上げたということですね。

はい、ありがとうございました。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 次に、議第７９号令和５年度玉名市国民健康保

険事業特別会計補正予算（第２号）を議題といた

します。 

 執行部から１０分以内の説明を求めます。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 議第７９号令和５年度玉名市国民健康保険事業

特別会計（第２号）につきまして御説明します。 

 予算資料は１０ページをお願いいたします。 

 ナンバー１番の賦課徴収費１１２万２,０００

円の追加で、国保の産前産後保険税免除のための

システム改修委託でございます。 

 令和６年１月１日施行予定の出産する被保険者

にかかる産前産後期間の相当分４か月分の所得割

及び均等割保険料免除のための改修委託でござい

ます。 

 以上で、議第７９号の説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議はありませんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今の産前産後の保険税免除なんですけど、これ

は制度的なもんだと思いますけど、減った分の補

填というのはあっとですかね。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 前田委員、減った分というのは、要するに免除

して、その減った分の補填ということですかね。 

○委員（前田正治君） そうです。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 申し訳ありません。ちょっとそこについては、

ちょっとまだ把握できておりません。すいません。 

○委員（前田正治君） 前田です。 
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 それは令和６年１月からですか。 

○保険年金課長（松下 匡君） はい、そうです。 

○委員（前田正治君） まだ条例関係の整備とい

うのはまだしとらんとですかね。 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です。 

 先ほどの財源措置につきましては、国が２分の

１、市、県で２分の１の財政支援という形にはな

ります。減額分はですね。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） はい、分かりました。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

 ほかに質疑及び委員間討議はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第７９号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第７９号令和５年度玉名市国民健康保険事業

特別会計補正予算（第２号）については、全員一

致をもって可決することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第８０号令和５年度玉名市介護保険事

業特別会計補正予算（第２号）を議題といたしま

す。 

 執行部から１０分以内の説明を求めます。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長

の中川でございます。 

 同じく予算資料の１０ページをお願いいたしま

す。 

 議第８０号令和５年度玉名市介護保険事業特別

会計補正予算（第２号）について御説明いたしま

す。 

 第１表歳入歳出予算補正、第７款償還金１,７

２０万２,０００円の増額をお願いするものです。 

 今回の補正は令和４年度事業精算として、支払

基金交付金分を返還するものでございます。財源

といたしまして、繰越金を充てることとしており

ます。 

 以上で議第８０号の説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 質疑及び委員間討議

なしと認めます。 

 これより討論に入ります。 

 議第８０号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第８０号令和５年度玉名市介護保険事業特別

会計補正予算（第２号）については、全員一致を

もって可決することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 ここで執行部の入替えのため、暫時休憩いたし

ます。再開は１時２５分からとします。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 １時１６分 休憩 

午後 １時２５分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） それでは、休憩前に

引き続き委員会を開きます。 

 次に、教育部所管の審査を行ないます。 

 議第７８号令和５年度玉名市一般会計補正予算

（第４号）を議題といたします。 

 執行部から１０分以内の説明を求めます。 
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○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 補正予算資料の２ページ目をお願いいたします。 

 教育総務課の事業といたしまして、７事業あり

ますが、２事業と、９ページ目の第２表、繰越明

許費と第３表、債務負担行為補正を御説明いたし

ます。 

 まず、２ページ目の１０款、事業ナンバー２、

学校給食費、賄費等支援事業でございますが、２,

２８６万４,０００円を増額し、当初予算額の２

億９,０３９万７,０００円から１食当たりでござ

いますが、１３.１％分を反映した３億１,３２６

万円にするものでございます。 

 ６ページ目をよろしくお願いいたします。 

 事業ナンバー３９は、玉名中央学校給食セン

ター事業で、賄材料費の高騰分１,２２４万９,０

００円の増額をお願いするものでございます。 

 次に、７ページ目の事業ナンバー４４をお願い

いたします。 

 学校給食管理事業で、学校給食費検討委員会を

開催し、令和６年度以降において学校給食費単価

を改定しないと、献立の多様性や質、栄養価を維

持することが困難であるため、３つの学校給食セ

ンターと２つの自校式給食分を一括して協議を行

なうこととし、１０月に案のほうを提示いたしま

して、１１月に答申案を協議し、１２月に教育委

員会議にお諮りしたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 経費といたしまして、委員報酬５人の２回分、

５万８,０００円とお茶代の３,０００円で、計６

万１,０００円をお願いするものでございます。 

 引き続き９ページ目をお願いいたします。 

 第２表、繰越明許費でございますが、事業名、

岱明中学校武道場建設工事２億４,７７５万９,０

００円におきましては、現在進めている校舎棟改

築工事を先行して完成させると、同敷地内に建設

の武道場工事の際、工事調整や生徒及び学校関係

者への工事管理上の安全対策等の難しさがあるも

のですから、武道場建設において当初予定を変更

し、校舎等の工事と完成時期を合わせ、令和６年

１月から令和６年１１月までの１１か月間にて工

事を行なうため、年度をまたいで施行するもので

ございます。 

 校舎建設と武道場建設の完成時期を合わせるこ

とで、工事中の安全上の課題や同時に引っ越しが

できるなど、学校運営上もスムーズに新しい施設

へ移行が可能となることから、繰越しをお願いす

るものでございます。 

 次に、中段の第３表、債務負担行為補正の追加

分でございますが、事業名、岱明学校給食セン

ター及び天水学校給食センター調理運搬等業務委

託で、期間が令和６年から令和１０年度までで、

限度額３億５,２０２万５,０００円、各年度額７,

０４０万５,０００円にて限度額設定を行なうも

のであります。 

 これは現在の業務委託期間が令和元年から令和

５年度までの５か年であることから、次の５か年

間を公募型プロポーザル方式にて、岱明・天水学

校給食センター調理運搬等業務委託を発注するも

のでございます。 

 受託事業者決定までのスケジュールでございま

すが、一般公募を１０月１日から行ない、書類審

査を１０月下旬に考え、その後にプレゼンを１１

月中旬に行ない、１１月下旬までには業者決定を

行ないたいというふうに考えているところでござ

います。 

 以上で、教育総務課の説明は終わります。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長の西川でございます。 

 コミュニティ推進課からは、２事業のうち１つ

の事業を説明いたします。 

 ４７番、生涯学習推進事業の５４万７,０００

円の増額は、過疎地対策事業として天水町公民館

で予定しております、小学生から高校生までを対

象とした学校外でも外国語や異文化を学べる機会

と環境を提供するグローバル人材育成事業を開講
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するための職員の時間外勤務手当及び報償費でご

ざいます。 

 内容についてですが、職員手当、時間外勤務手

当５万１,０００円は、天水町公民館で開催を予

定をしております令和５年１２月から令和６年２

月までの水曜日の午後５時から午後６時までの１

時間の英語講座、令和６年１月実施の英語検定３

級合格を目指す講座、計１０回分の開催に係る職

員１名分の時間外勤務手当、及び令和５年１２月

から令和６年３月までの休日の昼間、時間は１０

時から正午までの２時間で開催を予定をいたして

おります外国人に接する交流イベント３回分に係

る職員１名分の時間外勤務手当でございます。 

 次に、報償費、講座講師謝礼の４９万６,００

０円につきましては、令和５年１２月から令和６

年２月に開催を予定しております１０回分の英語

講座。それと、１２月から３月に予定しておりま

す外国人に接する交流イベント３回分。例えばク

リスマスパーティーであったり、リトミックで

あったり、クッキー作りなどに係る英語講師２名

分の謝礼でございます。 

 コミュニティ推進課からの説明は以上です。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山でございます。 

 スポーツ振興課からは１つを御説明いたします。 

 予算書２７ページ、説明書７ページをお願いい

たします。 

 １０款６項１目保健体育総務費で、今回３０５

万６,０００円の増額をお願いするものでござい

ます。 

 ４８番の中学校部活動地域移行支援事業で、国、

県から２つの実証事業の内示を受け、実証業務を

総合型地域スポーツクラブいだてん玉名に再委託

を行なうことに伴い、当初予算で計上しておりま

した７節報償費から１１節役務費保険料までを減

額し、運動部活動地域移行実証事業委託料１２７

万２,０００円、合同部活動推進実証業務委託料

１４８万８,０００円として、新たに計上するも

のでございます。 

 また、会計年度任用職員が使用しますパソコン

１台分、各種説明会で使用しますプロジェクター

及びスクリーンそれぞれ１台分を委託金の性質上、

備品購入が対象にならないため、リース対応とし、

借上料５７万円を計上いたしております。 

 財源といたしましては、前後いたしますが、予

算書１２ページ、１５款国庫支出金、３項委託金、

５目教育費委託金で、合同部活動分として１７１

万３,０００円。１６款県支出金、３項委託金、

８目教育費委託金で、地域移行分として５５９万

５,０００円の歳入を予定しております。 

 また、１６款２項県補助金、８目教育費県補助

金で２０５万４,０００円の減額は、当初予算の

時点では実証事業が確定しておらず、県補助金で

対応するため計上しておりましたが、実証事業の

委託を受けたため、先ほど説明いたしました委託

金に組み替えるものでございます。 

 以上で、一般会計補正予算の説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議はありませんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 予算資料の２ページのですね、物価高騰対策１

０款のナンバー２番、学校給食費賄等支援事業に

ついてお尋ねします。 

 これは物価高騰相当額の１年分が２,２８６万

４,０００円ということで計上してあるんですけ

ど、この数字の根拠というか。これはなぜこぎゃ

んなったとかなと。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 現在の物価高騰の推移を見ますと、小学校、中

学校ともに、冒頭で申しましたとおり１３.１％

の物価上昇率でございまして、中を細分化して申

しますと、米飯はマイナスの１２.５１％の減で

ございます。パンのほうが１６.０４％の増でご
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ざいます。牛乳のほうが１０.４９％の増で、副

食費も１６.５４％の増ということで、１食当た

り平均いたしますと、１３.１％の増額というふ

うになっているところでございます。 

 それと、実際、賄材料費で仕入れているところ

が公益財団法人の熊本県学校給食会のほうがほと

んどでございますので、ある程度の今後の推移も

見込めますので、このような結果というふうに

なっております。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 なら、１食当たりの１３.１％増でこの二千二

百何十万円の数字になったという、そういったこ

とでよかっですね。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 そのとおりでございます。 

○委員（前田正治君） 予算資料の９ページ、債

務負担行為補正で岱明学校給食センター及び天水

学校給食センター調理運搬業務が今度は令和６年

から１０年までということで出ています。 

 これは５年間の契約なんですけど、今あったよ

うな物価高騰などへの対策は、この契約上、何か

うたわるっとですかね。 

○天水学校給食センター所長（安冨弘信君） 天

水学校給食センターの安冨でございます。 

 まずですね、債務負担行為の金額を決める際に、

業者のほうから見積りを数社取っております。そ

の中で当然５年間ということで物価上昇を含んだ

ところで見積もってくださいということで依頼を

しております。 

 それと、契約書の中で「その他協議事項が生じ

た場合には別途協議する」という事項を入れてお

りますので、仮に厳しくなったときは、その条項

を基に協議をしたいと考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） なるほど。前田です。 

 ５年間の契約だけん、一応、５年間これで、業

者も頑張ってせんといかんかなと思うわけですよ。

ところが、そういった別途の項目というのを設け

とんなら、急に、何と言うかな、不可抗力による

今回みたいな物価高騰に対してはその都度協議を

していくということになっとるていうわけですね。 

 はい、分かりました。 

 なら、併せてよかですか。 

○委員長（多田隈啓二君） はい、どうぞ。 

○委員（前田正治君） そういったことを踏まえ

とるから、カロリーとか栄養素とか量とか、その

辺はもう基準を満たしているというふうに考えて

よかですよね。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 前田委員がおっしゃられるとおりですね、基準

は満たした上でですね、献立のほうを調整を図っ

ております。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 分かりました。 

 もう１つ、資料の６ページ、１０款、３０番、

４０番、４１番、全部含めてなんですけど、今、

給食センターへのエアコンの設置状況はどげん

なってますか。 

 その都度ここに計上してあるように、設置がし

てあって、壊れたら修繕ばするというようなこと

でずっと取り組まれとっとですかね。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 ３９番の玉名中央学校給食センターにおきまし

ては、昨年度、空調等を全て入替えを行なってお

ります。 

 岱明におきましては、２台故障したために、今

回エアコン修繕も含めてですね、修繕料４９万９,

０００円お願いしているところでございます。 

 ほかのセンター及び自校式給食等も故障した場

合には、その都度お願いしているところでござい
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ます。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 エアコン、夏の暖房というとは、給食センター

じゃあんまり使わんかなと思うとですよ。ああ、

夏じゃなかった。冬の暖房。それで夏のやっぱり

エアコンがどうしても必要かなと。 

 そういう意味では、例えば４月頃に定期的な点

検をするとか、そぎゃんとはされとっとですかね。

もう故障したら対応するという感じなのですかね。

どっちですか。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 エアコンの点検と掃除におきましてはですね、

冬休み期間、春休み期間等を利用してですね、十

分行なっているわけなんですけど、岱明の場合は

８台中２台が今回故障したということで、修繕料

をお願いしているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） はい、分かりました。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

 ほかに。 

○委員（松本憲二君） 関連でよかですか。 

○委員長（多田隈啓二君） はい、どうぞ。 

○委員（松本憲二君） すいません、松本です。 

 ７ページの４４万円で、学校の給食費の検討委

員会を立ち上げるということなんですけども、こ

れはもちろんこの物価高騰対策もあって、給食費

のちょっと見直しをせんといかんとだろうなとい

うふうなちょっと捉え方をしているんですけれど

も、結局、今、３つの給食センターがあって、自

校式が２つあるじゃないですか。 

 その自校式は非常にいいとは思うんですよね。

私の子どもたちも横島小学校に行ってましたし、

私も横島小学校で育って、自校式だったもんだけ

んがですね。 

 しかしながら、給食費がだんだんと上がってい

くというのは、親の負担にももちろんなるとは思

うんですよね。今３つの給食センターと自校式が

２つ。今の給食センターが築何年かちょっと分か

りませんけれども、岱明にしても、天水にしても、

中央にしてもですよ。 

 荒尾みたいに１つの給食センターにして、やっ

ぱその分、何と言うかな、１回の給食費の単価を

やっぱり見直す。もし値上げをしても、人件費

だったり、釜の大きさとかも大きくなりますし、

電気代とかも、そこの１つの施設でしてしまうと

いうことの試算というのは、この検討委員会の中

でもそういうところまで協議をされるわけですか

ね。 

 ほら、急々に給食センターば統合するんじゃな

くて、今後、将来的にはやっぱり１つの大きい給

食センターからもう配送をしたほうがいいのかど

うかというところまで踏まえた中で検討されるの

かというのをちょっとお伺いしたいんです。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 ナンバー４４の学校給食管理事業におきまして、

学校給食費の検討委員会経費のほうを上げさせて

いただいておりますけど、この経費におきまして

は、あくまでも令和６年度以降の分の学校給食費

を単価を改定しないと、今までの献立の多様性、

栄養価も料金改定を行なうことを前提として、３

センターの学校運営協議会であったり、２校の学

校運営協議会の委員様にお集まりいただいて、決

定をする、承諾を得る経費のほうをお願いしてい

るところでございます。 

 それと、松本委員がおっしゃられました今後に

おきましてですね、自校式給食の廃止を含めた検

討、１センター方式にしたらいいだろうかという

御提案をいただいておりますけど、令和６年度予

算にですね、基本構想業務委託経費を上げまして、

１センターで本当に運営することが可能なのかも

含めてですね、配送距離がどうなのかも含めて、

その基本構想の中で検討を図っていきたいという

ふうに今、考えているところでございます。 
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 以上でございます。 

○委員（松本憲二君） すいません。松本です。 

 この債務負担行為で今度、天水と岱明の業者の

５年間の委託契約をされますよね。 

 ここと今、中央給食センター。今の段階でです

よ、今の段階では同じ業者さんなんですかね。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 はい、そのとおりでございまして、同一業者で

ございます。 

○委員（松本憲二君） すいません。松本です。 

 今、全国的にほら、ちょっと学校給食で非常に

問題が起こったじゃないですか。ああいうことが

やっぱないように、やっぱ対応をしていかんと。 

 うちの玉名市の場合は、給食費、材料が上がっ

たけんということでずっと補正を組んで、その分

はですね、市のほうから一般財源の中からずっと

補填をしているんで、その辺は大丈夫なのかなと

いうふうには感じておるんですけれども、子ども

たちがやっぱり一番食べ盛り。しかしながら、給

食費が上がるのは、親の負担増につながっていく

んで、やっぱり給食センターを１校にしたほうが

量も十分だし、値段もそこまで上げんでいいのか

なという検討はですね、もう今、先ほど課長が

おっしゃったように、令和６年度でしっかり検討

をしていただくようにお願いをしておきたいと思

います。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議はありませんか。 

○副市長（村上隆之君） 副市長の村上です。 

 ちょっと皆さん方の捉え方が不十分なところが

あろうかと思いますので、説明の仕方の中で、給

食費の検討委員の報酬がありまして、給食費の単

価当たりを検討する場なんですが、これは１食当

たりの単価というものが、今、値段の高騰が上

がって、大体これくらいになるんですよというふ

うなところを説明し、単価を決めていくというふ

うなところなんです。 

 実は令和３年度給食費はありまして、令和４年

度も実質的には給食費は上がっているんです。た

だ、保護者の負担としては、同一なんです。同一

にしたわけです。そして、そこをオーバーした分

に関しては、市が負担をしているというのが今の

状況でございます。 

 それで、今年、この検討委員会を立ち上げてや

るんですが、給食費を上げるがための検討委員会

ではなくて、給食費の単価をあくまでもどれくら

いになるんだというふうなところで、それから先

の部分に関しては政策的な部分の考慮も入ってま

いりますので、実態的には給食費を横ばい、保護

者の負担は横ばいというふうな考え方でいきたい

なというふうには思っております。 

 決して上げるというのが前もって来ているとい

うわけではないということを御理解いただきたい

と思います。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） ちょっと関連してですね、

給食、施設のことについての話があったっですけ

ど、今、単独とセンター方式と一緒になって、玉

名市全体を賄いよっとですけど、ずっと以前、中

央給食センターを造ったときに、当時の教育長が、

そういう文書もたしかあったと思うとですけど、

単独校の見直しということにも言及してあったん

ですよ。 

 で、ずっとそのまま来とるけん、「わあ、よ

かったな」と思うとっとですけど、やっぱ今の賢

明な教育長はですね、やっぱ単独校の継続という

ような、やっぱ昔に帰って見直しというようなこ

とは、やっぱそれはいかがかなと思うけん、一言

ちょっと言うときます。 

 続けてよかですか。 

○委員長（多田隈啓二君） はい、どうぞ。 

○委員（前田正治君） この夏、暑かけんですね、

全国で熱中症で子どもたちがちょっと具合が悪く

なったとか、もうほんのこて気の毒ばってん、亡
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くなったというようなこともあったじゃないです

か。体育や部活動におけるそうした暑さ指数、熱

中症対策というようなことでの対応はどぎゃんふ

うにされとっとか。実際にあんまり暑かけん、も

う部活動も中止したというようなことが、実態と

してあるのかどうかちょっとお尋ねします。 

○教育総務課審議員（成瀬陽一君） 教育総務課

指導主事の成瀬です。 

 学校のほうには校長会あたりを通じて、暑さ指

数で学校の体育、もしくは部活動の活動を制限も

しくは中止するよう伝えてあります。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ですから、実際、中止したようなことがあった

のかどうか。 

○教育総務課審議員（成瀬陽一君） 教育総務課

の成瀬です。 

 中止があったかどうかという連絡は受けており

ませんが、一部報告で夏のプールの活動を中止し

たりとか、体育を中止したという話はお聞きして

おります。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 じゃあ、熱中症対策についての指針というのが

文部科学省から出とっですよね。校長先生たちも

持っとんなって思うけん、そういったことにのっ

とって、きちんとされているということでよかで

すよね。 

 はい、じゃあ分かりました。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

会討議はありませんか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ちょっと聞き漏らしたのかもしれないですけど

も、７ページの４７番の生涯学習推進事業につい

てなんですけれども、天水のほうで行なうという

ことですが、参加対象というのは玉名市内全域は

どんなふうになっておりますか。教えてください。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長の西川でございます。 

 まず、対象者につきましてはですね、玉名市在

住、全域の小学５年生以上から高校生ですね。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ならもう、募集がいつかかかるということでな

るんですね。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長の西川でございます。 

 予算がですね、承認いただければですね、広報

たまなのほうでですね、募集をかける予定でござ

います。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） はい、ありがとうござい

ました。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 以上で、議第７８号令和５年度玉名市一般会計

補正予算（第４号）に関する質疑及び委員間討議

は全て終結いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 議第７８号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 議第７８号令和５年度玉名市一般会計補正予算

（第４号）については、全員一致をもって可決す

ることに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 異議なしと認め、さ

よう決定いたしました。 

 以上で今回の予算決算委員会に付託されている

案件の審査は終了いたしました。 

 ここでお諮りいたします。 

 委員長報告の作成につきましては、委員長に御

一任願いたいと思いますが、これに御異議ありま
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せんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認めま

す。よって、さよう決定いたしました。 

 以上で、今期予算決算委員会に付託されており

ました案件の審査は全て終了いたしました。 

 これにて予算決算委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 １時５１分 閉会 
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